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 「大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律」、「大学等におけ

る修学の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する

政令」及び「大学等における修学の支援に関する法律施行規則及び独立行政法人日本学

生支援機構に関する省令の一部を改正する省令」の公布について（通知） 

 

この度、「大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律」（令和７

年法律第 17 号。以下「一部改正法」という。）、「大学等における修学の支援に関す



る法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」（令和７年政

令第 142号。以下「整備政令」という。）及び「大学等における修学の支援に関する法

律施行規則及び独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の一部を改正する省令」

（令和７年文部科学省令第 10号。以下「一部改正省令」という。）が令和７年３月 31

日に公布されました。 

 これらの法律及び政省令の施行により、これまで別紙５等によりお知らせしてきた制

度改正が行われることとなりますので、下記内容について十分に御了知いただき、その

運用に当たっては遺漏なきようお取り計らいください。 

  各都道府県知事におかれては、所轄の学校（専修学校を含む。以下同じ。）に、各都

道府県教育委員会教育長におかれては、所管の学校及びその設置者並びに域内の市（指

定都市を除く。）区町村教育委員会に、各指定都市教育委員会教育長、構造改革特別区

域法第 12 条第１項の認定を受けた各地方公共団体の長及び厚生労働省におかれては、

所管する学校に対して、本件について周知されるようお願いします。学校への周知に際

しては、学校における働き方改革の観点から、例えば、他の案件とまとめて周知する等、

必要に応じて御判断いただきますよう、お願いいたします。 

 なお、大学等（大学（短期大学を含む。）、高等専門学校及び専門学校をいう。以下

同じ。）におかれては、「高等教育の修学支援新制度に係る授業料等減免事務処理要領

及び機関要件の確認事務に関する指針の改定について（通知）」（令和７年３月 31 日

付け高等教育局長通知）及び独立行政法人日本学生支援機構（以下「JASSO」とい

う。）が示す「奨学事務の手引」を併せて御参照ください。また、JASSOの奨学金の予

約採用を実施いただく各高等学校等におかれては、JASSOが示す「推薦事務のてびき」

を併せて御参照いただくようお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

凡例：法令等の略称について 

大学等修学支援法 大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８

号） 

大学等修学支援法施

行令 

大学等における修学の支援に関する法律施行令（令和元年政令

第 49 号） 

大学等修学支援法施

行規則 

大学等における修学の支援に関する法律施行規則（令和元年文

部科学省令第６号） 

JASSO 法 独立行政法人日本学生支援機構法（平成 15 年法律第 94 号） 

JASSO 法施行令 独立行政法人日本学生支援機構法施行令（平成 16 年政令第２

号） 

JASSO 省令 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令（平成 16 年文部

科学省令第 23 号 

 

 



第１ 一部改正法の趣旨 

 高等教育費を理由として理想の数の子供を持てない状況を払拭するため、令和７

年度から、多子世帯（多数の子等の教育費を負担している家庭をいう。以下同じ。）

の学生等について、所得制限なく、大学等の授業料等（授業料及び入学金をいう。

以下同じ。）を国が定める一定額まで無償とするため、当該世帯の学生等に係る大

学等の授業料等の減免制度を創設する等の措置を構ずるものである。 

 

第２ 一部改正法の概要 

１ 大学等修学支援法の目的の見直し 

法律の目的を、多子世帯及び経済的理由により子等の教育費の負担を求めることが

極めて困難な状況にある家庭（以下「低所得者世帯」という。）における教育費の負

担の一部を社会全体で負担することにより、これらの家庭における負担の軽減を図る

ため、これらの家庭の学生等に係る大学等の授業料等の減免を行い、もって子育てに

希望を持つことができる社会の実現に寄与することとする。（第１条関係） 

 

２ 授業料等減免の対象者の追加 

授業料等減免の対象者として、低所得者世帯の学生等に加え、多子世帯の学生等を

対象とする。（第４条関係） 

 

３ 認定手続に関する規定の整備 

学生等が授業料等減免を受けるために必要な認定の手続や、認定事由が変わった場

合の変更認定の手続規定を整備する。（第５条、第６条関係） 

 

４ 授業料等減免についての配慮事項の新設 

国は、低所得者世帯の学生等に係る授業料等減免については、JASSO 法に規定する

学資の支給と相まって大学等の修学に係る諸費用に対する総合的な支援となるよう配

慮するものとする。（第 15条関係） 

 

５ その他 

（１）施行期日 

令和７年４月１日から施行する。（附則第１条関係） 

（２）経過措置 

① 一部改正法の施行の際現に同法による改正前の大学等修学支援法（②におい

て「旧法」という。）第８条第１項の規定による認定を受けており、かつ、当

該認定に係る大学等に引き続き在学する者についての令和７年４月１日以後の

在学に係る授業料の減免については、当該者は、施行日において、一部改正法

による改正後の大学等修学支援法第４条第１項第２号の認定事由に該当する者

として同項の認定を受けたものとみなす。（附則第２条関係） 

② 施行日前に旧法第８条第１項の規定による認定を受けた者の当該認定に係る

大学等の入学金及び施行日前の在学に係る授業料の減免については、なお従前

の例による。（附則第３条関係） 



③ この法律の施行前にした行為及び附則第３条の規定によりなお従前の例によ

ることとされる場合における一部改正法の施行後にした行為に対する罰則の適

用については、なお従前の例による。（附則第４条関係） 

※このほか、必要な経過措置は、政令で定める旨を附則第５条関係に定めている

が、政令において規定する経過措置はない。 

（３）検討規定 

政府は、この法律の施行後４年を目途として、改正後の大学等修学支援法法の

施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づい

て所要の措置を講ずるものとする。（附則第６条関係） 

（４）その他所要の規定の整備 

 関係法律について所要の改正を行う。（附則第７条～第 10条関係） 

 

第３ 整備政令の趣旨 

 一部改正法の施行に伴い、多子世帯の学生等に係る大学等の授業料等減免の額に

ついて定める等関係政令の規定の整備を行うものである。 

 

第４ 整備政令の概要 

１ 授業料等減免上限額の規定 

多子世帯の学生等（大学等修学支援法第４条第２項第１号に掲げる授業料等減免対

象者）について、授業料等減免の額を定める。（改正後の大学等修学支援法施行令第

２条第２項第１号関係） 

２ その他 

（１）施行期日 

令和７年４月１日から施行する。（附則第１条関係） 

（２）その他所要の規定の整備 

 大学等修学支援法施行令についてその他所要の改正を行うとともに、関係政令に

関し所要の規定の整備を行う。 

 

第５ 一部改正省令の趣旨 

一部改正法及び整備政令の施行に伴う授業料等減免の対象者の拡大にあたり、関係

省令の規定の整備等を行うものである。 

 

第６ 一部改正省令の概要 

１ 大学等修学支援法施行規則の改正 

 （１）子その他これに類する者の規定 

 多子世帯か否かの判定の対象となる「子その他これに類する者」として、地方税

法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定による市町村民税（特別区民税を含む。）に

係る学生等の生計を維持する者（以下「生計維持者」という。）の扶養親族（当該

生計維持者が、市町村民税の所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有し

ない場合にあっては、これに準ずる者として適切と認められる者。生計維持者のい

ずれかの尊属である者及び扶養する生計維持者の年長者を除く。以下同じ。）及び



これに準ずる者として文部科学大臣が定めるものとすることとする。（第１条の２

関係） 

 なお、これに準ずる者として文部科学大臣が定めるものは、別紙４「大学等にお

ける修学の支援に関する法律施行規則第１条の２の文部科学大臣が定めるものにつ

いて」（令和７年３月 31 日文部科学大臣決定）のとおり、新たに出生した実子や、

特別養子縁組による養子及び新たに委託された里子等とする。 

（２）認定の基準及び方法に係る改正 

 大学等修学支援法第５条第２項の「文部科学省令で定める基準及び方法」として、

以下を規定することとする。（第 10 条第２項関係） 

 ＜多子世帯の学生等（法第４条第２項第１号に掲げる授業料等減免対象者）の認

定について＞ 

次のアからウまでの基準に該当すること 

ア 学生等が、（１）の子その他これに類する者であること。 

イ 学生等の生計維持者に係る（１）の子その他これに類する者の数の合計が

３人以上であること。 

ウ 学生等及びその生計維持者の有する資産（現金及びこれに準ずるもの、預

貯金並びに有価証券をいう。以下同じ。）の合計額が３億円未満であること。 

 ＜低所得者世帯の学生等（法第４条第２項第２号に掲げる授業料等減免対象者）

の認定について＞ 

次のア及びイの基準に該当すること。 

ア 大学等修学支援法施行令第２条第２項に規定する減免額算定基準額（以下

単に「減免額算定基準額」という。）が 51,300 円未満（学生等が文部科学

大臣が別に公示する学部等（以下「公示対象学部等」という。）に在学する

場合は 154,500円未満）であること。 

※ 一部改正省令による改正前の大学等修学支援法施行規則に同じ。 

イ 学生等及びその生計維持者の有する資産が 5,000 万円未満であること。 

（３）認定を受けようとする場合の申請手続 

 大学等修学支援法第５条第１項の規定により、第４条第１項の認定を受けようと

する学生等は、文部科学省令で定めるところにより、いずれの認定事由に該当する

者として当該認定を受けようとするかの別その他文部科学省令で定める事項を記載

した申請書に、当該学生等の学業成績に関する書類その他の文部科学省令で定める

書類（以下「学業成績関係書類等」という。）等を添付して、当該学生等が在学す

る大学等の設置者に提出することとなり、文部科学省令で定める場合には、学業成

績関係書類等を省略することができることとする。また、変更認定を受けようとす

る場合も、同様の手続とする。 

   これらの文部科学省令で定めるものとして、以下のとおり規定する。 

（第 11条関係） 

ア 申請書に記載する事項 

（ⅰ）氏名・出生の年月日及び住所 

（ⅱ）過去に授業料等減免を受けたことがあるか否かの別（変更認定の場合は不要） 

イ 学業成績関係書類等 



（ⅰ）大学等への入学後１年を経過していない学生等の場合 

  ・学業成績に関する書類 

  ・大学等における学修の計画に関する書類 

（ⅱ）（ⅰ）以外の学生等の場合 

  ・大学等における学修の計画に関する書類 

ウ 学業成績関係書類等を省略できる場合 

選考を行う大学等の設置者が、JASSO が行う給付奨学生認定に係る選考の結果

その他の JASSO が保有する情報（以下「機構選考結果等」という。）を活用する

ことにより、学生等が特に優れた者であることを確認できる場合 

※（２）の認定においても、機構選考結果等を活用できることを規定する。 

 なお、上記の申請書及び学業成績関係書類等の提出は、書面又は電磁的方法（電

子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法をいう。）に

より行うものとする。 

（４）大学等の確認要件に係る改正 

 大学等修学支援法第７条第２項に規定する確認を受けている大学又は高等専門学

校が、現行の大学等修学支援法施行規則第４条第４項に規定する基準を満たさない

場合であっても、大学又は高等専門学校が、地域の経済社会において重要な役割を

担う専門的な知識又は技術を有する人材の養成を行うものとして文部科学大臣が認

める場合には、確認取消しを猶予することとする。 

 また、過去に確認の取消しを受けた大学及び高等専門学校が、基準現行の大学等

修学支援法施行規則第３条第２号ハに規定するのみを満たさない場合について、当

該大学等が直前３年度のいずれの年度においても、進学・就職率が９割を超えてお

り、かつ、収容定員充足率が６割以上である場合は、機関要件を満たすものとして

確認を行うこととする。（第４条関係） 

（５）学生等の学業要件に係る改正 

 学生等が支援継続のために満たすべき学業成績の要件について、以下のとおり改

正することとする。（別表第２関係） 

 判定の対象 改正前 改正後 

廃止 
修得単位数 標準単位数の５割以下 標準単位数の６割以下 

出席率 出席率が５割以下 出席率が６割以下 

警告 修得単位数 標準単位数の６割以下 標準単位数の７割以下 

※上記に記載がない要件については、現行から変更なし。 

（６）その他の改正 

 一部改正法の施行及びこれに伴う上記の改正等を踏まえ、その他所要の改正を行

う。 

 

２ JASSO 省令の改正 

（１）給付奨学生認定の基準及び方法に係る改正 

 JASSO 法第 17 条の２第１項の「文部科学省令で定める基準及び方法」として、

以下を規定することとする。（第 23 条の２第２項関係） 



○ 学生等及びその生計維持者の資産の状況について、次に掲げる独立行政法人

JASSO 法施行令第８条の２第４項に規定する支給額算定基準額（以下単に「支

給額算定基準額」という。）の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当す

るかどうかを判定する方法により極めて修学に困難があると認められること。 

 ア 51,300 円未満 次に掲げる選考対象者の区分に応じ、それぞれ次に定め

る要件 

  （ⅰ）学生等が、その生計維持者（扶養親族である者の数及び当該者に準ずる

者として文部科学大臣が定める者の数の合計が３人以上である者に限

る。）の扶養親族である子である者又は当該者に準ずる者として文部科学

大臣が定めるもののいずれかに該当するもの 学生等及びその生計維持者

が有する資産の合計額が３億円未満であること。 

  （ⅱ）（ⅰ）以外の者 学生等及びその生計維持者が有する資産の合計額が

5,000 万円未満であること。 

イ 51,300 円以上 154,600円未満 次に掲げる選考対象者の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める要件 

（ⅰ）ア（ⅰ）に該当する者 学生等及びその生計維持者が有する資産の合計

額が３億円未満であること。 

（ⅱ）公示対象学部等に在学するもの（ア（ⅰ）に該当する者を除く。） 学

生等及びその生計維持者が有する資産の合計額が 5,000万円未満であるこ

と。 

  ウ 154,600 円以上 ア（ⅰ）に掲げる者及びその生計維持者が有する資産の合

計額が３億円未満であること。 

（２）支給額算定基準額の算定方法の特例に係る改正 

JASSO 法施行令第８条の２第４項ただし書の同項本文の規定により難い場合にお

ける支給額算定基準額として、以下を追加することとする。（第 40条関係） 

○ 学生等（その生計維持者（扶養親族である者の数及び当該者に準ずる者として

文部科学大臣が定める者の数の合計が３人以上である者に限る。）の扶養親族で

ある者又は当該者に準ずるものとして文部科学大臣が定めるもののいずれかに該

当するものに限る。）及びその生計維持者の有する資産の合計額が 5,000万円以

上３億円未満であるときの支給額算定基準額を 154,500 円とする。 

（３）学生等の学業要件に係る改正 

 学生等が支援継続のために満たすべき学業成績の要件について、以下のとおり改

正することとする。（別表関係） 

 判定の対象 改正前 改正後 

廃止 
修得単位数 標準単位数の５割以下 標準単位数の６割以下 

出席率 出席率が５割以下 出席率が６割以下 

警告 修得単位数 標準単位数の６割以下 標準単位数の７割以下 

※上記に記載がない要件については、現行から変更なし。 

（４）その他の改正 



 一部改正法の施行及びこれに伴う上記の改正等を踏まえ、その他所要の改正を行

う。 

 

３ その他 

（１）施行期日 

令和７年４月１日から施行する。（附則第１条関係） 

（２）経過措置 

① 令和７年度に編入学等をした者又は認定専攻科（短期大学の専攻科又は高等専

門学校の専攻科のうち、学位規則（昭和 28年文部省令第９号）第６条第１項に

規定する独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たすものを

いう。以下同じ。）に進学した者に係る授業料等の減免又は学資支給金の支給を

受けようとする場合における特に優れた者であるか否かの判定は、改正前の学業

要件により判定することとする。 

② 令和７年４月１日より前に授業料等減免対象者としての認定又は給付奨学生認

定の効力が停止された者について適格認定における収入額・資産額の判定の結

果、認定の効力の停止が解除された場合には、令和７年度に限り、一部改正法の

施行の日の属する月及び令和７年 10月に支給額の変更を行うこととする。 

 

第７ 留意事項 

（１）制度改正の周知 

地方公共団体、高等学校等及び本制度の対象となる大学等の設置者は、本通知等の

内容を十分了知の上、本来、対象となる者が制度の不知により支援の対象から漏れる

ようなことがないよう、十分な周知を行うこと。 

 その際、高等教育の修学支援については、高等学校段階における生徒の進路選択に

も大きく影響することから、地方公共団体及び高等学校等におかれては「高等学校等

就学支援金制度等及び高等教育の修学支援新制度の周知について（通知）」（令和６

年７月 10日６文科初第 884号初等中等教育局長、総合教育政策局長、高等教育局長

連名通知）も御参照の上、支援を必要とする者に対する丁寧な情報提供をお願いした

いこと。 

 

（２）大学等における授業料等について 

① 大学等における入学初年度納付金や授業料について、質の向上を伴わない値上

げや合理的な理由のない値上げなど、高等教育費の負担軽減を図るという本改正

の趣旨に反するような値上げを行うことは適切ではないこと。入学初年度納付金

や授業料を値上げせざるを得ない場合であっても、合理的な範囲での値上げであ

ることについて説明を尽くすとともに、学生等の負担について配慮に努めること。 

② 文部科学省が直接本制度に係る授業料等減免に必要な費用を支弁する者に関し

ては、令和７年度において、本制度による授業料等減免を希望し各校に申請する

学生等に関し、学生等が申請してから支援対象者としての認定を行うまでの間授

業料の納付猶予を原則とすること、そのために必要な減免費用を４月中に交付す

ることにつき、別紙５による連絡を踏まえ、適切に取り扱うこと。 



都道府県等文部科学省以外の支弁者により本制度に係る減免費用を交付等され

ている学校にあっても、本項の趣旨を踏まえ、同様の取組に努めていただくよう

お願いしたいこと。 

 

（３）大学等における修学に係る相談体制の整備等の徹底について 

各大学等における修学に係る相談体制については、学内の組織体制の整備（相談窓

口の設置や教職員への研修、電話やメール等での相談にも確実に対応できる体制の確

保等）、専門家との連携等を行うこと等を徹底いただき、引き続き、困難や不安を抱

える学生等の目線に立った対応をお願いしたいこと。 

 

  

【添付資料】 

別紙１ 大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律（令和７年法

律第 17号） 

別紙２ 大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う

関係政令の整備に関する政令（令和７年政令第 142号） 

別紙３ 大学等における修学の支援に関する法律施行規則及び独立行政法人日本学生

支援機構に関する省令の一部を改正する省令（令和７年文部科学省令第 10 号） 

別紙４ 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第１条の２の文部科学大臣

が定めるものについて（令和７年３月 31日文部科学大臣決定） 

別紙５ 令和７年度からの「高等教育の修学支援新制度」における事務手続き等の詳

細について⑤（令和７年３月 10 日付け事務連絡） 

 

 

         【本件連絡先】 

           文部科学省高等教育局学生支援課 

                     メール：gakushi@mext.go.jp 

                                          電 話：03-5253-4111（内線 3050） 
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大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
二
章

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援

第
一
節

通
則
（
第
三
条
）

目
次
中

を
「
第
二
章

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
（
第
三

第
二
節

学
資
支
給
（
第
四
条
・
第
五
条
）

第
三
節

授
業
料
等
減
免
（
第
六
条
―
第
十
六
条
）
」

条
―
第
十
五
条
）
」
に
、
「
第
十
七
条
・
第
十
八
条
」
を
「
第
十
六
条
・
第
十
七
条
」
に
、
「
第
十
九
条
」
を
「
第
十
八
条
」

に
改
め
る
。

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
多
数
の
子
等
の
教
育
費
を
負
担
し
て
い
る
家
庭
及
び
経
済
的
理
由
に
よ
り
子
等
の
教
育
費
の
負
担
を

求
め
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
な
状
況
に
あ
る
家
庭
に
お
け
る
教
育
費
の
負
担
の
一
部
を
社
会
全
体
で
負
担
す
る
こ
と
に
よ
り

こ
れ
ら
の
家
庭
に
お
け
る
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
家
庭
の
学
生
等
に
係
る
大
学
等
の
授
業
料
等
（
授
業
料
及

文部科学省
テキストボックス
別紙１
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び
入
学
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
減
免
を
行
い
、
も
っ
て
子
育
て
に
希
望
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
一
項
及
び
第
十
条
」
を
「
次
条
第
一
項
及
び
第
八
条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
七
条

第
一
項
」
を
「
次
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
子
等
」
と
は
、
子
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
者
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

第
二
章
第
一
節
及
び
第
二
節
、
同
章
第
三
節
の
節
名
並
び
に
第
六
条
を
削
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
授
業
料
等
減
免
」
を
「
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
等
の
減
免
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

「
限
る
。
第
十
条
第
一
号
」
を
「
限
る
。
第
八
条
第
一
号
」
に
、
「
い
う
。
第
十
条
第
一
号
」
を
「
い
う
。
同
号
」
に
改
め
、

同
項
第
三
号
中
「
第
十
条
第
一
号
」
を
「
第
八
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
十
条
第
三
号
」
を
「
第
八
条
第
三

号
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
十
条
第
四
号
」
を
「
第
八
条
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
第
一

号
及
び
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
第
二
章
中
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

第
八
条
の
見
出
し
中
「
授
業
料
等
の
減
免
」
を
「
授
業
料
等
減
免
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
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め
る
。確

認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
学
生
等
の
う
ち
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
り
、
か
つ
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
要
件
（
以
下
「
認
定
事
由
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
し
て
認
定
を
行
っ
た
も
の
（
以
下

「
授
業
料
等
減
免
対
象
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
授
業
料
等
の
減
免
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

当
該
学
生
等
が
三
人
以
上
の
子
等
の
生
計
を
維
持
す
る
者
に
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
る
子
等
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
学
生
等
及
び
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
の
収
入
の
状
況
に
鑑
み
、
こ
れ
ら
の
者
に
授
業
料
等
の
負
担
を
求
め
る
こ

と
が
極
め
て
困
難
な
状
況
に
あ
る
こ
と
。

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
対
し
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
授
業
料
等
の
減
免
（
以
下
「
授
業
料
等

減
免
」
と
い
う
。
）
の
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
の
認
定
事
由
に
該
当
す
る
者
と
し
て
同
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
変
更
認
定
を
含
む
。
次

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
授
業
料
等
減
免
対
象
者

確
認
大
学
等
の
種
別
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
政
令
で
定

め
る
額

二

前
項
第
二
号
の
認
定
事
由
に
該
当
す
る
者
と
し
て
同
項
の
認
定
を
受
け
た
授
業
料
等
減
免
対
象
者

当
該
授
業
料
等
減
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免
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
の
収
入
の
状
況
並
び
に
確
認
大
学
等
の
種
別
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
政
令

で
定
め
る
額

第
八
条
を
第
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
認
定
の
手
続
）

第
五
条

前
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
学
生
等
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
い
ず
れ
の
認
定

事
由
に
該
当
す
る
者
と
し
て
当
該
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
か
の
別
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申

請
書
に
、
当
該
学
生
等
の
学
業
成
績
に
関
す
る
書
類
そ
の
他
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
書
類
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
学
業
成
績
関
係
書
類
等
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
認
定
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
当
該
学
生

等
が
在
学
す
る
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
場
合
に
は
、

学
業
成
績
関
係
書
類
等
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
条
第
一
項
の
認
定
は
、
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
方
法
に
従
い
、
前
項
の
申
請

書
を
提
出
し
た
学
生
等
が
特
に
優
れ
た
者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
申
請
書
に
記
載
し
た
認
定
事
由
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と

認
め
る
場
合
に
行
う
も
の
と
す
る
。
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（
変
更
認
定
）

第
六
条

授
業
料
等
減
免
対
象
者
は
、
当
該
認
定
を
行
っ
た
確
認
大
学
等
の
設
置
者
か
ら
当
該
認
定
に
係
る
認
定
事
由
と
は
別

の
認
定
事
由
に
該
当
す
る
者
と
し
て
授
業
料
等
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
別
の
認
定
事
由
に
該
当
す
る
者
で

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
設
置
者
の
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
変
更
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
変
更
認
定
に
係
る
認
定
事
由
と
は
別
の
認
定
事
由
に
該
当
す
る
者
と
し
て
当
該
設
置
者
か
ら
授
業
料
等
減
免
を
受
け
よ

う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

前
条
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
変
更
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
本
文

中
「
学
生
等
は
」
と
あ
る
の
は
「
授
業
料
等
減
免
対
象
者
は
」
と
、
「
当
該
学
生
等
の
学
業
成
績
に
関
す
る
書
類
そ
の
他
の

文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
書
類
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
学
業
成
績
関
係
書
類
等
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
」
と
あ
る
の

は
「
当
該
」
と
、
「
当
該
学
生
等
が
在
学
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一
項
の
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
学
生
等
が
特
に

優
れ
た
者
で
あ
り
、
か
つ
、
」
と
あ
る
の
は
「
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
第
七
条
第
三
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
十
条
中
「
第
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
十
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
九
条
と
す
る
。
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第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
第
四
条
第
一
項
又
は
第
六
条
第
一
項
の
」
に
改
め
、
同
条
を

第
十
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
十
四
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第

七
条
第
三
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
十
六
条
た
だ
し
書
中
「
第
十
条
及
び
第
十
一
条
」
を
「
第
八
条
及
び
第
九
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
二

章
中
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
認
定
事
由
に
該
当
す
る
者
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
つ
い
て
の
配
慮
事
項
）

第
十
五
条

国
は
、
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
認
定
事
由
に
該
当
す
る
者
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
つ
い
て
は
、
経
済
的
理
由

に
よ
り
極
め
て
修
学
が
困
難
な
者
の
修
学
の
機
会
の
確
保
に
資
す
る
た
め
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成

十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
支
給
と
相
ま
っ
て
大
学
等
の
修
学
に
係
る
諸
費

用
に
対
す
る
総
合
的
な
支
援
と
な
る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
第
十
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
十
条
第
二
項
」

に
改
め
、
第
三
章
中
同
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
八
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。
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第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
第
二
項
」
を

「
第
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
忌
避
し
た
」
の
下
に
「
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
」
を
加
え
、
第
四
章
中
同
条
を

第
十
八
条
と
す
る
。

附
則
第
四
条
第
一
号
中
「
学
資
支
給
」
を
「
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

学
資
の
支
給
」
に
、
「
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
」
を
「
同
法
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
条
」
を
「
第

八
条
」
に
、
「
第
十
一
条
」
を
「
第
九
条
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
五
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
認
定
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
次
条
に

お
い
て
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
認
定
に
係
る
大
学
等
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（
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
学
等
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
引
き
続
き
在
学
す
る
者
に
つ
い
て
の
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
在
学
に
係
る
授
業

料
の
減
免
に
つ
い
て
は
、
当
該
者
は
、
施
行
日
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に

関
す
る
法
律
（
附
則
第
六
条
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
認
定
事
由
（
同
項
に
規
定
す
る
認

定
事
由
を
い
う
。
）
に
該
当
す
る
者
と
し
て
同
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

（
授
業
料
等
減
免
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

施
行
日
前
に
旧
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
者
の
当
該
認
定
に
係
る
大
学
等
の
入
学
金
及
び
施

行
日
前
の
在
学
に
係
る
授
業
料
の
減
免
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る

こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
五
条

前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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（
検
討
）

第
六
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
四
年
を
目
途
と
し
て
、
新
法
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
四
項
中
「
第
十
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
条
第
三
項
」
を
「
第
二
条
第
四
項
」
に
、
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一

項
」
に
、
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
九
条

学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
七
条
中
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
の
改
正
規
定
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
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る
。

第
一
条
中
「
学
生
等
」
を
「
学
生
」
に
改
め
る
。

附
則
第
七
条
の
う
ち
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
三
条
、
第
八
条
第
一
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項

第
二
号
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定
中
「
第
三
条
、
第
八
条
第
一
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
四
条
第
一

項
、
第
五
条
、
第
六
条
第
二
項
並
び
に
第
十
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

（
こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
十
条

こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
二
十
三
号
中
「
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
を
「
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援

機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
支
給
及
び
大
学
等
に
お
け
る
修

学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
の
規
定
に
よ
る
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
」
を
「
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

授
業
料
等
の
減
免
」
に
改
め
る
。



大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

新
旧
対
照
表

目
次

○

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
八
号
）
（
本
則
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

○

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
（
附
則
第
七
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
12

○

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
（
附
則
第
八
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
13

○

学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
五
十
号
）
（
附
則
第
九
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
14

○

こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
（
附
則
第
十
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
15



1

○

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
八
号
）
（
本
則
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
（
第
三
条
―
第
十
五

第
二
章

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援

条
）

第
一
節

通
則
（
第
三
条
）

第
二
節

学
資
支
給
（
第
四
条
・
第
五
条
）

第
三
節

授
業
料
等
減
免
（
第
六
条
―
第
十
六
条
）

第
三
章

雑
則
（
第
十
六
条
・
第
十
七
条
）

第
三
章

雑
則
（
第
十
七
条
・
第
十
八
条
）

第
四
章

罰
則
（
第
十
八
条
）

第
四
章

罰
則
（
第
十
九
条
）

附
則

附
則

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
多
数
の
子
等
の
教
育
費
を
負
担
し
て
い

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
真
に
支
援
が
必
要
な
低
所
得
者
世
帯
の

る
家
庭
及
び
経
済
的
理
由
に
よ
り
子
等
の
教
育
費
の
負
担
を
求

者
に
対
し
、
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き
る

め
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
な
状
況
に
あ
る
家
庭
に
お
け
る
教
育

豊
か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に

費
の
負
担
の
一
部
を
社
会
全
体
で
負
担
す
る
こ
と
に
よ
り
こ
れ

必
要
な
質
の
高
い
教
育
を
実
施
す
る
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の

ら
の
家
庭
に
お
け
る
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
家

支
援
を
行
い
、
そ
の
修
学
に
係
る
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
こ

庭
の
学
生
等
に
係
る
大
学
等
の
授
業
料
等
（
授
業
料
及
び
入
学

と
に
よ
り
、
子
ど
も
を
安
心
し
て
生
み
、
育
て
る
こ
と
が
で
き

金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
減
免
を
行
い
、
も
っ
て
子
育
て

る
環
境
の
整
備
を
図
り
、
も
っ
て
我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少

に
希
望
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と

子
化
の
進
展
へ
の
対
処
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

を
目
的
と
す
る
。



2

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
大
学
等
」
と
は
、
大
学
（
学
校

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
大
学
等
」
と
は
、
大
学
（
学
校

教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
三
条
に
規

教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
三
条
に
規

定
す
る
大
学
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
高
等
専
門
学
校
及
び

定
す
る
大
学
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
高
等
専
門
学
校
及
び

専
門
課
程
を
置
く
専
修
学
校
（
次
条
第
一
項
及
び
第
八
条
に
お

専
門
課
程
を
置
く
専
修
学
校
（
第
七
条
第
一
項
及
び
第
十
条
に

い
て
「
専
門
学
校
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。

お
い
て
「
専
門
学
校
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
子
等
」
と
は
、
子
そ
の
他
こ
れ
に
類

（
新
設
）

す
る
者
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
確
認
大
学
等
」
と
は
、
次
条
第
一
項

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
確
認
大
学
等
」
と
は
、
第
七
条
第
一

の
確
認
を
受
け
た
大
学
等
を
い
う
。

項
の
確
認
を
受
け
た
大
学
等
を
い
う
。

第
二
章

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援

第
二
章

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援

（
削
る
）

第
一
節

通
則

（
削
る
）

第
三
条

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
は
、
確
認
大
学
等
に
在

学
す
る
学
生
等
の
う
ち
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的
理

由
に
よ
り
極
め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
に
対
し
て
行
う
学

資
支
給
及
び
授
業
料
等
減
免
と
す
る
。

（
削
る
）

第
二
節

学
資
支
給

（
削
る
）

第
四
条

学
資
支
給
は
、
学
資
支
給
金
（
独
立
行
政
法
人
日
本
学

生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
七
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
を
い
う
。
）
の
支
給
と

す
る
。
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（
削
る
）

第
五
条

学
資
支
給
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
に
別
段
の
定
め
が

あ
る
も
の
を
除
き
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
削
る
）

第
三
節

授
業
料
等
減
免

（
授
業
料
等
減
免
）

（
削
る
）

第
六
条

授
業
料
等
減
免
は
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授

業
料
等
（
授
業
料
及
び
入
学
金
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
減
免
と
す
る
。

（
大
学
等
の
確
認
）

（
大
学
等
の
確
認
）

第
三
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
大
学
等
の
設
置
者
は
、
次
条
第
一

第
七
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
大
学
等
の
設
置
者
は
、
授
業
料
等

項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
等
の
減
免
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は

減
免
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と

、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
以
下
「
文
部
科
学
大

め
る
者
（
以
下
「
文
部
科
学
大
臣
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、

臣
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
大
学
等
が
次
項
各
号
に
掲

当
該
大
学
等
が
次
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ

げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
を
求
め
る
こ

と
に
つ
い
て
確
認
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

一

大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
（
い
ず
れ
も
学
校
教
育
法
第
二

一

大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
（
い
ず
れ
も
学
校
教
育
法
第
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
立
学
校
又
は
私
立
学
校
で
あ
る
も

条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
立
学
校
又
は
私
立
学
校
で
あ
る
も

の
に
限
る
。
第
八
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
国

の
に
限
る
。
第
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
国

立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百

立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百

十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い

十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い

う
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
門
学
校

文

う
。
第
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
門

部
科
学
大
臣

学
校

文
部
科
学
大
臣

二

（
略
）

二

（
略
）

三

独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年

三

独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
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法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法

法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法

人
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
八
条
第
一
号
に
お
い
て
同

人
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
設
置
す
る
専
門
学
校

当
該
独
立
行
政
法
人
の
主

じ
。
）
が
設
置
す
る
専
門
学
校

当
該
独
立
行
政
法
人
の
主

務
大
臣
（
同
法
第
六
十
八
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
を
い
う

務
大
臣
（
同
法
第
六
十
八
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
を
い
う

。
）

。
）

四

（
略
）

四

（
略
）

五

公
立
大
学
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年

五

公
立
大
学
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年

法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立

法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立

大
学
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
八
条
第
三
号
に
お

大
学
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
条
第
三
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
大
学
等

当
該
公
立
大
学
法
人

い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
大
学
等

当
該
公
立
大
学
法
人

を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長

を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長

六

地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
二
条
第

六

地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
い
、
公
立
大
学

一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
い
、
公
立
大
学

法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
八
条
第
四
号
に
お
い
て

法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
条
第
四
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
門
学
校

当
該
地
方
独
立
行
政
法

同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
門
学
校

当
該
地
方
独
立
行
政
法

人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長

人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長

七

（
略
）

七

（
略
）

２

文
部
科
学
大
臣
等
は
、
前
項
の
確
認
（
以
下
単
に
「
確
認
」

２

文
部
科
学
大
臣
等
は
、
前
項
の
確
認
（
以
下
単
に
「
確
認
」

と
い
う
。
）
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
求
め
に
係

と
い
う
。
）
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
求
め
に
係

る
大
学
等
が
次
に
掲
げ
る
要
件
（
第
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び

る
大
学
等
が
次
に
掲
げ
る
要
件
（
第
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
確
認
要
件
」
と
い
う
。

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
確
認
要
件
」
と
い
う
。

）
を
満
た
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
確
認
を
す
る
も

）
を
満
た
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
確
認
を
す
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

当
該
大
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

三

当
該
大
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
確
認
を
取
り
消
さ
れ
た
大
学
等
の
設
置
者
又
は
こ
れ
に

よ
り
確
認
を
取
り
消
さ
れ
た
大
学
等
の
設
置
者
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
で
、
そ
の
取
消
し
の
日

準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
で
、
そ
の
取
消
し
の
日

又
は
こ
れ
に
準
ず
る
日
と
し
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
起
算

又
は
こ
れ
に
準
ず
る
日
と
し
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
起
算



5

し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
な
い
こ
と
。

し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
な
い
こ
と
。

四

（
略
）

四

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
よ
る
授
業
料
等
減
免
）

（
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
よ
る
授
業
料
等
の
減
免
）

第
四
条

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学

第
八
条

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学

す
る
学
生
等
の
う
ち
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
り
、
か
つ
、
次
の

す
る
学
生
等
の
う
ち
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
方

各
号
に
掲
げ
る
要
件
（
以
下
「
認
定
事
由
」
と
い
う
。
）
の
い

法
に
従
い
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
極

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
し
て
認
定
を
行
っ
た
も
の
（
以
下
「

め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
授
業
料

授
業
料
等
減
免
対
象
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
授
業
料
等
の

等
減
免
対
象
者
と
し
て
認
定
し
、
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者

減
免
を
行
う
も
の
と
す
る
。

に
対
し
て
授
業
料
等
の
減
免
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

当
該
学
生
等
が
三
人
以
上
の
子
等
の
生
計
を
維
持
す
る
者

に
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
る
子
等
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
学
生
等
及
び
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
の
収
入
の
状

況
に
鑑
み
、
こ
れ
ら
の
者
に
授
業
料
等
の
負
担
を
求
め
る
こ

と
が
極
め
て
困
難
な
状
況
に
あ
る
こ
と
。

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
対
し
て
前
項

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
行
う
授
業
料

の
規
定
に
よ
り
行
う
授
業
料
等
の
減
免
（
以
下
「
授
業
料
等
減

等
減
免
の
額
は
、
確
認
大
学
等
の
種
別
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮

免
」
と
い
う
。
）
の
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

し
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

前
項
第
一
号
の
認
定
事
由
に
該
当
す
る
者
と
し
て
同
項
の

認
定
（
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
変
更
認
定
を
含
む
。
次

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
授
業
料
等
減
免
対
象
者

確
認
大
学
等
の
種
別
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
政
令
で
定

め
る
額

二

前
項
第
二
号
の
認
定
事
由
に
該
当
す
る
者
と
し
て
同
項
の

認
定
を
受
け
た
授
業
料
等
減
免
対
象
者

当
該
授
業
料
等
減

免
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
の
収
入
の
状
況
並

び
に
確
認
大
学
等
の
種
別
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
政
令
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で
定
め
る
額

３

（
略
）

３

（
略
）

（
認
定
の
手
続
）

第
五
条

前
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
学
生
等
は
、

（
新
設
）

文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
い
ず
れ
の
認
定
事

由
に
該
当
す
る
者
と
し
て
当
該
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
か
の

別
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

に
、
当
該
学
生
等
の
学
業
成
績
に
関
す
る
書
類
そ
の
他
の
文
部

科
学
省
令
で
定
め
る
書
類
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
学
業
成

績
関
係
書
類
等
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
認
定
事
由
に
該
当
す

る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
当
該
学
生
等
が
在
学
す

る
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
場
合
に
は
、
学
業
成
績
関
係

書
類
等
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
条
第
一
項
の
認
定
は
、
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
文
部

科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
方
法
に
従
い
、
前
項
の
申
請
書

を
提
出
し
た
学
生
等
が
特
に
優
れ
た
者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該

申
請
書
に
記
載
し
た
認
定
事
由
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
認
め

る
場
合
に
行
う
も
の
と
す
る
。

（
変
更
認
定
）

第
六
条

授
業
料
等
減
免
対
象
者
は
、
当
該
認
定
を
行
っ
た
確
認

（
新
設
）

大
学
等
の
設
置
者
か
ら
当
該
認
定
に
係
る
認
定
事
由
と
は
別
の

認
定
事
由
に
該
当
す
る
者
と
し
て
授
業
料
等
減
免
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
当
該
別
の
認
定
事
由
に
該
当
す
る
者
で
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
当
該
設
置
者
の
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
変
更
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
変
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更
認
定
に
係
る
認
定
事
由
と
は
別
の
認
定
事
由
に
該
当
す
る
者

と
し
て
当
該
設
置
者
か
ら
授
業
料
等
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る

と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

前
条
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
変
更
認
定
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
本
文
中

「
学
生
等
は
」
と
あ
る
の
は
「
授
業
料
等
減
免
対
象
者
は
」
と

、
「
当
該
学
生
等
の
学
業
成
績
に
関
す
る
書
類
そ
の
他
の
文
部

科
学
省
令
で
定
め
る
書
類
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
学
業
成

績
関
係
書
類
等
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
」
と
あ
る
の
は
「
当

該
」
と
、
「
当
該
学
生
等
が
在
学
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
次
条

第
一
項
の
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
学
生
等
が
特
に
優
れ
た
者

で
あ
り
、
か
つ
、
」
と
あ
る
の
は
「
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
確
認
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
等
の
届
出
）

（
確
認
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
等
の
届
出
）

第
七
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２

第
三
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

２

第
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

っ
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

っ
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
減
免
費
用
の
支
弁
）

（
減
免
費
用
の
支
弁
）

第
八
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
大
学
等
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に

第
十
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
大
学
等
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に

要
す
る
費
用
（
以
下
「
減
免
費
用
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
れ
ぞ

要
す
る
費
用
（
以
下
「
減
免
費
用
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
第
十
条
第
三
項
に
お
い
て
「
国
等

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
第
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
「
国

」
と
い
う
。
）
が
支
弁
す
る
。

等
」
と
い
う
。
）
が
支
弁
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

第
九
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）
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（
認
定
の
取
消
し
等
）

（
認
定
の
取
消
し
等
）

第
十
条

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る

第
十
二
条

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
授
業
料
等
減

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
授
業
料
等

免
対
象
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
授
業
料
等
減
免

減
免
対
象
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
授
業
料
等
減

を
受
け
た
又
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た

免
を
受
け
た
又
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ

と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
係
る
第
四

た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
係
る
第

条
第
一
項
又
は
第
六
条
第
一
項
の
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単

て
単
に
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

に
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

第
十
一
条
・
第
十
二
条

（
略
）

第
十
三
条
・
第
十
四
条

（
略
）

（
確
認
の
取
消
し
）

（
確
認
の
取
消
し
）

第
十
三
条

文
部
科
学
大
臣
等
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

第
十
五
条

文
部
科
学
大
臣
等
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を

当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に

四

確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
報
告
又
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は

よ
り
報
告
又
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は

提
示
を
命
ぜ
ら
れ
て
こ
れ
に
従
わ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
若

提
示
を
命
ぜ
ら
れ
て
こ
れ
に
従
わ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
若

し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
た
と
き
。

し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
た
と
き
。

五

確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に

五

確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
出
頭
を
求
め
ら
れ
て
こ
れ
に
応
ぜ
ず
、
同
項
の
規
定
に

よ
り
出
頭
を
求
め
ら
れ
て
こ
れ
に
応
ぜ
ず
、
同
項
の
規
定
に

よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁

よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁

を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若

を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若

し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

六

（
略
）

六

（
略
）
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２

第
三
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
取

２

第
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
取

消
し
を
し
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

消
し
を
し
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学
し
て
い
る
場
合
の
特
例
）

（
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学
し
て
い
る
場
合
の
特
例
）

第
十
四
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
が
取
り
消
さ
れ
た

第
十
六
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
が
取
り
消
さ
れ
た

場
合
又
は
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る

場
合
又
は
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る

確
認
を
辞
退
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
又
は
辞
退
の

確
認
を
辞
退
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
又
は
辞
退
の

際
、
当
該
確
認
大
学
等
に
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学
し
て

際
、
当
該
確
認
大
学
等
に
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学
し
て

い
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
つ
い
て
は
、

い
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
つ
い
て
は
、

当
該
確
認
を
取
り
消
さ
れ
た
大
学
等
又
は
確
認
を
辞
退
し
た
大

当
該
確
認
を
取
り
消
さ
れ
た
大
学
等
又
は
確
認
を
辞
退
し
た
大

学
等
を
確
認
大
学
等
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
を
適
用

学
等
を
確
認
大
学
等
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
を
適
用

す
る
。
た
だ
し
、
同
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事

す
る
。
た
だ
し
、
同
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事

由
に
該
当
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
が
取
り
消
さ
れ
た
場

由
に
該
当
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
が
取
り
消
さ
れ
た
場

合
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
に
お

合
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
に
お

け
る
当
該
大
学
等
に
係
る
減
免
費
用
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
及

け
る
当
該
大
学
等
に
係
る
減
免
費
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
及

び
第
九
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

び
第
十
一
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
認
定
事
由
に
該
当
す
る
者
に
係
る

授
業
料
等
減
免
に
つ
い
て
の
配
慮
事
項
）

第
十
五
条

国
は
、
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
認
定
事
由
に
該
当

（
新
設
）

す
る
者
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
つ
い
て
は
、
経
済
的
理
由
に

よ
り
極
め
て
修
学
が
困
難
な
者
の
修
学
の
機
会
の
確
保
に
資
す

る
た
め
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五

年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

学
資
の
支
給
と
相
ま
っ
て
大
学
等
の
修
学
に
係
る
諸
費
用
に
対

す
る
総
合
的
な
支
援
と
な
る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章

雑
則

第
三
章

雑
則
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（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
う
減
免
費

（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
う
減
免
費

用
の
支
弁
）

用
の
支
弁
）

第
十
六
条

国
は
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平

第
十
七
条

国
は
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平

成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
八

成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
十

条
の
規
定
に
よ
る
減
免
費
用
の
支
弁
の
う
ち
大
学
及
び
高
等
専

条
の
規
定
に
よ
る
減
免
費
用
の
支
弁
の
う
ち
大
学
及
び
高
等
専

門
学
校
（
い
ず
れ
も
学
校
教
育
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

門
学
校
（
い
ず
れ
も
学
校
教
育
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

私
立
学
校
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
を
日
本
私
立

私
立
学
校
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
を
日
本
私
立

学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
減
免
費
用
の
支
弁
が
日
本
私
立
学
校
振

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
減
免
費
用
の
支
弁
が
日
本
私
立
学
校
振

興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
第
十
条
第

興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
第
十
二
条

二
項
中
「
文
部
科
学
大
臣
等
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣

第
二
項
中
「
文
部
科
学
大
臣
等
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大

及
び
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
の
理
事
長
」
と
、
同

臣
及
び
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
の
理
事
長
」
と
、

条
第
三
項
中
「
を
支
弁
す
る
国
等
」
と
あ
る
の
は
「
に
充
て
る

同
条
第
三
項
中
「
を
支
弁
す
る
国
等
」
と
あ
る
の
は
「
に
充
て

た
め
の
資
金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
減
免
資
金
」
と
い
う

る
た
め
の
資
金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
減
免
資
金
」
と
い

。
）
を
交
付
す
る
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
」
と
、

う
。
）
を
交
付
す
る
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
」
と

「
に
係
る
減
免
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
減
免
資
金
」
と

、
「
に
係
る
減
免
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
減
免
資
金
」

、
「
支
弁
し
て
い
る
」
と
あ
る
の
は
「
交
付
し
て
い
る
」
と
、

と
、
「
支
弁
し
て
い
る
」
と
あ
る
の
は
「
交
付
し
て
い
る
」
と

「
当
該
減
免
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
減
免
資
金
」
と
す
る

、
「
当
該
減
免
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
減
免
資
金
」
と
す

。

る
。

第
十
七
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

第
四
章

罰
則

第
四
章

罰
則

第
十
八
条

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物

第
十
九
条

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物

件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若

件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若

し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
項

し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
項
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の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若

の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若

し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

処
す
る
。

２

第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提

２

第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提

出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は

出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は

虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定

虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定

に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は

に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は

虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒

虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒

み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を

み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰

し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

金
に
処
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

附

則

附

則

（
政
府
の
補
助
等
に
係
る
費
用
の
財
源
）

（
政
府
の
補
助
等
に
係
る
費
用
の
財
源
）

第
四
条

次
に
掲
げ
る
費
用
の
財
源
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源

第
四
条

次
に
掲
げ
る
費
用
の
財
源
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源

の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費

の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費

税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲

税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲

げ
る
規
定
の
施
行
に
よ
り
増
加
す
る
消
費
税
の
収
入
を
活
用
し

げ
る
規
定
の
施
行
に
よ
り
増
加
す
る
消
費
税
の
収
入
を
活
用
し

て
、
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。

て
、
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。

一

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
第
十
三
条
第
一
項

一

学
資
支
給
に
要
す
る
費
用
と
し
て
独
立
行
政
法
人
日
本
学

第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
支
給
に
要
す
る
費
用
と
し
て
同

生
支
援
機
構
法
第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
補

法
第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
補
助
す
る
費
用

助
す
る
費
用

二

減
免
費
用
の
う
ち
第
八
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る

二

減
免
費
用
の
う
ち
第
十
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る

。
）
の
規
定
に
よ
る
国
の
支
弁
又
は
第
九
条
の
規
定
に
よ
る

。
）
の
規
定
に
よ
る
国
の
支
弁
又
は
第
十
一
条
の
規
定
に
よ

国
の
負
担
に
係
る
も
の

る
国
の
負
担
に
係
る
も
の
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日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
（
附
則
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
業
務
）

（
業
務
）

第
二
十
三
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

事
業
団
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
業
務
の
ほ
か
、
大

４

事
業
団
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
業
務
の
ほ
か
、
大

学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律

学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律

第
八
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
減
免
費
用
（
私
立
学
校
で
あ
る

第
八
号
）
第
十
条
に
規
定
す
る
減
免
費
用
（
私
立
学
校
で
あ
る

大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
充
て
る

大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
充
て
る

た
め
の
資
金
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
七
条
に
お
い
て
「
減

た
め
の
資
金
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
七
条
に
お
い
て
「
減

免
資
金
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
た
め
に
必
要
な
国
の
資
金

免
資
金
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
た
め
に
必
要
な
国
の
資
金

の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
財
源
と
し
て
、
学
校
法
人
に
対
し
、

の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
財
源
と
し
て
、
学
校
法
人
に
対
し
、

減
免
資
金
を
交
付
す
る
業
務
を
行
う
。

減
免
資
金
を
交
付
す
る
業
務
を
行
う
。

５

（
略
）

５

（
略
）
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○

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
（
附
則
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
学
資
の
支
給
）

（
学
資
の
支
給
）

第
十
七
条
の
二

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
と

第
十
七
条
の
二

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
と

し
て
支
給
す
る
資
金
（
以
下
「
学
資
支
給
金
」
と
い
う
。
）
は

し
て
支
給
す
る
資
金
（
以
下
「
学
資
支
給
金
」
と
い
う
。
）
は

、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年

、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年

法
律
第
八
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
確
認
大
学
等
（
以

法
律
第
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
確
認
大
学
等
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
確
認
大
学
等
」
と
い
う
。
）
に
在
学
す

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
確
認
大
学
等
」
と
い
う
。
）
に
在
学
す

る
優
れ
た
学
生
等
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
に
困
難

る
優
れ
た
学
生
等
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
に
困
難

が
あ
る
も
の
の
う
ち
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
方

が
あ
る
も
の
の
う
ち
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
方

法
に
従
い
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
極

法
に
従
い
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
極

め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
と
認
定
さ
れ
た
者
（
同
法
第
十

め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
と
認
定
さ
れ
た
者
（
同
法
第
十

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
第
三
条
第
一
項
の
確
認
の
取

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
第
七
条
第
一
項
の
確
認
の
取

消
し
又
は
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
よ
る
当
該
確
認
大
学
等
に

消
し
又
は
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
よ
る
当
該
確
認
大
学
等
に

係
る
同
項
の
確
認
の
辞
退
の
際
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
し

係
る
同
項
の
確
認
の
辞
退
の
際
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
し

て
い
る
当
該
認
定
さ
れ
た
者
を
含
む
。
）
に
対
し
て
支
給
す
る

て
い
る
当
該
認
定
さ
れ
た
者
を
含
む
。
）
に
対
し
て
支
給
す
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
五
十
号
）
（
附
則
第
九
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

（
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

）

）

第
七
条

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和

第
七
条

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和

元
年
法
律
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

元
年
法
律
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
学
生
等
」
を
「
学
生
」
に
改
め
る
。

（
新
設
）

第
二
条
第
二
項
中
「
学
生
等
」
を
「
学
生
」
に
、
「
並
び
に

第
二
条
第
二
項
中
「
学
生
等
」
を
「
学
生
」
に
、
「
並
び
に

高
等
専
門
学
校
」
を
「
、
高
等
専
門
学
校
」
に
改
め
、
「
の
学

高
等
専
門
学
校
」
を
「
、
高
等
専
門
学
校
」
に
改
め
、
「
の
学

生
」
を
削
り
、
「
の
生
徒
」
を
「
及
び
専
攻
科
（
大
学
の
学
部

生
」
を
削
り
、
「
の
生
徒
」
を
「
及
び
専
攻
科
（
大
学
の
学
部

に
準
ず
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
専
攻
科
に
限

に
準
ず
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
専
攻
科
に
限

る
。
）
の
学
生
」
に
改
め
る
。

る
。
）
の
学
生
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
、
第
六
条
第
二
項
並
び
に
第
十
条

第
三
条
、
第
八
条
第
一
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号

第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
項
中
「
学
生
等
」
を
「
学
生
」
に
改

及
び
第
三
項
中
「
学
生
等
」
を
「
学
生
」
に
改
め
る
。

め
る
。
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こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
（
附
則
第
十
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
所
掌
事
務
）

（
所
掌
事
務
）

第
四
条

こ
ど
も
家
庭
庁
は
、
前
条
第
一
項
の
任
務
を
達
成
す
る

第
四
条

こ
ど
も
家
庭
庁
は
、
前
条
第
一
項
の
任
務
を
達
成
す
る

た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
二
十
二

（
略
）

一
～
二
十
二

（
略
）

二
十
三

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五

二
十
三

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令

年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

和
元
年
法
律
第
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
大
学
等
に
お
け
る
修

る
学
資
の
支
給
及
び
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す

学
の
支
援
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費
の
配
分
計
画
に

る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
八
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定

関
す
る
こ
と
。

に
よ
る
授
業
料
等
の
減
免
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費

の
配
分
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
四
～
二
十
七

（
略
）

二
十
四
～
二
十
七

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）



政
令
第
百
四
十
二
号

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る

政
令

内
閣
は
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
十
七
号
）
の
施
行

に
伴
い
、
並
び
に
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
八
号
）
第
四
条
第
二
項
各
号
、
母
子
及

び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
十
六
条
、
第
三
十
一
条
の
六
第
七
項
及
び
第
三
十
二

条
第
七
項
並
び
に
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
五
十
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
元
年
政
令
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
三
条
第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一

号
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第

文部科学省
テキストボックス
別紙２

文部科学省
ノート注釈
文部科学省 : Completed

文部科学省
ノート注釈
文部科学省 : Accepted

文部科学省
ノート注釈
文部科学省 : None



二
号
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条

第
二
項
」
に
、
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
第
一
項
」
に
改

め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
十
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
条
第
二
項
第
四
号
」
を
「
第
三
条
第
二

項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
四
条
第
一
項
」
に
、
「
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
係
る
減
免
額
算
定
基
準

額
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
授
業
料
等
減
免
対
象
者
（
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
授
業
料
等

減
免
対
象
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
」
に
改
め
、
「
（
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
定
め
る
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
一
〇
〇
円
未
満
」
を
「
法
第
四
条
第
二

項
第
一
号
に
掲
げ
る
授
業
料
等
減
免
対
象
者
」
に
、
「
学
校
等
」
を
「
大
学
等
」
に
、
「
額
）
」
を
「
額
。
次
号
イ
に
お
い

て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
授
業
料
等
減
免
対
象
者

当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
係
る
減
免
額
算
定
基

準
額
の
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る

額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）



イ

一
〇
〇
円
未
満

当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学
す
る
確
認
大
学
等
の
授
業
料
の
年
額
及
び
入
学
金
の
額

ロ

一
〇
〇
円
以
上
二
五
、
六
〇
〇
円
未
満

当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学
す
る
確
認
大
学
等
の
イ
に
定
め
る

授
業
料
の
年
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
た
額
及
び
イ
に
定
め
る
入
学
金
の
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
た
額

ハ

二
五
、
六
〇
〇
円
以
上
五
一
、
三
〇
〇
円
未
満

当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学
す
る
確
認
大
学
等
の
イ
に

定
め
る
授
業
料
の
年
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
た
額
及
び
イ
に
定
め
る
入
学
金
の
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
た
額

ニ

五
一
、
三
〇
〇
円
以
上
一
五
四
、
五
〇
〇
円
未
満

当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学
す
る
確
認
大
学
等
の
イ

に
定
め
る
授
業
料
の
年
額
に
四
分
の
一
を
乗
じ
た
額
及
び
イ
に
定
め
る
入
学
金
の
額
に
四
分
の
一
を
乗
じ
た
額

第
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
項
第
二
号
」
に
、
「
及
び
そ
の
」
を

「
（
同
号
に
掲
げ
る
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
そ
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三

項
中
「
学
校
等
」
を
「
大
学
等
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
前
条
第
一
項
第
一
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
（
次
号
に
お
い
て
単
に
「
学
校
等
」
と

い
う
。
）
」
を
「
大
学
等
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
学
校
等
」
を
「
大
学
等
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
九
条
」
に
、
「
第
十
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
る
。



第
五
条
の
見
出
し
中
「
第
十
六
条
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
四
条
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
六
条
た
だ
し
書
」

を
「
第
十
四
条
た
だ
し
書
」
に
、
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
十

一
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
十
一
号
中
「
第
十
条
第
一
号
」
を
「
第
八
条
第
一
号
」
に
改
め
る
。

（
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
七
条
第
三
号
た
だ
し
書
中
「
に
同
法
」
を
「
に
児
童
扶
養
手
当
法
」
に
改
め
、
同
号
ロ
た
だ
し
書
中
「
、
当
該
児
童

が
」
の
下
に
「
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
学
資
支
給
金
（
以
下
「
学
資
支
給
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
又
は
」
を
加
え
、
「
。
以
下
」
を
「
。
第
十
一
号
ロ
た
だ



し
書
に
お
い
て
」
に
、
「
第
三
条
に
規
定
す
る
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
（
以
下
「
大
学
等
修
学
支
援
」
を
「
第
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
の
減
免
（
以
下
「
授
業
料
減
免
」
に
、
「
、
そ
の
」
を
「
、
当
該
」
に
改
め
、
「
児
童
が
受

け
る
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を

削
り
、
「
大
学
等
修
学
支
援
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
の
減
免
」
を
「
当
該
授
業
料
減
免
」
に
改
め
、
「
切

り
捨
て
た
額
」
の
下
に
「
。
第
三
十
一
条
の
五
第
三
号
ロ
た
だ
し
書
及
び
第
三
十
六
条
第
三
号
ロ
た
だ
し
書
に
お
い
て
同

じ
。
」
を
加
え
、
「
（
以
下
「
大
学
等
修
学
支
援
月
額
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
十
一
号
ロ
た
だ
し
書
中
「
第
八

条
第
一
項
」
を
「
第
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
の
減
免
」
の
下
に
「
（
以
下
「
入
学
金
減
免
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、

「
そ
の
」
を
「
当
該
」
に
、
「
減
免
の
」
を
「
入
学
金
減
免
の
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
四
項
中
「
が
大
学
等
修
学
支
援
」
を
「
が
学
資
支
給
金
の
支
給
、
授
業
料
減
免
又
は
入
学
金
減
免
（
以
下
「
学

資
支
給
等
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
大
学
等
修
学
支
援
の
対
象
と
な
る
月
分
」
を
「
学
資
支
給
金
の
支
給
又
は
当
該
授
業
料

減
免
の
対
象
と
な
る
月
分
」
に
、
「
大
学
等
修
学
支
援
の
対
象
と
な
る
入
学
」
を
「
入
学
金
減
免
の
対
象
と
な
る
入
学
」

に
、
「
大
学
等
修
学
支
援
の
額
」
を
「
学
資
支
給
等
の
額
」
に
、
「
、
当
該
大
学
等
修
学
支
援
」
を
「
、
当
該
学
資
支
給

等
」
に
改
め
る
。



第
三
十
一
条
の
五
第
三
号
ロ
た
だ
し
書
中
「
大
学
等
修
学
支
援
を
」
を
「
学
資
支
給
金
の
支
給
又
は
授
業
料
減
免
を
」

に
、
「
そ
の
」
を
「
当
該
」
に
、
「
児
童
が
受
け
る
大
学
等
修
学
支
援
月
額
」
を
「
学
資
支
給
金
の
月
額
と
当
該
授
業
料
減

免
の
年
額
を
十
二
で
除
し
た
額
と
の
合
計
額
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
号
ロ
た
だ
し
書
中
「
大
学
等
修
学
支
援
法
第
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
入
学
金
の
減
免
」
を
「
入
学
金
減
免
」
に
、
「
そ
の
」
を
「
当
該
」
に
、
「
減
免
の
」
を
「
入
学
金
減

免
の
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
六
第
四
項
中
「
が
大
学
等
修
学
支
援
」
を
「
が
学
資
支
給
等
」
に
、
「
大
学
等
修
学
支
援
の
対
象
と
な
る

月
分
」
を
「
学
資
支
給
金
の
支
給
又
は
当
該
授
業
料
減
免
の
対
象
と
な
る
月
分
」
に
、
「
大
学
等
修
学
支
援
の
対
象
と
な
る

入
学
」
を
「
入
学
金
減
免
の
対
象
と
な
る
入
学
」
に
、
「
大
学
等
修
学
支
援
の
額
」
を
「
学
資
支
給
等
の
額
」
に
、
「
、
当

該
大
学
等
修
学
支
援
」
を
「
、
当
該
学
資
支
給
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
第
三
号
ロ
た
だ
し
書
中
「
大
学
等
修
学
支
援
を
」
を
「
学
資
支
給
金
の
支
給
又
は
授
業
料
減
免
を
」
に
、

「
そ
の
」
を
「
当
該
」
に
、
「
寡
婦
の
被
扶
養
者
が
受
け
る
大
学
等
修
学
支
援
月
額
」
を
「
学
資
支
給
金
の
月
額
と
当
該
授

業
料
減
免
の
年
額
を
十
二
で
除
し
た
額
と
の
合
計
額
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
号
ロ
た
だ
し
書
中
「
大
学
等
修
学
支
援
法
第

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
学
金
の
減
免
」
を
「
入
学
金
減
免
」
に
、
「
そ
の
」
を
「
当
該
」
に
、
「
減
免
の
」
を
「
入



学
金
減
免
の
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
第
四
項
中
「
が
大
学
等
修
学
支
援
」
を
「
が
学
資
支
給
等
」
に
、
「
大
学
等
修
学
支
援
の
対
象
と
な
る
月

分
」
を
「
学
資
支
給
金
の
支
給
又
は
当
該
授
業
料
減
免
の
対
象
と
な
る
月
分
」
に
、
「
大
学
等
修
学
支
援
の
対
象
と
な
る
入

学
」
を
「
入
学
金
減
免
の
対
象
と
な
る
入
学
」
に
、
「
大
学
等
修
学
支
援
の
額
」
を
「
学
資
支
給
等
の
額
」
に
、
「
、
当
該

大
学
等
修
学
支
援
」
を
「
、
当
該
学
資
支
給
等
」
に
改
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
第
一
項
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
及
び
同
条
第
二
項
第
二
号
中

「
同
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
を
「
同
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
」
に
、
「
当
該
各
号
」
を
「
同
号
ロ

か
ら
ニ
ま
で
」
に
改
め
る
。

（
こ
ど
も
家
庭
庁
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

こ
ど
も
家
庭
庁
組
織
令
（
令
和
五
年
政
令
第
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
十
号
中
「
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
を
「
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法



（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
支
給
及
び
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支

援
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
の
規
定
に
よ
る
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
」
を
「
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料

等
の
減
免
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
二
十
六
号
中
「
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支

援
」
を
「
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
支
給
及
び
大
学
等
に
お
け

る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
等
の
減
免
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

新
旧

対
照
表

目
次

○

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
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令
（
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和
元
年
政
令
第
四
十
九
号
）
（
第
一
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

○

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
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（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
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五
十
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号
）
（
第
二
条
関
係
）
・
・
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○

母
子
及
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に
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・
・
９
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・
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・
・
・
・
・
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20



1

○

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
元
年
政
令
第
四
十
九
号
）
（
第
一
条
関
係
）（

傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
者
等
）

（
法
第
七
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
者
等
）

第
一
条

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
以
下

第
一
条

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る

「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る

者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
大
学

者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
大
学

等
の
設
置
者
と
し
、
同
号
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
当
該
者
の

等
の
設
置
者
と
し
、
同
号
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
当
該
者
の

当
該
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と

当
該
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と

す
る
。

す
る
。

一

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
条
第
一
項
の

一

法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
七
条
第
一
項
の

確
認
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
五
条
に
お
い
て
単
に
「
確
認
」

確
認
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
五
条
に
お
い
て
単
に
「
確
認
」

と
い
う
。
）
を
取
り
消
さ
れ
た
大
学
等
の
設
置
者
が
法
人
で

と
い
う
。
）
を
取
り
消
さ
れ
た
大
学
等
の
設
置
者
が
法
人
で

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
確
認
の
取
消
し
の
処
分
に
係
る

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
確
認
の
取
消
し
の
処
分
に
係
る

行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
五
条
の

行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
五
条
の

規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
そ
の
役
員

規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
そ
の
役
員

で
あ
っ
た
者

当
該
確
認
の
取
消
し
の
日

で
あ
っ
た
者

当
該
確
認
の
取
消
し
の
日

二

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
取
消
し
の
処

二

法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
取
消
し
の
処

分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ

分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ

っ
た
日
か
ら
当
該
処
分
を
す
る
日
又
は
処
分
を
し
な
い
こ
と

っ
た
日
か
ら
当
該
処
分
を
す
る
日
又
は
処
分
を
し
な
い
こ
と

を
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
確
認
を
辞
退
し
た
大
学
等
の

を
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
確
認
を
辞
退
し
た
大
学
等
の

設
置
者
（
当
該
確
認
の
辞
退
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る

設
置
者
（
当
該
確
認
の
辞
退
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る

者
を
除
く
。
次
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

当
該

者
を
除
く
。
次
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

当
該

確
認
の
辞
退
の
日

確
認
の
辞
退
の
日

三

法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
が
行
わ
れ
た
日

三

法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
が
行
わ
れ
た
日

か
ら
聴
聞
決
定
予
定
日
（
当
該
検
査
の
結
果
に
基
づ
き
法
第

か
ら
聴
聞
決
定
予
定
日
（
当
該
検
査
の
結
果
に
基
づ
き
法
第
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十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
取
消
し
の
処
分
に
係

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
取
消
し
の
処
分
に
係

る
聴
聞
を
行
う
か
否
か
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る

る
聴
聞
を
行
う
か
否
か
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る

日
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
法
第
三

日
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
法
第
七

条
第
一
項
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
等
が
そ
の
大
学
等
の

条
第
一
項
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
等
が
そ
の
大
学
等
の

設
置
者
に
当
該
検
査
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
特
定

設
置
者
に
当
該
検
査
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
特
定

の
日
を
通
知
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
の
日
を
い
う
。

の
日
を
通
知
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
の
日
を
い
う
。

第
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
の
間
に
、
確
認
を
辞
退
し

第
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
の
間
に
、
確
認
を
辞
退
し

た
大
学
等
の
設
置
者

当
該
確
認
の
辞
退
の
日

た
大
学
等
の
設
置
者

当
該
確
認
の
辞
退
の
日

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

六

前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
大
学
等
の
設
置
者
又
は
そ
の

六

前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
大
学
等
の
設
置
者
又
は
そ
の

役
員
で
あ
っ
て
、
確
認
又
は
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
減
免

役
員
で
あ
っ
て
、
確
認
又
は
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
減
免

費
用
（
同
条
に
規
定
す
る
減
免
費
用
を
い
う
。
第
四
条
に
お

費
用
（
同
条
に
規
定
す
る
減
免
費
用
を
い
う
。
第
四
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
支
弁
に
関
し
不
正
な
行
為
を
し
た
者

当

い
て
同
じ
。
）
の
支
弁
に
関
し
不
正
な
行
為
を
し
た
者

当

該
行
為
を
し
た
日

該
行
為
を
し
た
日

２

法
第
三
条
第
二
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各

２

法
第
七
条
第
二
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
個
人
と
し
、
同
号
の

号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
個
人
と
し
、
同
号
の

政
令
で
定
め
る
日
は
、
当
該
者
の
当
該
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に

政
令
で
定
め
る
日
は
、
当
該
者
の
当
該
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。

一

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
取
り
消
さ
れ

一

法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
取
り
消
さ
れ

た
大
学
等
の
設
置
者

当
該
確
認
の
取
消
し
の
日

た
大
学
等
の
設
置
者

当
該
確
認
の
取
消
し
の
日

二

（
略
）

二

（
略
）

（
授
業
料
等
減
免
の
額
）

（
授
業
料
等
減
免
の
額
）

第
二
条

確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
行
う
授
業
料
減
免
（
法
第
四

第
二
条

確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
行
う
授
業
料
減
免
（
法
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
の
減
免
を
い
う
。
次
条
第
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
の
減
免
を
い
う
。
次
条
第
一

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
年
額
及
び
入
学
金
減
免
（
法
第
四
条

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
年
額
及
び
入
学
金
減
免
（
法
第
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
学
金
の
減
免
を
い
う
。
次
条
第
二
項

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
学
金
の
減
免
を
い
う
。
次
条
第
二
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
授
業
料
等

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
は
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
係
る
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減
免
対
象
者
（
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
授
業
料
等
減
免

減
免
額
算
定
基
準
額
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当

対
象
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

該
各
号
に
定
め
る
額
（
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
定
め
る
額

に
定
め
る
額
と
す
る
。

に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り

上
げ
た
額
）
と
す
る
。

一

法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
授
業
料
等
減
免
対
象

一

一
〇
〇
円
未
満

当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学
す

者

当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学
す
る
確
認
大
学
等

る
確
認
大
学
等
の
授
業
料
の
年
額
（
そ
の
額
が
次
の
表
の
上

の
授
業
料
の
年
額
（
そ
の
額
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
大

欄
に
掲
げ
る
学
校
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
定
め

学
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
額
を
超
え
る

る
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
欄
に
定
め
る
額
）
及
び
入
学

場
合
に
は
、
同
欄
に
定
め
る
額
。
次
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。

金
の
額
（
そ
の
額
が
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
の
区
分

）
及
び
入
学
金
の
額
（
そ
の
額
が
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
大

に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、

学
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
超
え
る

同
欄
に
定
め
る
額
）

場
合
に
は
、
同
欄
に
定
め
る
額
。
次
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。

）

区
分

授
業
料

入
学
金

区
分

授
業
料

入
学
金

の
年
額

の
額

の
年
額

の
額

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

二

法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
授
業
料
等
減
免
対
象

二

一
〇
〇
円
以
上
二
五
、
六
〇
〇
円
未
満

当
該
授
業
料
等

者

当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
係
る
減
免
額
算
定
基
準

減
免
対
象
者
が
在
学
す
る
確
認
大
学
等
の
前
号
に
定
め
る
授

額
の
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ

業
料
の
年
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
た
額
及
び
同
号
に
定
め
る

か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額
に

入
学
金
の
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
た
額

百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り

上
げ
た
額
）

イ

一
〇
〇
円
未
満

当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学

す
る
確
認
大
学
等
の
授
業
料
の
年
額
及
び
入
学
金
の
額

ロ

一
〇
〇
円
以
上
二
五
、
六
〇
〇
円
未
満

当
該
授
業
料

等
減
免
対
象
者
が
在
学
す
る
確
認
大
学
等
の
イ
に
定
め
る
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授
業
料
の
年
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
た
額
及
び
イ
に
定
め

る
入
学
金
の
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
た
額

ハ

二
五
、
六
〇
〇
円
以
上
五
一
、
三
〇
〇
円
未
満

当
該

授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学
す
る
確
認
大
学
等
の
イ
に

定
め
る
授
業
料
の
年
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
た
額
及
び
イ

に
定
め
る
入
学
金
の
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
た
額

ニ

五
一
、
三
〇
〇
円
以
上
一
五
四
、
五
〇
〇
円
未
満

当

該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学
す
る
確
認
大
学
等
の
イ

に
定
め
る
授
業
料
の
年
額
に
四
分
の
一
を
乗
じ
た
額
及
び

イ
に
定
め
る
入
学
金
の
額
に
四
分
の
一
を
乗
じ
た
額

（
削
る
）

三

二
五
、
六
〇
〇
円
以
上
五
一
、
三
〇
〇
円
未
満

当
該
授

業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学
す
る
確
認
大
学
等
の
第
一
号
に

定
め
る
授
業
料
の
年
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
た
額
及
び
同
号

に
定
め
る
入
学
金
の
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
た
額

（
削
る
）

四

五
一
、
三
〇
〇
円
以
上
一
五
四
、
五
〇
〇
円
未
満

当
該

授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学
す
る
確
認
大
学
等
の
第
一
号

に
定
め
る
授
業
料
の
年
額
に
四
分
の
一
を
乗
じ
た
額
及
び
同

号
に
定
め
る
入
学
金
の
額
に
四
分
の
一
を
乗
じ
た
額

２

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
「
減
免
額
算
定
基
準
額
」
と
は
、

２

前
項
に
規
定
す
る
「
減
免
額
算
定
基
準
額
」
と
は
、
授
業
料

授
業
料
等
減
免
対
象
者
（
同
号
に
掲
げ
る
授
業
料
等
減
免
対
象

等
減
免
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
（
以
下
こ
の
項

者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
そ
の
生
計

に
お
い
て
「
生
計
維
持
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ

を
維
持
す
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
生
計
維
持
者
」
と

第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額

い
う
。
）
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二

（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
し
、
そ
の
額
に
百

号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
と

に
は
、
零
と
し
、
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に

す
る
。
）
（
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
又
は
そ
の
生
計
維
持

は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
）
（
当
該
授
業
料
等
減

者
が
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第

免
対
象
者
又
は
そ
の
生
計
維
持
者
が
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五

二
百
九
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
又
は
同
法
附
則
第
三

年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
各
号
に

条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税



5

掲
げ
る
者
又
は
同
法
附
則
第
三
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

の
所
得
割
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
は
、

同
項
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
こ
と
が
で

零
と
す
る
。
）
を
合
算
し
た
額
を
い
う
。
た
だ
し
、
授
業
料
等

き
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を
合
算
し
た
額

減
免
対
象
者
又
は
そ
の
生
計
維
持
者
が
授
業
料
等
減
免
が
行
わ

を
い
う
。
た
だ
し
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
又
は
そ
の
生
計
維

れ
る
月
の
属
す
る
年
度
（
当
該
月
が
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
月

持
者
が
授
業
料
等
減
免
が
行
わ
れ
る
月
の
属
す
る
年
度
（
当
該

で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
前
年
度
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
授

月
が
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
月
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
前
年
度

業
料
等
減
免
実
施
年
度
」
と
い
う
。
）
分
の
同
法
の
規
定
に
よ

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
授
業
料
等
減
免
実
施
年
度
」
と
い

る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。

う
。
）
分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第

に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の

）
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割

施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
本
文

の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
こ

の
規
定
に
よ
り
難
い
場
合
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
場

と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
本
文
の
規
定
に
よ
り
難
い
場
合
と
し

合
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省

定
し
た
額
と
す
る
。

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３

大
学
の
学
部
、
短
期
大
学
の
学
科
（
法
第
二
条
第
二
項
に
規

３

大
学
の
学
部
、
短
期
大
学
の
学
科
（
法
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
短
期
大
学
の
専
攻
科
を
含
む
。
）
又
は
専
修
学
校
に
お

定
す
る
短
期
大
学
の
専
攻
科
を
含
む
。
）
又
は
専
修
学
校
に
お

い
て
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
対

い
て
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
対

す
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「

す
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
大
学
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中

欄
に
定
め
る
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
欄
に
定
め
る
額
」
と

欄
に
定
め
る
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
欄
に
定
め
る
額
」
と

あ
る
の
は
「
一
三
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
一
三

あ
る
の
は
「
一
三
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
一
三

〇
、
〇
〇
〇
円
」
と
、
「
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
大
学
等
の
区

〇
、
〇
〇
〇
円
」
と
、
「
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
の
区

分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、

分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、

同
欄
に
定
め
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
三
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超
え

同
欄
に
定
め
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
三
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超
え

る
場
合
に
は
、
三
〇
、
〇
〇
〇
円
」
と
す
る
。

る
場
合
に
は
、
三
〇
、
〇
〇
〇
円
」
と
す
る
。

（
授
業
料
減
免
の
期
間
等
）

（
授
業
料
減
免
の
期
間
等
）
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第
三
条

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に

第
三
条

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に

該
当
す
る
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
対
し
て
、
当
該
各
号
に
定

該
当
す
る
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
対
し
て
、
当
該
各
号
に
定

め
る
月
数
を
限
度
と
し
て
、
授
業
料
減
免
を
行
う
も
の
と
す
る

め
る
月
数
を
限
度
と
し
て
、
授
業
料
減
免
を
行
う
も
の
と
す
る

。

。

一

過
去
に
授
業
料
減
免
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
者

当
該
授

一

過
去
に
授
業
料
減
免
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
者

当
該
授

業
料
等
減
免
対
象
者
が
そ
の
在
学
す
る
大
学
等
の
正
規
の
修

業
料
等
減
免
対
象
者
が
そ
の
在
学
す
る
前
条
第
一
項
第
一
号

業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
（
法
第
二

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
（
次
号
に
お
い
て
単
に
「
学

条
第
二
項
に
規
定
す
る
短
期
大
学
の
専
攻
科
又
は
高
等
専
門

校
等
」
と
い
う
。
）
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め

学
校
の
専
攻
科
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必

に
必
要
な
期
間
の
月
数
（
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短

要
な
期
間
の
月
数
が
二
十
四
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
二
十

期
大
学
の
専
攻
科
又
は
高
等
専
門
学
校
の
専
攻
科
の
正
規
の

四
月
を
超
え
な
い
範
囲
で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
月
数
と

修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
が
二
十

し
、
専
修
学
校
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必

四
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
二
十
四
月
を
超
え
な
い
範
囲
で

要
な
期
間
の
月
数
が
四
十
八
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
四
十

文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
月
数
と
し
、
専
修
学
校
の
正
規
の

八
月
を
超
え
な
い
範
囲
で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
月
数
と

修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
が
四
十

す
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

八
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
四
十
八
月
を
超
え
な
い
範
囲
で

文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
月
数
と
す
る
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）

二

過
去
に
授
業
料
減
免
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者
の
う
ち
学

二

過
去
に
授
業
料
減
免
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者
の
う
ち
学

校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
八
条

校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
八
条

第
九
項
、
第
百
二
十
二
条
又
は
第
百
三
十
二
条
の
規
定
に
よ

第
九
項
、
第
百
二
十
二
条
又
は
第
百
三
十
二
条
の
規
定
に
よ

り
編
入
学
し
た
者
そ
の
他
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者

り
編
入
学
し
た
者
そ
の
他
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者

当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
そ
の
在
学
す
る
大
学
等
の
正

当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
そ
の
在
学
す
る
学
校
等
の
正

規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
（

規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
（

当
該
月
数
と
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
過
去
に
授
業
料

当
該
月
数
と
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
過
去
に
授
業
料

減
免
を
受
け
た
期
間
の
月
数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
過

減
免
を
受
け
た
期
間
の
月
数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
過

去
減
免
期
間
月
数
」
と
い
う
。
）
と
を
合
算
し
た
月
数
が
七

去
減
免
期
間
月
数
」
と
い
う
。
）
と
を
合
算
し
た
月
数
が
七

十
二
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
七
十
二
月
か
ら
当
該
過
去
減

十
二
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
七
十
二
月
か
ら
当
該
過
去
減

免
期
間
月
数
を
控
除
し
た
月
数
）

免
期
間
月
数
を
控
除
し
た
月
数
）
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２

（
略
）

２

（
略
）

（
国
の
負
担
）

（
国
の
負
担
）

第
四
条

国
は
、
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
毎
年
度
、
法
第
八

第
四
条

国
は
、
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
毎
年
度
、
法
第

条
（
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府

十
条
（
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道

県
が
支
弁
す
る
減
免
費
用
の
二
分
の
一
を
負
担
す
る
。

府
県
が
支
弁
す
る
減
免
費
用
の
二
分
の
一
を
負
担
す
る
。

（
法
第
十
四
条
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
十
六
条
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
場
合
）

第
五
条

法
第
十
四
条
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
法

第
五
条

法
第
十
六
条
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
法

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
取
消
し
の
処
分
に
係

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
取
消
し
の
処
分
に
係

る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
か

る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
か

ら
当
該
処
分
を
す
る
日
若
し
く
は
処
分
を
し
な
い
こ
と
を
決
定

ら
当
該
処
分
を
す
る
日
若
し
く
は
処
分
を
し
な
い
こ
と
を
決
定

す
る
日
ま
で
の
間
又
は
法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検

す
る
日
ま
で
の
間
又
は
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検

査
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
聴
聞
決
定
予
定
日
ま
で
の
間
に
確
認
大

査
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
聴
聞
決
定
予
定
日
ま
で
の
間
に
確
認
大

学
等
の
設
置
者
が
確
認
を
辞
退
し
た
場
合
（
当
該
確
認
の
辞
退

学
等
の
設
置
者
が
確
認
を
辞
退
し
た
場
合
（
当
該
確
認
の
辞
退

に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
と
す
る
。

に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
と
す
る
。
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○

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
補
助
金
等
と
す
る
給
付
金
の
指
定
）

（
補
助
金
等
と
す
る
給
付
金
の
指
定
）

第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
給
付
金
で
政
令

第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
給
付
金
で
政
令

で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
第
五
十
八
号
か
ら
第

で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
第
五
十
八
号
か
ら
第

二
百
三
号
ま
で
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
予
算
の
目

二
百
三
号
ま
で
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
予
算
の
目

又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
の
経
費
の
支
出
に
よ
る
も
の
）
と
す

又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
の
経
費
の
支
出
に
よ
る
も
の
）
と
す

る
。

る
。

一
～
五
十

（
略
）

一
～
五
十

（
略
）

五
十
一

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令

五
十
一

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令

和
元
年
法
律
第
八
号
）
第
八
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
給
付

和
元
年
法
律
第
八
号
）
第
十
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
給
付

金

金

五
十
二
～
二
百
三

（
略
）

五
十
二
～
二
百
三

（
略
）
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○

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
百
二
十
四
号
）
（
第
三
条
関
係
）（

傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
貸
付
金
額
の
限
度
）

（
貸
付
金
額
の
限
度
）

第
七
条

法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
母
子
福
祉
資
金
貸
付
金
（
以

第
七
条

法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
母
子
福
祉
資
金
貸
付
金
（
以

下
単
に
「
母
子
福
祉
資
金
貸
付
金
」
と
い
う
。
）
の
貸
付
金
額

下
単
に
「
母
子
福
祉
資
金
貸
付
金
」
と
い
う
。
）
の
貸
付
金
額

の
限
度
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
金
の
種
別
に
応
じ
、
当
該

の
限
度
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
金
の
種
別
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

法
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
資
金
（
以
下
「

三

法
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
資
金
（
以
下
「

母
子
修
学
資
金
」
と
い
う
。
）

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る

母
子
修
学
資
金
」
と
い
う
。
）

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る

母
子
修
学
資
金
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で

母
子
修
学
資
金
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で

に
定
め
る
額
。
た
だ
し
、
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
又
は

に
定
め
る
額
。
た
だ
し
、
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
又
は

専
修
学
校
に
就
学
す
る
児
童
に
つ
い
て
十
八
歳
に
達
し
た
日

専
修
学
校
に
就
学
す
る
児
童
に
つ
い
て
十
八
歳
に
達
し
た
日

以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
が
終
了
し
た
こ
と
に
よ
り
児

以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
が
終
了
し
た
こ
と
に
よ
り
児

童
扶
養
手
当
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
配
偶
者

童
扶
養
手
当
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
配
偶
者

の
な
い
女
子
が
扶
養
し
て
い
る
当
該
児
童
に
係
る
母
子
修
学

の
な
い
女
子
が
扶
養
し
て
い
る
当
該
児
童
に
係
る
母
子
修
学

資
金
に
つ
い
て
は
、
当
該
就
学
期
間
中
そ
の
額
に
児
童
扶
養

資
金
に
つ
い
て
は
、
当
該
就
学
期
間
中
そ
の
額
に
同
法
第
五

手
当
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
額
（
同
法
第
五
条
の
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
額
（
同
法
第
五
条
の
二
の
規
定
に
よ

の
規
定
に
よ
り
児
童
扶
養
手
当
の
額
が
改
定
さ
れ
て
い
る
と

り
児
童
扶
養
手
当
の
額
が
改
定
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の

き
は
、
そ
の
額
。
以
下
同
じ
。
）
を
加
算
し
た
額

額
。
以
下
同
じ
。
）
を
加
算
し
た
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

大
学
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
に
就
学
す
る
児

ロ

大
学
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
に
就
学
す
る
児

童
（
専
修
学
校
に
あ
つ
て
は
、
専
門
課
程
を
履
修
す
る
児

童
（
専
修
学
校
に
あ
つ
て
は
、
専
門
課
程
を
履
修
す
る
児

童
に
限
る
。
）
に
係
る
母
子
修
学
資
金

就
学
期
間
中
月

童
に
限
る
。
）
に
係
る
母
子
修
学
資
金

就
学
期
間
中
月

額
十
万
八
千
五
百
円
（
自
宅
外
通
学
の
児
童
に
あ
つ
て
は

額
十
万
八
千
五
百
円
（
自
宅
外
通
学
の
児
童
に
あ
つ
て
は
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、
十
四
万
六
千
円
）
。
た
だ
し
、
当
該
児
童
が
独
立
行
政

、
十
四
万
六
千
円
）
。
た
だ
し
、
当
該
児
童
が
大
学
等
に

法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十

お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第

四
号
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金

八
号
。
以
下
「
大
学
等
修
学
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
三

（
以
下
「
学
資
支
給
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
又
は
大
学

条
に
規
定
す
る
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
（
以
下
「

等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法

大
学
等
修
学
支
援
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

律
第
八
号
。
第
十
一
号
ロ
た
だ
し
書
に
お
い
て
「
大
学
等

る
と
き
は
、
そ
の
額
か
ら
当
該
児
童
が
受
け
る
独
立
行
政

修
学
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十

る
授
業
料
の
減
免
（
以
下
「
授
業
料
減
免
」
と
い
う
。
）

四
号
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
額
か
ら
当
該
学

の
月
額
と
大
学
等
修
学
支
援
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

資
支
給
金
の
月
額
と
当
該
授
業
料
減
免
の
年
額
を
十
二
で

よ
る
授
業
料
の
減
免
の
年
額
を
十
二
で
除
し
た
額
（
そ
の

除
し
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨

、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
。
第
三
十
一
条
の
五
第
三
号
ロ

て
た
額
）
と
の
合
計
額
（
以
下
「
大
学
等
修
学
支
援
月
額

た
だ
し
書
及
び
第
三
十
六
条
第
三
号
ロ
た
だ
し
書
に
お
い

」
と
い
う
。
）
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額

て
同
じ
。
）
と
の
合
計
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額

が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）

（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

四
～
十

（
略
）

四
～
十

（
略
）

十
一

第
三
条
第
十
号
に
規
定
す
る
資
金
（
以
下
「
母
子
就
学

十
一

第
三
条
第
十
号
に
規
定
す
る
資
金
（
以
下
「
母
子
就
学

支
度
資
金
」
と
い
う
。
）

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
母
子

支
度
資
金
」
と
い
う
。
）

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
母
子

就
学
支
度
資
金
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で

就
学
支
度
資
金
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で

に
定
め
る
額

に
定
め
る
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

大
学
、
大
学
院
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
（
専

ロ

大
学
、
大
学
院
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
（
専

門
課
程
に
限
る
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
へ
入
学
す

門
課
程
に
限
る
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
へ
入
学
す

る
児
童
に
係
る
母
子
就
学
支
度
資
金

四
十
二
万
円
（
私

る
児
童
に
係
る
母
子
就
学
支
度
資
金

四
十
二
万
円
（
私

立
の
大
学
、
大
学
院
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
へ

立
の
大
学
、
大
学
院
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
へ

入
学
す
る
児
童
に
あ
つ
て
は
、
五
十
九
万
円
）
。
た
だ
し

入
学
す
る
児
童
に
あ
つ
て
は
、
五
十
九
万
円
）
。
た
だ
し

、
当
該
児
童
が
大
学
等
修
学
支
援
法
第
四
条
第
一
項
の
規

、
当
該
児
童
が
大
学
等
修
学
支
援
法
第
八
条
第
一
項
の
規
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定
に
よ
る
入
学
金
の
減
免
（
以
下
「
入
学
金
減
免
」
と
い

定
に
よ
る
入
学
金
の
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

う
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
額
か
ら

は
、
そ
の
額
か
ら
当
該
減
免
の
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除

当
該
入
学
金
減
免
の
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額

し
た
額

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

十
二

（
略
）

十
二

（
略
）

（
貸
付
方
法
及
び
利
率
）

（
貸
付
方
法
及
び
利
率
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

母
子
修
学
資
金
又
は
母
子
就
学
支
度
資
金
の
貸
付
け
を
受
け

４

母
子
修
学
資
金
又
は
母
子
就
学
支
度
資
金
の
貸
付
け
を
受
け

た
者
は
、
自
己
又
は
自
己
以
外
の
者
で
当
該
資
金
の
貸
付
け
に

た
者
は
、
自
己
又
は
自
己
以
外
の
者
で
当
該
資
金
の
貸
付
け
に

よ
り
修
学
を
し
、
若
し
く
は
入
学
す
る
も
の
が
学
資
支
給
金
の

よ
り
修
学
を
し
、
若
し
く
は
入
学
す
る
も
の
が
大
学
等
修
学
支

支
給
、
授
業
料
減
免
又
は
入
学
金
減
免
（
以
下
「
学
資
支
給
等

援
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
既
に
交
付
を
受
け
た
貸

」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
既
に
交
付

付
金
（
母
子
修
学
資
金
に
あ
つ
て
は
当
該
大
学
等
修
学
支
援
の

を
受
け
た
貸
付
金
（
母
子
修
学
資
金
に
あ
つ
て
は
当
該
学
資
支

対
象
と
な
る
月
分
の
も
の
、
母
子
就
学
支
度
資
金
に
あ
つ
て
は

給
金
の
支
給
又
は
当
該
授
業
料
減
免
の
対
象
と
な
る
月
分
の
も

当
該
大
学
等
修
学
支
援
の
対
象
と
な
る
入
学
に
係
る
も
の
に
限

の
、
母
子
就
学
支
度
資
金
に
あ
つ
て
は
当
該
入
学
金
減
免
の
対

る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
そ
の
者
が
受

象
と
な
る
入
学
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

け
た
大
学
等
修
学
支
援
の
額
に
相
当
す
る
額
（
当
該
額
が
既
に

同
じ
。
）
の
う
ち
、
そ
の
者
が
受
け
た
学
資
支
給
等
の
額
に
相

交
付
を
受
け
た
貸
付
金
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
貸
付

当
す
る
額
（
当
該
額
が
既
に
交
付
を
受
け
た
貸
付
金
の
額
を
上

金
の
額
）
に
つ
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

回
る
場
合
に
は
、
当
該
貸
付
金
の
額
）
に
つ
い
て
、
第
一
項
の

大
学
等
修
学
支
援
を
受
け
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
償
還
し
な
け

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
学
資
支
給
等
を
受
け
た
日
か
ら
六

れ
ば
な
ら
な
い
。

月
以
内
に
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

（
貸
付
金
額
の
限
度
）

（
貸
付
金
額
の
限
度
）

第
三
十
一
条
の
五

法
第
三
十
一
条
の
六
第
六
項
に
規
定
す
る
父

第
三
十
一
条
の
五

法
第
三
十
一
条
の
六
第
六
項
に
規
定
す
る
父

子
福
祉
資
金
貸
付
金
（
以
下
単
に
「
父
子
福
祉
資
金
貸
付
金
」

子
福
祉
資
金
貸
付
金
（
以
下
単
に
「
父
子
福
祉
資
金
貸
付
金
」
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と
い
う
。
）
の
貸
付
金
額
の
限
度
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資

と
い
う
。
）
の
貸
付
金
額
の
限
度
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資

金
の
種
別
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

金
の
種
別
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

法
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
資
金
（

三

法
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
資
金
（

以
下
「
父
子
修
学
資
金
」
と
い
う
。
）

イ
か
ら
ニ
ま
で
に

以
下
「
父
子
修
学
資
金
」
と
い
う
。
）

イ
か
ら
ニ
ま
で
に

掲
げ
る
父
子
修
学
資
金
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら

掲
げ
る
父
子
修
学
資
金
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら

ニ
ま
で
に
定
め
る
額
。
た
だ
し
、
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学

ニ
ま
で
に
定
め
る
額
。
た
だ
し
、
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学

校
又
は
専
修
学
校
に
就
学
す
る
児
童
に
つ
い
て
十
八
歳
に
達

校
又
は
専
修
学
校
に
就
学
す
る
児
童
に
つ
い
て
十
八
歳
に
達

し
た
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
が
終
了
し
た
こ
と
に

し
た
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
が
終
了
し
た
こ
と
に

よ
り
児
童
扶
養
手
当
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た

よ
り
児
童
扶
養
手
当
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た

配
偶
者
の
な
い
男
子
が
扶
養
し
て
い
る
当
該
児
童
に
係
る
父

配
偶
者
の
な
い
男
子
が
扶
養
し
て
い
る
当
該
児
童
に
係
る
父

子
修
学
資
金
に
つ
い
て
は
、
当
該
就
学
期
間
中
そ
の
額
に
児

子
修
学
資
金
に
つ
い
て
は
、
当
該
就
学
期
間
中
そ
の
額
に
児

童
扶
養
手
当
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
額
を
加
算
し
た

童
扶
養
手
当
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
額
を
加
算
し
た

額

額

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

大
学
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
に
就
学
す
る
児

ロ

大
学
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
に
就
学
す
る
児

童
（
専
修
学
校
に
あ
つ
て
は
、
専
門
課
程
を
履
修
す
る
児

童
（
専
修
学
校
に
あ
つ
て
は
、
専
門
課
程
を
履
修
す
る
児

童
に
限
る
。
）
に
係
る
父
子
修
学
資
金

就
学
期
間
中
月

童
に
限
る
。
）
に
係
る
父
子
修
学
資
金

就
学
期
間
中
月

額
十
万
八
千
五
百
円
（
自
宅
外
通
学
の
児
童
に
あ
つ
て
は

額
十
万
八
千
五
百
円
（
自
宅
外
通
学
の
児
童
に
あ
つ
て
は

、
十
四
万
六
千
円
）
。
た
だ
し
、
当
該
児
童
が
学
資
支
給

、
十
四
万
六
千
円
）
。
た
だ
し
、
当
該
児
童
が
大
学
等
修

金
の
支
給
又
は
授
業
料
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と

学
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
そ
の
額
か
ら

き
は
、
当
該
額
か
ら
当
該
学
資
支
給
金
の
月
額
と
当
該
授

当
該
児
童
が
受
け
る
大
学
等
修
学
支
援
月
額
に
相
当
す
る

業
料
減
免
の
年
額
を
十
二
で
除
し
た
額
と
の
合
計
額
に
相

額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、

当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合

零
と
す
る
。
）

に
は
、
零
と
す
る
。
）

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

四
～
十

（
略
）

四
～
十

（
略
）

十
一

第
三
十
一
条
第
十
号
に
規
定
す
る
資
金
（
以
下
「
父
子

十
一

第
三
十
一
条
第
十
号
に
規
定
す
る
資
金
（
以
下
「
父
子
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就
学
支
度
資
金
」
と
い
う
。
）

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る

就
学
支
度
資
金
」
と
い
う
。
）

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る

父
子
就
学
支
度
資
金
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ

父
子
就
学
支
度
資
金
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ

ま
で
に
定
め
る
額

ま
で
に
定
め
る
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

大
学
、
大
学
院
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
（
専

ロ

大
学
、
大
学
院
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
（
専

門
課
程
に
限
る
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
へ
入
学
す

門
課
程
に
限
る
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
へ
入
学
す

る
児
童
に
係
る
父
子
就
学
支
度
資
金

四
十
二
万
円
（
私

る
児
童
に
係
る
父
子
就
学
支
度
資
金

四
十
二
万
円
（
私

立
の
大
学
、
大
学
院
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
へ

立
の
大
学
、
大
学
院
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
へ

入
学
す
る
児
童
に
あ
つ
て
は
、
五
十
九
万
円
）
。
た
だ
し

入
学
す
る
児
童
に
あ
つ
て
は
、
五
十
九
万
円
）
。
た
だ
し

、
当
該
児
童
が
入
学
金
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と

、
当
該
児
童
が
大
学
等
修
学
支
援
法
第
八
条
第
一
項
の
規

き
は
、
当
該
額
か
ら
当
該
入
学
金
減
免
の
額
に
相
当
す
る

定
に
よ
る
入
学
金
の
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

額
を
控
除
し
た
額

は
、
そ
の
額
か
ら
当
該
減
免
の
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除

し
た
額

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

十
二

（
略
）

十
二

（
略
）

（
貸
付
方
法
及
び
利
率
）

（
貸
付
方
法
及
び
利
率
）

第
三
十
一
条
の
六

（
略
）

第
三
十
一
条
の
六

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

父
子
修
学
資
金
又
は
父
子
就
学
支
度
資
金
の
貸
付
け
を
受
け

４

父
子
修
学
資
金
又
は
父
子
就
学
支
度
資
金
の
貸
付
け
を
受
け

た
者
は
、
自
己
又
は
自
己
以
外
の
者
で
当
該
資
金
の
貸
付
け
に

た
者
は
、
自
己
又
は
自
己
以
外
の
者
で
当
該
資
金
の
貸
付
け
に

よ
り
修
学
を
し
、
若
し
く
は
入
学
す
る
も
の
が
学
資
支
給
等
を

よ
り
修
学
を
し
、
若
し
く
は
入
学
す
る
も
の
が
大
学
等
修
学
支

受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
既
に
交
付
を
受
け
た
貸
付
金

援
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
既
に
交
付
を
受
け
た
貸

（
父
子
修
学
資
金
に
あ
つ
て
は
当
該
学
資
支
給
金
の
支
給
又
は

付
金
（
父
子
修
学
資
金
に
あ
つ
て
は
当
該
大
学
等
修
学
支
援
の

当
該
授
業
料
減
免
の
対
象
と
な
る
月
分
の
も
の
、
父
子
就
学
支

対
象
と
な
る
月
分
の
も
の
、
父
子
就
学
支
度
資
金
に
あ
つ
て
は

度
資
金
に
あ
つ
て
は
当
該
入
学
金
減
免
の
対
象
と
な
る
入
学
に

当
該
大
学
等
修
学
支
援
の
対
象
と
な
る
入
学
に
係
る
も
の
に
限

係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち

る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
そ
の
者
が
受

、
そ
の
者
が
受
け
た
学
資
支
給
等
の
額
に
相
当
す
る
額
（
当
該

け
た
大
学
等
修
学
支
援
の
額
に
相
当
す
る
額
（
当
該
額
が
既
に
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額
が
既
に
交
付
を
受
け
た
貸
付
金
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、

交
付
を
受
け
た
貸
付
金
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
貸
付

当
該
貸
付
金
の
額
）
に
つ
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

金
の
額
）
に
つ
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

ず
、
当
該
学
資
支
給
等
を
受
け
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
償
還
し

大
学
等
修
学
支
援
を
受
け
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
償
還
し
な
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

（
貸
付
金
額
の
限
度
）

（
貸
付
金
額
の
限
度
）

第
三
十
六
条

法
第
三
十
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
寡
婦
福
祉
資

第
三
十
六
条

法
第
三
十
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
寡
婦
福
祉
資

金
貸
付
金
（
以
下
単
に
「
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
と
い
う
。

金
貸
付
金
（
以
下
単
に
「
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
と
い
う
。

）
の
貸
付
金
額
の
限
度
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
金
の
種
別

）
の
貸
付
金
額
の
限
度
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
金
の
種
別

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
資
金
（
以
下

三

法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
資
金
（
以
下

「
寡
婦
修
学
資
金
」
と
い
う
。
）

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ

「
寡
婦
修
学
資
金
」
と
い
う
。
）

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ

る
寡
婦
修
学
資
金
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま

る
寡
婦
修
学
資
金
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま

で
に
定
め
る
額

で
に
定
め
る
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

大
学
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
に
就
学
す
る
寡

ロ

大
学
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
に
就
学
す
る
寡

婦
の
被
扶
養
者
（
専
修
学
校
に
あ
つ
て
は
、
専
門
課
程
を

婦
の
被
扶
養
者
（
専
修
学
校
に
あ
つ
て
は
、
専
門
課
程
を

履
修
す
る
寡
婦
の
被
扶
養
者
に
限
る
。
）
に
係
る
寡
婦
修

履
修
す
る
寡
婦
の
被
扶
養
者
に
限
る
。
）
に
係
る
寡
婦
修

学
資
金

就
学
期
間
中
月
額
十
万
八
千
五
百
円
（
自
宅
外

学
資
金

就
学
期
間
中
月
額
十
万
八
千
五
百
円
（
自
宅
外

通
学
の
寡
婦
の
被
扶
養
者
に
あ
つ
て
は
、
十
四
万
六
千
円

通
学
の
寡
婦
の
被
扶
養
者
に
あ
つ
て
は
、
十
四
万
六
千
円

）
。
た
だ
し
、
当
該
寡
婦
の
被
扶
養
者
が
学
資
支
給
金
の

）
。
た
だ
し
、
当
該
寡
婦
の
被
扶
養
者
が
大
学
等
修
学
支

支
給
又
は
授
業
料
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は

援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
そ
の
額
か
ら
当
該

、
当
該
額
か
ら
当
該
学
資
支
給
金
の
月
額
と
当
該
授
業
料

寡
婦
の
被
扶
養
者
が
受
け
る
大
学
等
修
学
支
援
月
額
に
相

減
免
の
年
額
を
十
二
で
除
し
た
額
と
の
合
計
額
に
相
当
す

当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合

る
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は

に
は
、
零
と
す
る
。
）

、
零
と
す
る
。
）
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ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

四
～
十

（
略
）

四
～
十

（
略
）

十
一

第
三
十
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
資
金
（
以
下
「
寡
婦

十
一

第
三
十
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
資
金
（
以
下
「
寡
婦

就
学
支
度
資
金
」
と
い
う
。
）

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る

就
学
支
度
資
金
」
と
い
う
。
）

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る

寡
婦
就
学
支
度
資
金
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ

寡
婦
就
学
支
度
資
金
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ

ま
で
に
定
め
る
額

ま
で
に
定
め
る
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

大
学
、
大
学
院
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
（
専

ロ

大
学
、
大
学
院
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
（
専

門
課
程
に
限
る
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
へ
入
学
す

門
課
程
に
限
る
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
へ
入
学
す

る
寡
婦
の
被
扶
養
者
に
係
る
寡
婦
就
学
支
度
資
金

四
十

る
寡
婦
の
被
扶
養
者
に
係
る
寡
婦
就
学
支
度
資
金

四
十

二
万
円
（
私
立
の
大
学
、
大
学
院
、
高
等
専
門
学
校
又
は

二
万
円
（
私
立
の
大
学
、
大
学
院
、
高
等
専
門
学
校
又
は

専
修
学
校
へ
入
学
す
る
寡
婦
の
被
扶
養
者
に
あ
つ
て
は
、

専
修
学
校
へ
入
学
す
る
寡
婦
の
被
扶
養
者
に
あ
つ
て
は
、

五
十
九
万
円
）
。
た
だ
し
、
当
該
寡
婦
の
被
扶
養
者
が
入

五
十
九
万
円
）
。
た
だ
し
、
当
該
寡
婦
の
被
扶
養
者
が
大

学
金
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
額
か

学
等
修
学
支
援
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
学
金

ら
当
該
入
学
金
減
免
の
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額

の
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
そ
の
額
か
ら

当
該
減
免
の
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

十
二

（
略
）

十
二

（
略
）

（
貸
付
方
法
及
び
利
率
）

（
貸
付
方
法
及
び
利
率
）

第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
七
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

寡
婦
修
学
資
金
又
は
寡
婦
就
学
支
度
資
金
の
貸
付
け
を
受
け

４

寡
婦
修
学
資
金
又
は
寡
婦
就
学
支
度
資
金
の
貸
付
け
を
受
け

た
者
は
、
自
己
又
は
自
己
以
外
の
者
で
当
該
資
金
の
貸
付
け
に

た
者
は
、
自
己
又
は
自
己
以
外
の
者
で
当
該
資
金
の
貸
付
け
に

よ
り
修
学
を
し
、
若
し
く
は
入
学
す
る
も
の
が
学
資
支
給
等
を

よ
り
修
学
を
し
、
若
し
く
は
入
学
す
る
も
の
が
大
学
等
修
学
支

受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
既
に
交
付
を
受
け
た
貸
付
金

援
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
既
に
交
付
を
受
け
た
貸

（
寡
婦
修
学
資
金
に
あ
つ
て
は
当
該
学
資
支
給
金
の
支
給
又
は

付
金
（
寡
婦
修
学
資
金
に
あ
つ
て
は
当
該
大
学
等
修
学
支
援
の

当
該
授
業
料
減
免
の
対
象
と
な
る
月
分
の
も
の
、
寡
婦
就
学
支

対
象
と
な
る
月
分
の
も
の
、
寡
婦
就
学
支
度
資
金
に
あ
つ
て
は
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度
資
金
に
あ
つ
て
は
当
該
入
学
金
減
免
の
対
象
と
な
る
入
学
に

当
該
大
学
等
修
学
支
援
の
対
象
と
な
る
入
学
に
係
る
も
の
に
限

係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち

る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
そ
の
者
が
受

、
そ
の
者
が
受
け
た
学
資
支
給
等
の
額
に
相
当
す
る
額
（
当
該

け
た
大
学
等
修
学
支
援
の
額
に
相
当
す
る
額
（
当
該
額
が
既
に

額
が
既
に
交
付
を
受
け
た
貸
付
金
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、

交
付
を
受
け
た
貸
付
金
の
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
貸
付

当
該
貸
付
金
の
額
）
に
つ
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

金
の
額
）
に
つ
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

ず
、
当
該
学
資
支
給
等
を
受
け
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
償
還
し

大
学
等
修
学
支
援
を
受
け
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
償
還
し
な
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）
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○

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
号
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
学
資
支
給
金
の
支
給
等
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
第
一
種
学

（
学
資
支
給
金
の
支
給
等
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
第
一
種
学

資
貸
与
金
の
額
）

資
貸
与
金
の
額
）

第
一
条
の
二

大
学
、
高
等
専
門
学
校
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学

第
一
条
の
二

大
学
、
高
等
専
門
学
校
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学

年
に
限
る
。
）
又
は
専
修
学
校
に
在
学
す
る
者
（
特
定
通
信
教

年
に
限
る
。
）
又
は
専
修
学
校
に
在
学
す
る
者
（
特
定
通
信
教

育
受
講
者
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
法
第
十
七
条
の

育
受
講
者
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
法
第
十
七
条
の

二
第
一
項
の
学
資
支
給
金
（
以
下
単
に
「
学
資
支
給
金
」
と
い

二
第
一
項
の
学
資
支
給
金
（
以
下
単
に
「
学
資
支
給
金
」
と
い

う
。
）
の
支
給
又
は
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る

う
。
）
の
支
給
又
は
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る

法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
八
号
。
以
下
「
支
援
法
」
と
い
う
。

法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
八
号
。
以
下
「
支
援
法
」
と
い
う
。

）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
の
減
免
（
次
項
に
お

）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
の
減
免
（
次
項
に
お

い
て
「
授
業
料
減
免
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る

い
て
「
授
業
料
減
免
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る

第
一
種
学
資
貸
与
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
の
表

第
一
種
学
資
貸
与
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
の
表

大
学
の
項
下
欄
、
高
等
専
門
学
校
の
項
下
欄
又
は
専
修
学
校
の

大
学
の
項
下
欄
、
高
等
専
門
学
校
の
項
下
欄
又
は
専
修
学
校
の

項
下
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校

項
下
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校

等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

定
め
る
額
の
う
ち
最
も
高
い
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

定
め
る
額
の
う
ち
最
も
高
い
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

を
控
除
し
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す

を
控
除
し
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す

る
。
）
又
は
当
該
控
除
し
た
額
の
一
万
円
未
満
の
端
数
を
切
り

る
。
）
又
は
当
該
控
除
し
た
額
の
一
万
円
未
満
の
端
数
を
切
り

捨
て
た
額
未
満
の
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
の
う
ち
、
貸
与
を

捨
て
た
額
未
満
の
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
の
う
ち
、
貸
与
を

受
け
る
学
生
又
は
生
徒
が
選
択
す
る
額
と
す
る
。

受
け
る
学
生
又
は
生
徒
が
選
択
す
る
額
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
学
生
又
は
生
徒
に
つ
き
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支

二

当
該
学
生
又
は
生
徒
に
つ
き
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支

援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
元
年
政
令
第
四
十
九
号
。

援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
元
年
政
令
第
四
十
九
号
。

次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
支
援
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第

次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
支
援
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
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二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
の
区
分

二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
授
業
料
の
年
額

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
授
業
料
の
年
額

（
当
該
学
生
又
は
生
徒
が
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
で

（
当
該
学
生
又
は
生
徒
が
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
で

あ
る
場
合
に
は
、
一
三
〇
、
〇
〇
〇
円
。
以
下
こ
の
号
に
お

あ
る
場
合
に
は
、
一
三
〇
、
〇
〇
〇
円
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
「
授
業
料
調
整
年
額
」
と
い
う
。
）
（
当
該
学
生
又
は

い
て
「
授
業
料
調
整
年
額
」
と
い
う
。
）
（
当
該
学
生
又
は

生
徒
に
係
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
減
免
額
算
定
基
準
額

生
徒
に
係
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
減
免
額
算
定
基
準
額

が
同
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
該
当

が
同
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
該

す
る
場
合
に
は
、
当
該
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当

授
業
料
調
整
年
額
に
同
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
割
合
を

該
授
業
料
調
整
年
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
た

乗
じ
た
額
）
を
十
二
で
除
し
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の

額
）
を
十
二
で
除
し
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が

端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額

生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）

）

２

機
構
は
、
前
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
通
信
教
育
受

２

機
構
は
、
前
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
通
信
教
育
受

講
者
の
う
ち
学
資
支
給
金
の
支
給
又
は
授
業
料
減
免
を
受
け
る

講
者
の
う
ち
学
資
支
給
金
の
支
給
又
は
授
業
料
減
免
を
受
け
る

も
の
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
を
定
め
る
と
き
は
、

も
の
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
を
定
め
る
と
き
は
、

そ
の
年
当
た
り
の
合
計
額
が
学
資
支
給
金
の
支
給
及
び
授
業
料

そ
の
年
当
た
り
の
合
計
額
が
学
資
支
給
金
の
支
給
及
び
授
業
料

減
免
を
受
け
な
い
特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
対
す
る
第
一
種
学

減
免
を
受
け
な
い
特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
対
す
る
第
一
種
学

資
貸
与
金
の
年
当
た
り
の
合
計
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計

資
貸
与
金
の
年
当
た
り
の
合
計
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計

額
を
控
除
し
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と

額
を
控
除
し
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と

す
る
。
）
と
な
る
よ
う
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
。
）
と
な
る
よ
う
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

一
三
〇
、
〇
〇
〇
円
（
特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
係
る
支

二

一
三
〇
、
〇
〇
〇
円
（
特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
係
る
支

援
法
施
行
令
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
減
免
額
算
定
基
準

援
法
施
行
令
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
減
免
額
算
定
基
準

額
が
同
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
該

額
が
同
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
に

当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
一

該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

三
〇
、
〇
〇
〇
円
に
同
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
割
合
を

一
三
〇
、
〇
〇
〇
円
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
た

乗
じ
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
に

額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ

は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
）

れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
）
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○

こ
ど
も
家
庭
庁
組
織
令
（
令
和
五
年
政
令
第
百
二
十
五
号
）
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
長
官
官
房
の
所
掌
事
務
）

（
長
官
官
房
の
所
掌
事
務
）

第
二
条

長
官
官
房
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
二
条

長
官
官
房
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
十
九

（
略
）

一
～
十
九

（
略
）

二
十

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年

二
十

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和

法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

元
年
法
律
第
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
大
学
等
に
お
け
る
修
学

学
資
の
支
給
及
び
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る

の
支
援
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費
の
配
分
計
画
に
関

法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
八
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に

す
る
こ
と
。

よ
る
授
業
料
等
の
減
免
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費
の

配
分
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一
～
三
十
四

（
略
）

二
十
一
～
三
十
四

（
略
）

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
条

総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
九
条

総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
二
十
五

（
略
）

一
～
二
十
五

（
略
）

二
十
六

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
第
十
三
条
第

二
十
六

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
規

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
支
給
及
び
大
学
等
に
お
け

定
に
よ
る
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
関
係
行

る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

政
機
関
の
経
費
の
配
分
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

る
授
業
料
等
の
減
免
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費
の
配

分
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
七

（
略
）

二
十
七

（
略
）



 

1 

○
文
部
科
学
省
令
第
十
号 

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
十
七
号
）
の
施
行
に

伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
独
立
行
政

法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

文
部
科
学
大
臣 

阿
部 

俊
子 

 
 

 
 

 

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
に
関
す
る

省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

（
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
元
年
文
部
科
学
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（

連
続
す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定

文部科学省
テキストボックス
別紙３



 

2 

で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定

で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 



 

3 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
子
に
類
す
る
者
） 

第
一
条
の
二 

法
第
二
条
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
は

、
第
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
生
計
維
持
者
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
単
に
「
生
計
維
持
者
」
と
い
う
。
）
の
扶
養
親
族
（
大
学
等

に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
元
年
政
令

第
四
十
九
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
授
業
料
等
減
免
実
施
年
度
分
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同

法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る

生
計
維
持
者
の
扶
養
親
族
（
当
該
生
計
維
持
者
が
、
同
項
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同

法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
準

ず
る
者
と
し
て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
者
）
を
い
い
、
生
計
維
持
者

の
い
ず
れ
か
の
尊
属
で
あ
る
者
及
び
扶
養
す
る
生
計
維
持
者
の
年

長
者
（
生
計
維
持
者
の
い
ず
れ
か
の
子
を
除
く
。
）
で
あ
る
者
を

除
く
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者
（
生
計
維
持
者
の
い
ず
れ
か
の

子
を
除
く
。
）
及
び
当
該
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
文
部
科
学
大
臣

が
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
大
学
等
の
確
認
要
件
） 

第
二
条 

法
第
三
条
第
二
項
第
一
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基

準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と

す
る
。 

一 

大
学
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

第
百
三
条
に
規
定
す
る
大
学
を
除
き
、
短
期
大
学
の
認
定
専
攻

科
を
含
む
。
）
、
高
等
専
門
学
校
（
第
四
学
年
、
第
五
学
年
及

び
認
定
専
攻
科
に
限
る
。
）
及
び
専
門
学
校
（
専
門
課
程
を
置

く
専
修
学
校
を
い
い
、
専
門
課
程
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
（

以
下
「
大
学
等
」
と
い
う
。
）
の
学
部
等
（
学
部
、
学
科
又
は

こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構

法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
三
条
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
学
資
の
支
給
及
び
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
授
業
料
等
の
減
免
の
対
象
者
が
在
学
で
き
な
い
こ
と
が
明

 [

条
を
加
え
る
。]

 

                 

（
大
学
等
の
確
認
要
件
） 

第
二
条 

法
第
七
条
第
二
項
第
一
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基

準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と

す
る
。 

一 

大
学
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

第
百
三
条
に
規
定
す
る
大
学
を
除
き
、
短
期
大
学
の
認
定
専
攻

科
を
含
む
。
）
、
高
等
専
門
学
校
（
第
四
学
年
、
第
五
学
年
及

び
認
定
専
攻
科
に
限
る
。
）
及
び
専
門
学
校
（
専
門
課
程
を
置

く
専
修
学
校
を
い
い
、
専
門
課
程
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
（

以
下
「
大
学
等
」
と
い
う
。
）
の
学
部
等
（
学
部
、
学
科
又
は

こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
（
法
第
三
条
に
規
定
す
る
大
学
等
に
お

け
る
修
学
の
支
援
の
対
象
者
が
在
学
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
第
三
号
ハ
、
第
十

条
第
二
項
第
二
号
イ
及
び
別
表
第
二
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）



 

4 

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
第
三
号
ハ
、

第
十
条
第
二
項
第
二
号
イ
及
び
別
表
第
二
を
除
き
、
以
下
同
じ

。
）
ご
と
に
、
実
務
の
経
験
を
有
す
る
教
員
が
担
当
す
る
授
業

科
目
そ
の
他
の
実
践
的
な
教
育
が
行
わ
れ
る
授
業
科
目
（
実
践

的
な
教
育
が
行
わ
れ
る
旨
が
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
授
業
計
画

書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
単
位
数
又
は
授
業

時
数
が
別
表
第
一
に
定
め
る
基
準
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

二
～
四 

[
略]

 

２
～
４ 

[

略]
 
 

 

第
三
条 

法
第
三
条
第
二
項
第
二
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基

準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と

す
る
。 

一 
[

略]
 
 

二 

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
ハ
に
該
当

す
る
こ
と
。 

イ
・
ロ 

[

略]
 

ハ 

直
近
三
年
度
の
い
ず
れ
か
に
お
い
て
、
大
学
等
（
短
期
大

学
の
認
定
専
攻
科
及
び
高
等
専
門
学
校
の
認
定
専
攻
科
を
除

く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
収
容
定
員
（
昼
間

又
は
夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
学
部
、
学
科
又
は
こ
れ
ら

に
準
ず
る
も
の
が
通
信
教
育
を
併
せ
行
う
場
合
の
当
該
通
信

教
育
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
併
設
通
信
教
育
」
と
い
う

。
）
に
係
る
収
容
定
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
、
次
条
第
六

項
及
び
附
則
第
三
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
充
足
率

（
五
月
一
日
現
在
に
お
け
る
収
容
定
員
の
数
に
対
す
る
当
該

大
学
等
に
在
学
す
る
学
生
等
（
併
設
通
信
教
育
に
係
る
学
生

等
を
除
く
。
）
の
数
の
比
率
を
い
う
。
次
条
第
六
項
及
び
附

則
第
三
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
次
の
⑴
又
は
⑵
に

掲
げ
る
大
学
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
又
は
⑵
に
定

め
る
割
合
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

⑴
・
⑵ 

[

略]
 
 

 

（
大
学
等
の
確
認
要
件
の
特
例
） 

第
四
条 

[

略]
 

ご
と
に
、
実
務
の
経
験
を
有
す
る
教
員
が
担
当
す
る
授
業
科
目

そ
の
他
の
実
践
的
な
教
育
が
行
わ
れ
る
授
業
科
目
（
実
践
的
な

教
育
が
行
わ
れ
る
旨
が
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
授
業
計
画
書
に

記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
単
位
数
又
は
授
業
時
数

が
別
表
第
一
に
定
め
る
基
準
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

  

二
～
四 

[

同
上]

 

２
～
４ 

[

同
上]

 

 

第
三
条 

法
第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基

準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と

す
る
。 

一 
[

同
上]

 
 

二 

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
ハ
に
該
当

す
る
こ
と
。 

イ
・
ロ 

[

同
上]

 

ハ 

直
近
三
年
度
の
い
ず
れ
か
に
お
い
て
、
大
学
等
（
短
期
大

学
の
認
定
専
攻
科
及
び
高
等
専
門
学
校
の
認
定
専
攻
科
を
除

く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
収
容
定
員
（
昼
間

又
は
夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
学
部
、
学
科
又
は
こ
れ
ら

に
準
ず
る
も
の
が
通
信
教
育
を
併
せ
行
う
場
合
の
当
該
通
信

教
育
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
併
設
通
信
教
育
」
と
い
う

。
）
に
係
る
収
容
定
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
附
則
第

三
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
充
足
率
（
五
月
一
日
現

在
に
お
け
る
収
容
定
員
の
数
に
対
す
る
当
該
大
学
等
に
在
学

す
る
学
生
等
（
併
設
通
信
教
育
に
係
る
学
生
等
を
除
く
。
）

の
数
の
比
率
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
次
の
⑴

又
は
⑵
に
掲
げ
る
大
学
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
又

は
⑵
に
定
め
る
割
合
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 
⑴
・
⑵ 

[

同
上]

 

 

（
大
学
等
の
確
認
要
件
の
特
例
） 

第
四
条 

[

同
上]
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２
・
３ 

[

略]
 

４ 

確
認
大
学
等
の
う
ち
、
前
条
第
二
号
ハ
に
該
当
し
な
い
大
学
又

は
高
等
専
門
学
校
が
、
同
号
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、

か
つ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
、
当
該
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
は
前
条
第
二
号
の
基
準
に
適

合
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

一 

次
の
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合 

    

イ 

直
前
の
年
度
に
当
該
大
学
（
別
科
及
び
専
攻
科
並
び
に
大

学
院
を
除
く
。
）
又
は
高
等
専
門
学
校
（
専
攻
科
を
除
く
。

）
を
卒
業
し
た
者
の
う
ち
に
大
学
（
別
科
を
除
く
。
）
、
高

等
専
門
学
校
又
は
専
門
学
校
に
進
学
し
た
者
及
び
就
職
し
た

者
が
占
め
る
割
合
が
九
割
を
超
え
る
場
合 

ロ 

前
条
第
二
号
ハ
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
直
近
の
年
度
の

収
容
定
員
の
充
足
率
が
五
割
以
上
で
あ
る
場
合 

二 

地
域
の
経
済
社
会
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
う
専
門
的
な

知
識
又
は
技
術
を
有
す
る
人
材
の
養
成
を
行
う
も
の
と
し
て
文

部
科
学
大
臣
が
認
め
る
場
合 

５ 

確
認
大
学
等
の
う
ち
、
前
条
第
二
号
ハ
に
該
当
し
な
い
専
門
学

校
が
、
同
号
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
地
域
の

経
済
社
会
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
う
専
門
的
な
知
識
又
は
技

術
を
有
す
る
人
材
の
養
成
を
行
う
も
の
と
し
て
法
第
三
条
第
一
項

に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
等
（
以
下
単
に
「
文
部
科
学
大
臣
等

」
と
い
う
。
）
が
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
専
門
学
校
は
前
条
第

二
号
の
基
準
に
適
合
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

６ 

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
（
法
第
三
条
第
一
項

の
確
認
を
い
う
。
以
下
単
に
「
確
認
」
と
い
う
。
）
を
取
り
消
さ

れ
た
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
（
現
に
確
認
大
学
等
で
あ
る
も
の

を
除
く
。
）
の
う
ち
、
前
条
第
二
号
ハ
に
該
当
し
な
い
も
の
が
、

同
号
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
直
前
三
年
度
の

い
ず
れ
の
年
度
に
お
い
て
も
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず

れ
に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
前
条
第
二
号
の
基
準
に
適
合
し
た
も

２
・
３ 

[

同
上]
 
 

４ 

確
認
大
学
等
の
う
ち
、
前
条
第
二
号
ハ
に
該
当
し
な
い
大
学
又

は
高
等
専
門
学
校
が
、
同
号
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、

か
つ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き

は
、
当
該
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
は
前
条
第
二
号
の
基
準
に
適

合
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

一 

直
前
の
年
度
に
当
該
大
学
（
別
科
及
び
専
攻
科
並
び
に
大
学

院
を
除
く
。
）
又
は
高
等
専
門
学
校
（
専
攻
科
を
除
く
。
）
を

卒
業
し
た
者
の
う
ち
に
大
学
（
別
科
を
除
く
。
）
、
高
等
専
門

学
校
又
は
専
門
学
校
に
進
学
し
た
者
及
び
就
職
し
た
者
が
占
め

る
割
合
が
九
割
を
超
え
る
場
合 

[

イ
を
加
え
る
。]

 

    

[

ロ
を
加
え
る
。]

 

 

二 

前
条
第
二
号
ハ
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
直
近
の
年
度
の
収

容
定
員
の
充
足
率
が
五
割
以
上
で
あ
る
場
合 

 

５ 

確
認
大
学
等
の
う
ち
、
前
条
第
二
号
ハ
に
該
当
し
な
い
専
門
学

校
が
、
同
号
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
地
域
の

経
済
社
会
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
う
専
門
的
な
知
識
又
は
技

術
を
有
す
る
人
材
の
養
成
を
行
う
も
の
と
し
て
法
第
七
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
「
文
部
科
学
大
臣
等
」
と
い
う
。
）
が

認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
専
門
学
校
は
前
条
第
二
号
の
基
準
に
適

合
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

[
項
を
加
え
る
。]
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の
と
み
な
す
。 

一 

当
該
大
学
（
別
科
及
び
専
攻
科
並
び
に
大
学
院
を
除
く
。
）

又
は
高
等
専
門
学
校
（
専
攻
科
を
除
く
。
）
を
卒
業
し
た
者
の

う
ち
に
大
学
（
別
科
を
除
く
。
）
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
門

学
校
に
進
学
し
た
者
及
び
就
職
し
た
者
が
占
め
る
割
合
が
九
割

を
超
え
る
場
合 

二 

当
該
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
の
収
容
定
員
の
充
足
率
が
六

割
以
上
で
あ
る
場
合 

 

（
確
認
の
申
請
等
） 

第
五
条 

大
学
等
の
設
置
者
は
、
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
当
該
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
度
の
五
月
初
日
か
ら
六
月
末

日
ま
で
に
、
文
部
科
学
大
臣
等
に
対
し
、
様
式
第
一
号
及
び
様
式

第
二
号
の
一
か
ら
様
式
第
二
号
の
四
ま
で
の
申
請
書
（
以
下
「
確

認
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 
[

略]
 

３ 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
毎
年
六
月
末
日
ま
で
に
、
当
該
確

認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
し
た
文
部
科
学
大
臣
等
に
対
し
、
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
確
認
申
請
書
に
記
載
し
た
事
項
に
つ

い
て
の
直
近
の
情
報
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

確
認
申
請
書
（
次
項
、
第
七
条
第
二
項
及
び
附
則
第
三
条
第
二
項

に
お
い
て
「
更
新
確
認
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
も
の

と
す
る
。 

一 
[

略]
 

二 

前
年
度
に
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
条
第
一

項
の
認
定
（
以
下
「
減
免
認
定
」
と
い
う
。
）
又
は
法
第
六
条

第
一
項
の
認
定
（
以
下
「
減
免
変
更
認
定
」
と
い
う
。
）
の
取

消
し
を
受
け
た
者
及
び
機
構
省
令
第
二
十
三
条
の
十
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
給
付
奨
学
生
認
定
の
取
消
し
を
受
け
た
者
の
数 

三 
[

略]
 

四 

前
年
度
に
第
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
減
免
認

定
又
は
減
免
変
更
認
定
の
効
力
の
停
止
を
受
け
た
者
及
び
機
構

省
令
第
二
十
三
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
給
付

奨
学
生
認
定
の
効
力
の
停
止
を
受
け
た
者
の
数 

         

（
確
認
の
申
請
等
） 

第
五
条 

大
学
等
の
設
置
者
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
確
認
（
以
下

単
に
「
確
認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該

確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
度
の
五
月
初
日
か
ら
六
月
末
日
ま
で

に
、
文
部
科
学
大
臣
等
に
対
し
、
様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号

の
一
か
ら
様
式
第
二
号
の
四
ま
で
の
申
請
書
（
以
下
「
確
認
申
請

書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 
[

同
上]

 

３ 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
毎
年
六
月
末
日
ま
で
に
、
当
該
確

認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
し
た
文
部
科
学
大
臣
等
に
対
し
、
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
確
認
申
請
書
に
記
載
し
た
事
項
に
つ

い
て
の
直
近
の
情
報
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

確
認
申
請
書
（
第
七
条
第
二
項
及
び
附
則
第
三
条
第
二
項
に
お
い

て
「
更
新
確
認
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る

。 一 
[

同
上]

 

二 

前
年
度
に
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
等
減
免

対
象
者
と
し
て
の
認
定
の
取
消
し
を
受
け
た
者
及
び
機
構
省
令

第
二
十
三
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
給
付
奨
学
生
認
定
の

取
消
し
を
受
け
た
者
の
数 

 
三 

[

同
上]

 

四 
前
年
度
に
第
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
授
業
料

等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
の
効
力
の
停
止
を
受
け
た
者
及

び
機
構
省
令
第
二
十
三
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
給
付
奨
学
生
認
定
の
効
力
の
停
止
を
受
け
た
者
の
数 
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４ 

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
申
請
書
の
提
出

又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
更
新
確
認
申
請
書
の
提
出
は
、
書
面

又
は
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の

他
の
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
を
い
う
。
第
十
一
条
第
五

項
及
び
第
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。 

 

（
聴
聞
決
定
予
定
日
の
通
知
） 

第
五
条
の
二 
施
行
令
第
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
通
知

を
す
る
と
き
は
、
法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
が
行

わ
れ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
当
該
検
査
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
起

算
し
て
六
十
日
以
内
の
特
定
の
日
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

   

（
確
認
の
公
表
） 

第
六
条 

法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
大
臣
等
が
公

表
す
る
事
項
は
、
確
認
大
学
等
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
そ
の

設
置
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
と
す
る
。 

 

（
確
認
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
等
の
届
出
） 

第
八
条 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
法
第
七
条
第
一
項
第
一
号
又

は
第
三
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
遅
滞
な
く
、
同
項

第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
当
該
確
認
大
学
等
に

係
る
確
認
を
辞
退
す
る
一
年
前
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
当
該
確
認
大

学
等
に
係
る
確
認
を
し
た
文
部
科
学
大
臣
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

法
第
七
条
第
一
項
第
三
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
は

、
確
認
大
学
等
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
そ
の
設
置
者
の
名
称

及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
と
す
る
。 

 

（
減
免
認
定
又
は
減
免
変
更
認
定
の
た
め
の
選
考
） 

第
九
条 

減
免
認
定
又
は
減
免
変
更
認
定
は
、
当
該
減
免
認
定
又
は

減
免
変
更
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
学
生
等
の
申
請
に
基
づ
き
、

そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
そ
れ
ぞ
れ
次
条
第
一
項

[

項
を
加
え
る
。]
 

      

（
聴
聞
決
定
予
定
日
の
通
知
） 

第
五
条
の
二 

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規

定
に
よ
る
通
知
を
す
る
と
き
は
、
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
検
査
が
行
わ
れ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
検
査
日
」

と
い
う
。
）
か
ら
十
日
以
内
に
、
検
査
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日

以
内
の
特
定
の
日
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
確
認
の
公
表
） 

第
六
条 

法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
大
臣
等
が
公

表
す
る
事
項
は
、
確
認
大
学
等
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
そ
の

設
置
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
と
す
る
。 

 

（
確
認
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
等
の
届
出
） 

第
八
条 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
法
第
九
条
第
一
項
第
一
号
又

は
第
三
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
遅
滞
な
く
、
同
項

第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
当
該
確
認
大
学
等
に

係
る
確
認
を
辞
退
す
る
一
年
前
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
当
該
確
認
大

学
等
に
係
る
確
認
を
し
た
文
部
科
学
大
臣
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

法
第
九
条
第
一
項
第
三
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
は

、
確
認
大
学
等
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
そ
の
設
置
者
の
名
称

及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
と
す
る
。 

 

（
授
業
料
等
減
免
対
象
者
の
認
定
の
た
め
の
選
考
） 

第
九
条 
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
（
以
下
「
授
業
料

等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
」
と
い
う
。
）
は
、
授
業
料
等
減

免
を
受
け
よ
う
と
す
る
学
生
等
の
申
請
に
基
づ
き
、
そ
の
在
学
す
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又
は
第
六
項
に
規
定
す
る
選
考
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 [
項
を
削
る
。]

 

       

２ 

減
免
認
定
又
は
減
免
変
更
認
定
は
、
当
該
減
免
認
定
又
は
減
免

変
更
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
学
生
等
が
日
本
国
籍
を
有
す
る
者

又
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
、
行
っ

て
は
な
ら
な
い
。 

一
～
五 

[

略]
 
 

 

第
十
条 

減
免
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
選
考
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
学
生
等
（
以
下
「
選
考
対
象
者

」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一 

過
去
に
減
免
認
定
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者
（
次
号
イ
又
は

ロ
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
過
去
に
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す

る
減
免
認
定
又
は
減
免
変
更
認
定
の
取
消
し
を
受
け
た
こ
と
が

な
い
も
の
を
除
く
。
） 

二
～
八 

[

略]
 

九 

同
時
に
二
以
上
の
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
学
生
等
に
あ
っ

て
は
、
他
の
確
認
大
学
等
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
の
申
請
を

行
っ
て
い
る
者 

２ 

前
項
の
選
考
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
及
び
方
法
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

選
考
対
象
者
（
前
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
を
除
く

。
）
の
う
ち
選
考
時
に
お
い
て
確
認
大
学
等
へ
の
入
学
後
一
年

を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
基

準
（
認
定
試
験
合
格
者
の
う
ち
機
構
確
認
者
に
あ
っ
て
は
、
ロ

の
基
準
）
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
方
法
に
よ
り
、

る
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
考
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
授
業
料
等
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る

学
生
等
が
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年

法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
独
立

行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
か

ら
学
資
支
給
金
の
支
給
対
象
者
と
し
て
認
定
を
受
け
た
者
で
あ
る

と
き
は
、
当
該
学
生
等
は
、
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
考
の
結

果
、
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
授
業
料
等
減
免
対

象
者
と
し
て
の
認
定
を
行
う
べ
き
者
と
み
な
す
。 

３ 

授
業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
は
、
授
業
料
等
減
免
を

受
け
よ
う
と
す
る
学
生
等
が
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
又
は
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
、
行
っ
て
は
な
ら
な

い
。 

一
～
五 

[

同
上]

 

 

第
十
条 

授
業
料
等
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
選
考
（
以

下
単
に
「
選
考
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
学
生
等
（
以
下
「
選
考
対
象
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

過
去
に
授
業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
を
受
け
た
こ

と
が
あ
る
者
（
次
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
過
去
に

第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
授
業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て

の
認
定
の
取
消
し
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
も
の
を
除
く
。
） 

二
～
八 

[

同
上]

 

九 

二
以
上
の
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
学
生
等
に
あ
っ
て
は
、

他
の
確
認
大
学
等
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
の
申
請
を
行
っ
て

い
る
者 

２ 

選
考
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
及
び
方
法
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。 

一 
選
考
対
象
者
（
前
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
を
除
く

。
）
の
う
ち
選
考
時
に
お
い
て
確
認
大
学
等
へ
の
入
学
後
一
年

を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
基
準

（
認
定
試
験
合
格
者
の
う
ち
機
構
確
認
者
に
あ
っ
て
は
、
ロ
の

基
準
）
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
方
法
に
よ
り
、
特
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特
に
優
れ
た
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

イ
・
ロ 

[

略]
 
 

二 

選
考
対
象
者
の
う
ち
前
号
に
該
当
し
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は

、
次
の
い
ず
れ
か
の
基
準
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る

方
法
に
よ
り
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

イ
・
ロ 

[

略]
 

三 

選
考
対
象
者
の
う
ち
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
認
定
事
由

に
該
当
す
る
者
と
し
て
減
免
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す

る
方
法
に
よ
り
、
当
該
認
定
事
由
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
こ
と
。 

イ 

当
該
選
考
対
象
者
が
、
そ
の
生
計
維
持
者
の
扶
養
親
族
で

あ
る
子
又
は
当
該
生
計
維
持
者
に
係
る
法
第
二
条
第
三
項
の

文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で

あ
る
こ
と
。 

ロ 

当
該
選
考
対
象
者
の
生
計
維
持
者
の
扶
養
親
族
で
あ
る
子

の
数
及
び
当
該
生
計
維
持
者
に
係
る
法
第
二
条
第
三
項
の
文

部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
数
の
合
計
が
三
人
以
上
で
あ
る

こ
と
。 

ハ 

当
該
選
考
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
維
持
者
が
有
す
る
資
産

（
現
金
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
、
預
貯
金
並
び
に
有
価
証

券
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
合
計
額
が
三
億
円
未
満
で
あ

る
こ
と
。 

四 

選
考
対
象
者
の
う
ち
法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
認
定
事
由

に
該
当
す
る
者
と
し
て
減
免
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
当
該
選
考
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
維
持
者
の
収
入

及
び
資
産
の
状
況
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
額
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
方
法
に
よ

り
、
当
該
認
定
事
由
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ

と
。 

イ 

減
免
額
算
定
基
準
額
（
施
行
令
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す

る
減
免
額
算
定
基
準
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

次
の
⑴

又
は
⑵
に
掲
げ
る
選
考
対
象
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

⑴
又
は
⑵
に
定
め
る
額 

⑴ 

特
に
そ
の
授
業
料
に
係
る
経
済
的
負
担
の
軽
減
の
必
要

に
優
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

イ
・
ロ 
[

同
上]

 
 

二 

選
考
対
象
者
の
う
ち
前
号
に
該
当
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、

次
の
い
ず
れ
か
の
基
準
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
方

法
に
よ
り
、
特
に
優
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

イ
・
ロ 

[

同
上]

 
 

[

号
を
加
え
る
。]

 

                

三 

選
考
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
（
以
下
「
生
計

維
持
者
」
と
い
う
。
）
の
収
入
及
び
資
産
の
状
況
に
つ
い
て
、

次
に
掲
げ
る
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
に
該
当
す
る
か

ど
う
か
を
判
定
す
る
方
法
に
よ
り
、
極
め
て
修
学
に
困
難
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

  
イ 

減
免
額
算
定
基
準
額
（
施
行
令
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す

る
減
免
額
算
定
基
準
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

次
の
⑴

又
は
⑵
に
掲
げ
る
選
考
対
象
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

⑴
又
は
⑵
に
定
め
る
額 

⑴ 

多
子
世
帯
に
お
け
る
生
計
維
持
者
の
扶
養
親
族
（
施
行
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性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が

別
に
公
示
す
る
確
認
大
学
等
の
学
部
等
（
以
下
「
公
示
対

象
学
部
等
」
と
い
う
。
）
に
在
学
す
る
者 

十
五
万
四
千

五
百
円
未
満 

           

 

⑵ 
[

略]
 

ロ 

選
考
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
維
持
者
が
有
す
る
資
産
の
合

計
額 

五
千
万
円
未
満 

 

  

３ 

前
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者

で
あ
っ
て
過
去
に
減
免
認
定
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
も
の
に
係
る

特
に
優
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
に
係
る
判
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
確
認
大
学
等
に
お
け
る
学
業
成
績
が
別
表
第
二
に
定

め
る
基
準
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
判
定
の
結
果
、
当
該

学
業
成
績
が
同
表
の
上
欄
に
定
め
る
廃
止
の
区
分
に
該
当
し
な
い

と
き
は
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
す
る
。 

一
・
二 

[

略]
 

４ 
[

略]
 

[

項
を
削
る
。]

 

 

５ 

第
二
項
第
四
号
イ
⑴
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

令
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
授
業
料
等
減
免
実
施
年
度

分
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号

）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特

別
区
民
税
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
生
計
維
持
者

の
扶
養
親
族
（
当
該
生
計
維
持
者
が
、
同
項
た
だ
し
書
に

規
定
す
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
賦
課
期
日
に
お
い
て

同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
者
）
を
い

い
、
生
計
維
持
者
の
い
ず
れ
か
の
尊
属
で
あ
る
者
及
び
扶

養
す
る
生
計
維
持
者
の
年
長
者
（
生
計
維
持
者
の
い
ず
れ

か
の
子
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）

で
あ
る
者
又
は
特
に
そ
の
授
業
料
に
係
る
経
済
的
負
担
の

軽
減
の
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
文
部

科
学
大
臣
が
別
に
公
示
す
る
確
認
大
学
等
の
学
部
等
（
以

下
「
公
示
対
象
学
部
等
」
と
い
う
。
）
に
在
学
す
る
者 

十
五
万
四
千
五
百
円
未
満 

⑵ 
[

同
上]

 

ロ 

選
考
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
維
持
者
が
有
す
る
資
産
（
現

金
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
、
預
貯
金
並
び
に
有
価
証
券
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
合
計
額 

二
千
万
円
未
満
（
生
計

維
持
者
が
一
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
千
二
百
五
十
万
円

未
満
） 

３ 

前
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者

で
あ
っ
て
過
去
に
授
業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
を
受
け

た
こ
と
が
あ
る
も
の
に
係
る
選
考
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
確
認
大
学
等
に
お
け
る
学
業
成
績
が
別
表
第
二
に
定
め
る
基

準
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
判
定
の
結
果
、
当
該
学
業
成

績
が
別
表
第
二
の
上
欄
に
定
め
る
廃
止
の
区
分
に
該
当
し
な
い
と

き
は
、
特
に
優
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
す
る
。 

一
・
二 

[

同
上]

 

４ 
[

同
上]

 

５ 

第
二
項
第
三
号
イ
⑴
の
「
多
子
世
帯
」
と
は
、
生
計
維
持
者
の

扶
養
親
族
の
数
が
三
以
上
で
あ
る
世
帯
を
い
う
。 

６ 

第
二
項
第
三
号
イ
⑴
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
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ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

６ 

減
免
変
更
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
授
業
料
等
減
免
対
象
者
（

法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
授
業
料
等
減
免
対
象
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
係
る
選
考
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
授
業
料
等

減
免
対
象
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
基

準
及
び
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
授
業
料
等
減
免
対
象
者

（
以
下
「
第
一
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者
」
と
い
う
。
） 

第

二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
法
第
四
条
第
一
項
第
二

号
の
認
定
事
由
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

二 

法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
授
業
料
等
減
免
対
象
者

（
以
下
「
第
二
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者
」
と
い
う
。
） 

第

二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
法
第
四
条
第
一
項
第
一

号
の
認
定
事
由
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

７ 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
第
一
項
及
び
第
六
項
の
選
考
を
行

う
に
当
た
っ
て
は
、
機
構
省
令
第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。

）
が
行
う
給
付
奨
学
生
認
定
に
係
る
選
考
の
結
果
そ
の
他
の
機
構

の
保
有
す
る
情
報
（
次
条
第
三
項
に
お
い
て
「
機
構
選
考
結
果
等

」
と
い
う
。
）
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
減
免
認
定
又
は
減
免
変
更
認
定
に
係
る
減
免
申
請
書
記
載
事
項

等
） 

第
十
条
の
二 

法
第
五
条
第
一
項
（
法
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

減
免
認
定
又
は
減
免
変
更
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
学
生
等
に
係

る
次
の
各
号
（
当
該
学
生
等
が
減
免
変
更
認
定
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
）
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

氏
名
、
出
生
の
年
月
日
及
び
住
所 

二 

過
去
に
授
業
料
等
減
免
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
か
否
か
の
別 

２ 

法
第
五
条
第
一
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
学
生
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

前
条
第
二
項
第
一
号
に
該
当
す
る
選
考
対
象
者
で
あ
る
学
生

等 

学
業
成
績
に
関
す
る
書
類
及
び
確
認
大
学
等
に
お
け
る
学

ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

[

項
を
加
え
る
。]

 

            [

項
を
加
え
る
。]

 

        [

条
を
加
え
る
。]
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修
の
計
画
に
関
す
る
書
類 

二 

前
条
第
二
項
第
一
号
に
該
当
し
な
い
選
考
対
象
者
で
あ
る
学

生
等 

確
認
大
学
等
に
お
け
る
学
修
の
計
画
に
関
す
る
書
類 

３ 
法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
場
合

は
、
選
考
を
行
う
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
機
構
選
考
結
果
等

を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
学
生
等
が
特
に
優
れ
た
者
で
あ
る
こ

と
を
確
認
で
き
る
場
合
と
す
る
。 

 

（
認
定
の
申
請
等
） 

第
十
一
条 

減
免
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
学
生
等
は
、
そ
の
在
学

す
る
確
認
大
学
等
の
設
置
者
の
定
め
る
日
ま
で
に
、
減
免
申
請
書

（
法
第
五
条
第
一
項
（
法
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
申
請
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
一
条

の
三
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
法
第
五
条
第
一
項
（
法
第
六

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
書
類
（
以
下

こ
の
条
か
ら
第
十
一
条
の
三
ま
で
に
お
い
て
こ
れ
ら
を
「
減
免
申

請
書
等
」
と
い
う
。
）
を
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
（
そ
の
者

が
同
時
に
二
以
上
の
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
と
き
は
、
こ
れ
ら

の
う
ち
い
ず
れ
か
一
の
確
認
大
学
等
の
設
置
者
）
に
提
出
す
る
も

の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
入
学
金
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
学

生
等
は
、
確
認
大
学
等
に
入
学
（
第
二
十
条
第
一
号
の
編
入
学
、

同
条
第
二
号
の
入
学
、
同
条
第
三
号
の
転
学
及
び
同
条
第
五
号
の

入
学
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
、
次
条
及
び
第
十
一
条
の
三
に
お
い

て
同
じ
。
）
す
る
前
年
度
又
は
入
学
後
三
月
以
内
の
当
該
確
認
大

学
等
の
設
置
者
の
定
め
る
日
ま
で
に
、
減
免
申
請
書
等
を
当
該
確

認
大
学
等
の
設
置
者
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
減
免
申
請

書
等
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
減
免
申
請
書
等
を
提
出
し

た
学
生
等
に
係
る
第
十
条
第
一
項
の
選
考
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

４ 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
選
考
の
た
め

に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
減
免
申
請
書
等
の
ほ
か
、
減

免
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
学
生
等
に
対
し
、
必
要
な
書
類
の
提

出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
減
免
申
請
書
等
の
提
出
及

        

（
認
定
の
申
請
等
） 

第
十
一
条 

授
業
料
等
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
学
生
等
は
、
そ
の

在
学
す
る
確
認
大
学
等
の
定
め
る
日
ま
で
に
、
申
請
書
（
以
下
こ

の
条
か
ら
第
十
一
条
の
三
ま
で
に
お
い
て
「
減
免
申
請
書
」
と
い

う
。
）
を
当
該
確
認
大
学
等
（
そ
の
者
が
同
時
に
二
以
上
の
確
認

大
学
等
に
在
学
す
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
の
確

認
大
学
等
）
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

     

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
入
学
金
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
学

生
等
は
、
確
認
大
学
等
に
入
学
（
第
二
十
条
第
一
号
の
編
入
学
、

同
条
第
二
号
の
入
学
、
同
条
第
三
号
の
転
学
及
び
同
条
第
五
号
の

入
学
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
、
次
条
及
び
第
十
一
条
の
三
に
お
い

て
同
じ
。
）
す
る
前
年
度
又
は
入
学
後
三
月
以
内
の
当
該
確
認
大

学
等
の
定
め
る
日
ま
で
に
、
減
免
申
請
書
を
当
該
確
認
大
学
等
に

提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
減
免
申
請

書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
減
免
申
請
書
を
提
出
し
た
学

生
等
に
係
る
選
考
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

４ 
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
選
考
の
た
め

に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
減
免
申
請
書
の
ほ
か
、
授
業

料
等
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
学
生
等
に
対
し
、
必
要
な
書
類
の

提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

[

項
を
加
え
る
。]
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び
第
四
項
の
書
類
の
提
出
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。 

６ 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
第
十
条
第
一
項
の
選
考
の
結
果
、

選
考
対
象
者
が
減
免
認
定
を
行
う
べ
き
者
で
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
当
該
減
免
認
定
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
減
免
認
定
に
係
る

授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
対
し
、
減
免
認
定
を
行
っ
た
旨
及
び
授

業
料
等
減
免
の
額
並
び
に
施
行
令
第
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら

ニ
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
（
法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
認
定
事
由

に
該
当
す
る
者
と
し
て
減
免
認
定
を
行
う
べ
き
者
で
あ
る
場
合
に

限
る
。
）
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

７ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
授
業
料
等
減
免
の
額
が
当
該
確
認
大

学
等
の
設
置
者
の
定
め
る
授
業
料
等
（
授
業
料
及
び
入
学
金
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
未
満
と
な
る
場
合
は

、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
当
該
確
認
大
学
等
に
納
付
す
べ
き
授

業
料
等
の
額
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

８ 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
選
考
の
結
果
、
選
考
対
象
者
が
減

免
認
定
を
行
う
べ
き
者
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
選
考
対

象
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

９ 

第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
減
免
変
更
認

定
を
受
け
よ
う
と
す
る
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「

学
生
等
」
と
あ
る
の
は
「
授
業
料
等
減
免
対
象
者
」
と
、
第
一
項

中
「
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
（
そ
の
者
が
同
時
に
二
以
上
の

確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
い
ず
れ
か
一

の
確
認
大
学
等
の
設
置
者
）
に
提
出
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
減
免

認
定
又
は
当
該
減
免
変
更
認
定
を
行
っ
た
確
認
大
学
等
の
設
置
者

に
提
出
」
と
、
第
三
項
、
第
四
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
中
「
確

認
大
学
等
の
設
置
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
減
免
認
定
又
は
当
該

減
免
変
更
認
定
を
行
っ
た
確
認
大
学
等
の
設
置
者
」
と
、
第
三
項

及
び
第
六
項
中
「
第
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
第
六

項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
授
業
料
減
免
の
始
期
及
び
終
期
） 

第
十
一
条
の
二 

授
業
料
減
免
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
授
業
料
等

  

５ 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
選
考
の
結
果
、
選
考
対
象
者
が
授

業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
を
行
う
べ
き
者
で
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
を
行
う
と

と
も
に
、
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
対
し
、
そ
の
旨
並
び
に

減
免
額
算
定
基
準
額
の
区
分
（
施
行
令
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
区
分
を
い
う
。
）
及
び
授
業
料
等
減
免
の
額
を
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。 

 

６ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
授
業
料
等
減
免
の
額
が
当
該
確
認
大

学
等
の
定
め
る
授
業
料
等
（
授
業
料
及
び
入
学
金
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
未
満
と
な
る
場
合
は
、
授
業
料

等
減
免
対
象
者
が
当
該
確
認
大
学
等
に
納
付
す
べ
き
授
業
料
等
の

額
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

７ 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
選
考
の
結
果
、
選
考
対
象
者
が
授

業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
を
行
う
べ
き
者
で
な
い
と
認

め
る
と
き
は
、
当
該
選
考
対
象
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。 

[

項
を
加
え
る
。]

 

             

（
授
業
料
減
免
の
始
期
及
び
終
期
） 

第
十
一
条
の
二 
授
業
料
減
免
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
授
業
料
等
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減
免
対
象
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
月

分
か
ら
授
業
料
減
免
を
行
う
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
日
の
属
す
る

月
分
ま
で
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

確
認
大
学
等
へ
の
入
学
年
度
の
前
年
度
又
は
入
学
後
三
月
以

内
の
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
の
定
め
る
日
ま
で
に
減
免
申

請
書
等
を
提
出
し
た
者 

当
該
確
認
大
学
等
に
入
学
し
た
日
の

属
す
る
月 

二 

確
認
大
学
等
に
入
学
後
三
月
を
経
過
し
た
後
の
七
月
か
ら
十

二
月
ま
で
の
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
の
定
め
る
日
ま
で
に

減
免
申
請
書
等
を
提
出
し
た
者 

当
該
減
免
申
請
書
等
を
提
出

し
た
日
の
属
す
る
年
の
十
月 

三 

確
認
大
学
等
に
入
学
後
三
月
を
経
過
し
た
後
の
一
月
か
ら
六

月
ま
で
の
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
の
定
め
る
日
ま
で
に
減

免
申
請
書
等
を
提
出
し
た
者 

当
該
減
免
申
請
書
等
を
提
出
し

た
日
の
属
す
る
年
の
四
月 

 

（
緊
急
に
授
業
料
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
な
授
業
料
等
減
免

対
象
者
に
対
す
る
授
業
料
減
免
の
始
期
の
特
例
） 

第
十
一
条
の
三 

第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
授
業
料
等

減
免
対
象
者
に
対
す
る
授
業
料
減
免
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
授
業
料
等
減
免
対
象
者
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
月
分
か
ら
授
業
料
減
免
を
行

う
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
日
の
属
す
る
月
分
ま
で
行
う
も
の
と
す

る
。 

一 

第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
由
が
生
じ
た
日
（

以
下
「
事
由
発
生
日
」
と
い
う
。
）
が
確
認
大
学
等
へ
の
入
学

前
で
あ
り
、
確
認
大
学
等
に
入
学
後
三
月
以
内
の
日
ま
で
に
減

免
申
請
書
等
を
提
出
し
た
者 

当
該
確
認
大
学
等
に
入
学
し
た

日
の
属
す
る
月 

二 

事
由
発
生
日
が
確
認
大
学
等
へ
の
入
学
前
で
あ
り
、
確
認
大

学
等
に
入
学
後
三
月
を
経
過
し
て
減
免
申
請
書
等
を
提
出
し
た

者 

当
該
減
免
申
請
書
等
を
提
出
し
た
日
の
属
す
る
月 

三 

事
由
発
生
日
が
確
認
大
学
等
へ
の
入
学
後
で
あ
り
、
当
該
事

由
発
生
日
以
後
に
減
免
申
請
書
等
を
提
出
し
た
者 

当
該
減
免

申
請
書
等
を
提
出
し
た
日
の
属
す
る
月 

減
免
対
象
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
月

分
か
ら
授
業
料
減
免
を
行
う
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
日
の
属
す
る

月
分
ま
で
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

確
認
大
学
等
へ
の
入
学
年
度
の
前
年
度
又
は
入
学
後
三
月
以

内
の
確
認
大
学
等
の
定
め
る
日
ま
で
に
減
免
申
請
書
を
提
出
し

た
者 

当
該
確
認
大
学
等
に
入
学
し
た
日
の
属
す
る
月 

 

二 

確
認
大
学
等
に
入
学
後
三
月
を
経
過
し
た
後
の
七
月
か
ら
十

二
月
ま
で
の
当
該
確
認
大
学
等
の
定
め
る
日
ま
で
に
減
免
申
請

書
を
提
出
し
た
者 

当
該
減
免
申
請
書
を
提
出
し
た
日
の
属
す

る
年
の
十
月 

三 

確
認
大
学
等
に
入
学
後
三
月
を
経
過
し
た
後
の
一
月
か
ら
六

月
ま
で
の
当
該
確
認
大
学
等
の
定
め
る
日
ま
で
に
減
免
申
請
書

を
提
出
し
た
者 

当
該
減
免
申
請
書
を
提
出
し
た
日
の
属
す
る

年
の
四
月 

 

（
緊
急
に
授
業
料
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
な
授
業
料
等
減
免

対
象
者
に
対
す
る
授
業
料
減
免
の
始
期
の
特
例
） 

第
十
一
条
の
三 

第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
授
業
料
等

減
免
対
象
者
に
対
す
る
授
業
料
減
免
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
授
業
料
等
減
免
対
象
者
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
月
分
か
ら
授
業
料
減
免
を
行

う
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
日
の
属
す
る
月
分
ま
で
行
う
も
の
と
す

る
。 

一 

第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
由
が
生
じ
た
日
（

以
下
「
事
由
発
生
日
」
と
い
う
。
）
が
入
学
前
で
あ
り
、
入
学

後
三
月
以
内
の
日
ま
で
に
減
免
申
請
書
を
提
出
し
た
者 

当
該

確
認
大
学
等
に
入
学
し
た
日
の
属
す
る
月 

 
二 

事
由
発
生
日
が
入
学
前
で
あ
り
、
入
学
後
三
月
を
経
過
し
て

減
免
申
請
書
を
提
出
し
た
者 

当
該
減
免
申
請
書
を
提
出
し
た

日
の
属
す
る
月 

三 

事
由
発
生
日
が
入
学
後
で
あ
る
者 

当
該
減
免
申
請
書
を
提

出
し
た
日
の
属
す
る
月 
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（
授
業
料
等
減
免
対
象
者
の
学
業
成
績
の
判
定
） 

第
十
二
条 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
学
年
（
短
期
大
学
（
修
業

年
限
が
二
年
の
も
の
に
限
り
、
認
定
専
攻
科
を
含
む
。
）
、
高
等

専
門
学
校
（
認
定
専
攻
科
を
含
む
。
）
及
び
専
門
学
校
（
修
業
年

限
が
二
年
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
（
第
十
六
条
第
二
号
に
お
い

て
「
短
期
大
学
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
学
年
の
半
期
）

ご
と
に
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
の
学
業
成
績
が
別
表
第
二
に
定

め
る
基
準
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
（
以
下
「
適
格
認
定
に

お
け
る
学
業
成
績
の
判
定
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
授
業
料
等
減
免
対
象
者
等
の
収
入
額
及
び
資
産
額
等
の
判
定
等

） 

第
十
三
条 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
毎
年
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
判
定
（
以
下
「
適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額
・
資
産
額
等
の

判
定
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

   

一 

第
一
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者 

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲

げ
る
判
定 

イ 

当
該
第
一
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
、
そ
の
生
計
維
持

者
の
扶
養
親
族
で
あ
る
子
又
は
当
該
生
計
維
持
者
に
係
る
法

第
二
条
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
定 

ロ 

当
該
第
一
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者
の
生
計
維
持
者
の
扶

養
親
族
で
あ
る
子
の
数
及
び
当
該
生
計
維
持
者
に
係
る
法
第

二
条
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
数
の
合
計
が

三
人
以
上
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
定 

ハ 

当
該
第
一
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
維
持

者
に
係
る
直
近
の
資
産
の
合
計
額
が
第
十
条
第
二
項
第
三
号

ハ
に
定
め
る
額
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
定 

二 

第
二
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者 

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る

判
定 

 

（
授
業
料
等
減
免
対
象
者
の
学
業
成
績
の
判
定
） 

第
十
二
条 

確
認
大
学
等
は
、
学
年
（
短
期
大
学
（
修
業
年
限
が
二

年
の
も
の
に
限
り
、
認
定
専
攻
科
を
含
む
。
）
、
高
等
専
門
学
校

（
認
定
専
攻
科
を
含
む
。
）
及
び
専
門
学
校
（
修
業
年
限
が
二
年

以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
（
第
十
六
条
第
二
号
に
お
い
て
「
短
期

大
学
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
学
年
の
半
期
）
ご
と
に
、

授
業
料
等
減
免
対
象
者
の
学
業
成
績
が
別
表
第
二
に
定
め
る
基
準

に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
（
以
下
「
適
格
認
定
に
お
け
る
学

業
成
績
の
判
定
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
授
業
料
等
減
免
対
象
者
等
の
収
入
額
及
び
資
産
額
等
の
判
定
等

） 

第
十
三
条 

確
認
大
学
等
は
、
毎
年
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
及
び

そ
の
生
計
維
持
者
に
係
る
直
近
の
減
免
額
算
定
基
準
額
及
び
資
産

の
合
計
額
が
そ
れ
ぞ
れ
第
十
条
第
二
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
定
め

る
額
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
並
び
に
当
該
減
免
額
算
定
基

準
額
に
応
じ
た
授
業
料
減
免
の
額
の
判
定
（
以
下
「
適
格
認
定
に

お
け
る
収
入
額
・
資
産
額
等
の
判
定
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の

と
す
る
。 

 
[

号
を
加
え
る
。]

 

            

[

号
を
加
え
る
。]
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イ 

当
該
第
二
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
維
持

者
に
係
る
直
近
の
減
免
額
算
定
基
準
額
及
び
資
産
の
合
計
額

が
そ
れ
ぞ
れ
第
十
条
第
二
項
第
四
号
に
定
め
る
額
に
該
当
す

る
か
ど
う
か
の
判
定 

ロ 

当
該
減
免
額
算
定
基
準
額
に
応
じ
た
授
業
料
減
免
の
額
の

判
定 

２ 

第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
行
う
授
業
料
等
減

免
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
維
持
者
に
係
る
直
近
の
減
免
額
算
定
基

準
額
が
第
十
条
第
二
項
第
四
号
に
定
め
る
額
未
満
か
ど
う
か
の
判

定
及
び
当
該
減
免
額
算
定
基
準
額
に
応
じ
た
授
業
料
減
免
の
額
の

判
定
は
、
事
由
発
生
日
の
属
す
る
年
の
翌
々
年
に
前
項
の
規
定
に

よ
り
適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額
・
資
産
額
等
の
判
定
が
行
わ
れ

る
ま
で
の
間
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
月
ご
と
（
事

由
発
生
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
月
を
経
過
し
た
後
に
あ
っ
て
は
、

一
年
ご
と
）
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
対
し
、

当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
適
格
認

定
に
お
け
る
収
入
額
・
資
産
額
等
の
判
定
の
た
め
に
必
要
な
書
類

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額
・
資

産
額
等
の
判
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
機
構
省
令
第
二
十
三
条

の
七
に
規
定
す
る
適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額
・
資
産
額
等
の
結

果
そ
の
他
の
機
構
の
保
有
す
る
情
報
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で

き
る
。 

 

５ 
[

略]
 
 

６ 

第
三
項
の
書
類
の
提
出
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。 

 

（
授
業
料
減
免
の
額
の
変
更
） 

第
十
四
条 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
適
格
認
定
に
お
け
る
収
入

額
・
資
産
額
等
の
判
定
の
結
果
、
第
二
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者

の
授
業
料
減
免
の
額
を
変
更
す
べ
き
と
き
は
、
毎
年
十
月
に
当
該

授
業
料
減
免
の
額
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

      

２ 

第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
行
う
授
業
料
等
減

免
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
維
持
者
に
係
る
直
近
の
減
免
額
算
定
基

準
額
が
第
十
条
第
二
項
第
三
号
イ
に
定
め
る
額
に
該
当
す
る
か
ど

う
か
の
判
定
及
び
当
該
減
免
額
算
定
基
準
額
に
応
じ
た
授
業
料
減

免
の
額
の
判
定
は
、
事
由
発
生
日
の
属
す
る
年
の
翌
々
年
に
前
項

の
規
定
に
よ
り
適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額
・
資
産
額
等
の
判
定

が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
月

ご
と
（
事
由
発
生
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
月
を
経
過
し
た
後
に
あ

っ
て
は
、
一
年
ご
と
）
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

確
認
大
学
等
は
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
対
し
、
確
認
大
学

等
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額
・
資

産
額
等
の
判
定
の
た
め
に
必
要
な
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。 

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
機
構
省
令
第
二
十
三

条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
適
格
認
定
に

お
け
る
収
入
額
・
資
産
額
等
の
判
定
を
行
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
確
認
大
学
等
が
適
格
認

定
に
お
け
る
収
入
額
・
資
産
額
等
の
判
定
を
行
っ
た
者
と
み
な
す

。 

５ 
[

同
上]

 
 

[

項
を
加
え
る
。]

 

  
（
授
業
料
減
免
の
額
の
変
更
） 

第
十
四
条 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
適
格
認
定
に
お
け
る
収
入

額
・
資
産
額
等
の
判
定
の
結
果
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
の
授
業

料
減
免
の
額
を
変
更
す
べ
き
と
き
は
、
毎
年
十
月
に
当
該
授
業
料

減
免
の
額
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。 
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２ 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
判
定

の
結
果
、
第
二
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者
の
授
業
料
減
免
の
額
を

変
更
す
べ
き
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
判
定

を
行
っ
た
日
の
属
す
る
月
に
、
当
該
授
業
料
減
免
の
額
の
変
更
を

行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

第
二
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者
の
授
業
料
減
免
の
額
を
変
更
す
べ

き
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
事
由
が
生
じ
た
日
の
前
日
の
属

す
る
月
の
翌
月
に
、
当
該
授
業
料
減
免
の
額
の
変
更
を
行
う
も
の

と
す
る
。 

 

（
生
計
維
持
者
の
変
更
等
の
届
出
） 

第
十
四
条
の
二 

授
業
料
等
減
免
対
象
者
は
、
そ
の
生
計
維
持
者
の

変
更
又
は
国
籍
若
し
く
は
在
留
資
格
の
変
更
若
し
く
は
在
留
期
間

の
更
新
が
あ
っ
た
と
き
は
、
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
変
更
又
は
更
新
の
あ
っ
た
事
項
を
当
該
確
認

大
学
等
の
設
置
者
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
認
定
の
取
消
し
等
） 

第
十
五
条 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
減
免
認
定
又
は
減

免
変
更
認
定
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。 

一
～
三 

[

略]
 
 

２ 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
減
免
認
定
又

は
減
免
変
更
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
及
び
機
構
に

対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
適
格
認
定
に
お
け
る
学
業
成
績
の

判
定
の
結
果
、
当
該
学
業
成
績
が
別
表
第
二
の
上
欄
に
定
め
る
警

告
の
区
分
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に

対
し
、
学
業
成
績
が
不
振
で
あ
る
旨
の
警
告
を
行
う
も
の
と
す
る

。 

 

第
十
六
条 

授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
と
し
て
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
減
免
認
定
又
は
減

免
変
更
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
当
該
減
免
認
定
又
は
減
免

２ 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
判
定

の
結
果
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
の
授
業
料
減
免
の
額
を
変
更
す

べ
き
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
判
定
を
行
っ

た
日
の
属
す
る
月
に
、
当
該
授
業
料
減
免
の
額
の
変
更
を
行
う
も

の
と
す
る
。 

３ 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

授
業
料
等
減
免
対
象
者
の
授
業
料
減
免
の
額
を
変
更
す
べ
き
事
由

が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
事
由
が
生
じ
た
日
の
前
日
の
属
す
る
月

の
翌
月
に
、
当
該
授
業
料
減
免
の
額
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る

。 

 

（
生
計
維
持
者
の
変
更
等
の
届
出
） 

第
十
四
条
の
二 

授
業
料
等
減
免
対
象
者
は
、
そ
の
生
計
維
持
者
の

変
更
又
は
国
籍
若
し
く
は
在
留
資
格
の
変
更
若
し
く
は
在
留
期
間

の
更
新
が
あ
っ
た
と
き
は
、
確
認
大
学
等
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
変
更
又
は
更
新
の
あ
っ
た
事
項
を
確
認
大
学
等
に
届
け

出
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
認
定
の
取
消
し
等
） 

第
十
五
条 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
授
業
料
等
減
免
対

象
者
と
し
て
の
認
定
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。 

一
～
三 

[

同
上]

 
 

２ 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
等
減

免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
及
び

機
構
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

確
認
大
学
等
は
、
適
格
認
定
に
お
け
る
学
業
成
績
の
判
定
の
結

果
、
当
該
学
業
成
績
が
別
表
第
二
の
上
欄
に
定
め
る
警
告
の
区
分

に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
対
し
、
学

業
成
績
が
不
振
で
あ
る
旨
の
警
告
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

  

第
十
六
条 
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
と
し
て
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
当
該
授
業
料
等
減

免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
当
該
授
業
料



 

18 

変
更
認
定
の
効
力
が
当
該
各
号
に
定
め
る
日
に
遡
っ
て
失
わ
れ
る

も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

[

略]
 

 

第
十
七
条 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
第
十
五
条
第
一
項
及
び
前

条
の
規
定
に
よ
り
減
免
認
定
又
は
減
免
変
更
認
定
を
取
り
消
し
た

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
し
た
文

部
科
学
大
臣
等
に
対
し
、
当
該
取
消
し
の
年
月
日
並
び
に
当
該
取

り
消
さ
れ
た
者
の
人
数
及
び
授
業
料
等
減
免
の
額
の
合
計
額
を
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
認
定
の
効
力
の
停
止
等
） 

第
十
八
条 

授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
き
は
、
減
免
認
定
又
は
減
免
変
更
認
定
の
効
力
が
停
止
さ
れ
る

も
の
と
す
る
。 

一 

日
本
国
籍
を
有
し
な
く
な
り
、
第
九
条
第
二
項
各
号
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
と
き
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第

二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
本
邦
に
在
留
す
る
こ
と

が
で
き
る
期
間
内
に
第
九
条
第
三
項
各
号
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
っ
た
者
を
除
く
。
）
。 

二 

日
本
国
籍
を
有
せ
ず
、
第
九
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
。 

三
～
五 

[

略]
 

六 

適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額
・
資
産
額
等
の
判
定
の
結
果
、

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た

と
き
。 

 

イ 

第
一
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者 

次
に
掲
げ
る
場
合
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合 

⑴ 

当
該
第
一
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
、
そ
の
生
計
維

持
者
の
扶
養
親
族
で
あ
る
子
又
は
当
該
生
計
維
持
者
に
係

る
法
第
二
条
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
い

ず
れ
に
も
該
当
し
な
く
な
っ
た
場
合 

⑵ 

当
該
第
一
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者
の
生
計
維
持
者
の

等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
の
効
力
が
当
該
各
号
に
定
め
る
日

に
遡
っ
て
失
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 
[

同
上]

 

 

第
十
七
条 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
第
十
五
条
第
一
項
及
び
前

条
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
を
取
り

消
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を

し
た
文
部
科
学
大
臣
等
に
対
し
、
当
該
取
消
し
の
年
月
日
並
び
に

当
該
取
り
消
さ
れ
た
者
の
人
数
及
び
授
業
料
等
減
免
の
額
の
合
計

額
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
認
定
の
効
力
の
停
止
等
） 

第
十
八
条 

授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
き
は
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
の
効
力
が
停
止

さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

日
本
国
籍
を
有
し
な
く
な
り
、
第
九
条
第
三
項
各
号
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
と
き
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第

二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
本
邦
に
在
留
す
る
こ
と

が
で
き
る
期
間
内
に
第
九
条
第
三
項
各
号
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
っ
た
者
を
除
く
。
）
。 

二 

日
本
国
籍
を
有
せ
ず
、
第
九
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
。 

三
～
五 

[

略]
 

六 

適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額
・
資
産
額
等
の
判
定
の
結
果
、

授
業
料
等
減
免
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
維
持
者
に
係
る
直
近
の

減
免
額
算
定
基
準
額
又
は
資
産
の
合
計
額
が
そ
れ
ぞ
れ
第
十
条

第
二
項
第
三
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額
に
該
当
し
な
く
な
っ
た

と
き
。 

[

イ
を
加
え
る
。]
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扶
養
親
族
で
あ
る
子
の
数
及
び
当
該
生
計
維
持
者
に
係
る

法
第
二
条
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
数
の

合
計
が
三
人
未
満
と
な
っ
た
場
合 

⑶ 

当
該
第
一
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
維

持
者
に
係
る
直
近
の
資
産
の
合
計
額
が
第
十
条
第
二
項
第

三
号
ハ
に
定
め
る
額
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
場
合 

ロ 
第
二
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者 

当
該
第
二
号
授
業
料
等

減
免
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
維
持
者
に
係
る
直
近
の
減
免
額

算
定
基
準
額
又
は
資
産
の
合
計
額
が
そ
れ
ぞ
れ
第
十
条
第
二

項
第
四
号
に
定
め
る
額
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
場
合 

七 

第
二
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
公
示
対
象
学
部
等
に
在
学

し
な
く
な
っ
た
と
き
（
施
行
令
第
二
条
第
二
項
本
文
に
規
定
す

る
方
法
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
が
五
万
千
三
百
円
以
上
十
五
万

四
千
五
百
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
。 

 

八 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
の
定
め
る
日
ま
で
に
第
十
三
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
求
め
ら
れ
た
書
類
を
そ
の
在
学
す
る

確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
提
出
し
な
い
と
き
。 

九 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
の
定
め
る
日
ま
で
に
第
十
四
条
の
二

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
の
設
置
者

に
対
し
行
わ
な
い
と
き
。 

十 

前
九
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
減
免
認
定
又
は
減
免
変
更

認
定
の
効
力
の
停
止
に
つ
い
て
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
か
ら

申
出
が
あ
っ
た
と
き
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
減
免
認
定
又
は
減
免
変
更
認
定
の
効
力
が

停
止
さ
れ
た
授
業
料
等
減
免
対
象
者
で
あ
っ
て
次
の
各
号
に
掲
げ

る
者
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は

、
減
免
認
定
又
は
減
免
変
更
認
定
の
効
力
の
停
止
が
解
除
さ
れ
る

も
の
と
す
る
。 

一 

前
項
第
一
号
又
は
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者 

日
本
国
籍

を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
又
は
第
九
条
第
二
項
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。 

二
～
五 

[

略]
 

六 

前
項
第
六
号
に
該
当
す
る
者 

適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額

・
資
産
額
等
の
判
定
の
結
果
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
授
業

       
[

ロ
を
加
え
る
。]

 

   

七 

公
示
対
象
学
部
等
に
在
学
し
な
く
な
っ
た
と
き
（
施
行
令
第

二
条
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
が

五
万
千
三
百
円
以
上
十
五
万
四
千
五
百
円
未
満
で
あ
る
者
（
第

十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
多
子
世
帯
に
お
け
る
生
計
維
持
者
の

扶
養
親
族
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
。 

八 

確
認
大
学
等
の
定
め
る
日
ま
で
に
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
提
出
を
求
め
ら
れ
た
書
類
を
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学

等
に
提
出
し
な
い
と
き
。 

九 

確
認
大
学
等
の
定
め
る
日
ま
で
に
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に

よ
る
届
出
を
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
に
対
し
行
わ
な
い
と

き
。 

十 

前
九
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
と

し
て
の
認
定
の
効
力
の
停
止
に
つ
い
て
、
授
業
料
等
減
免
対
象

者
か
ら
申
出
が
あ
っ
た
と
き
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
の

効
力
が
停
止
さ
れ
た
授
業
料
等
減
免
対
象
者
で
あ
っ
て
次
の
各
号

に
掲
げ
る
者
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る

と
き
は
、
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
の
効
力
の

停
止
が
解
除
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

前
項
第
一
号
又
は
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者 

日
本
国
籍

を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
又
は
第
九
条
第
三
項
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。 

二
～
五 

[
同
上]

 
 

六 

前
項
第
六
号
に
該
当
す
る
者 

適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額

・
資
産
額
等
の
判
定
の
結
果
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
及
び
そ
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料
等
減
免
対
象
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
場

合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。 

    

イ 
第
一
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者 

次
に
掲
げ
る
場
合
の
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合 

⑴ 

当
該
第
一
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
、
そ
の
生
計
維

持
者
の
扶
養
親
族
で
あ
る
子
又
は
当
該
生
計
維
持
者
に
係

る
法
第
二
条
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合 

⑵ 

当
該
第
一
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者
の
生
計
維
持
者
の

扶
養
親
族
で
あ
る
子
の
数
及
び
当
該
生
計
維
持
者
に
係
る

法
第
二
条
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
数
の

合
計
が
三
人
以
上
と
な
っ
た
場
合 

⑶ 

当
該
第
一
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
維

持
者
に
係
る
直
近
の
資
産
の
合
計
額
が
第
十
条
第
二
項
第

三
号
ハ
に
定
め
る
額
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合 

ロ 

第
二
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者 

次
に
掲
げ
る
場
合
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合 

⑴ 

当
該
第
二
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
維

持
者
に
係
る
直
近
の
減
免
額
算
定
基
準
額
及
び
資
産
の
合

計
額
が
そ
れ
ぞ
れ
第
十
条
第
二
項
第
四
号
に
定
め
る
額
に

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合 

⑵ 

公
示
対
象
学
部
等
に
在
学
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
（

当
該
第
二
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
維
持

者
に
係
る
施
行
令
第
二
条
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
方
法

に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
が
五
万
千
三
百
円
以
上
十
五
万
四

千
五
百
円
未
満
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
者
が
有
す
る
資
産

の
合
計
額
が
五
千
万
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
） 

七 

前
項
第
七
号
に
該
当
す
る
者 

公
示
対
象
学
部
等
に
在
学
す

る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
（
施
行
令
第
二
条
第
二
項
本
文
に
規
定

す
る
方
法
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
が
五
万
千
三
百
円
以
上
十
五

万
四
千
五
百
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
適
格
認
定

の
生
計
維
持
者
に
係
る
直
近
の
減
免
額
算
定
基
準
額
及
び
資
産

の
合
計
額
が
そ
れ
ぞ
れ
第
十
条
第
二
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
定

め
る
額
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
又
は
公
示
対
象
学
部

に
在
学
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
（
施
行
令
第
二
条
第
二
項
本

文
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
が
五
万
千
三
百
円

以
上
十
五
万
四
千
五
百
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
。 

 
[

イ
を
加
え
る
。]

 

             
[

ロ
を
加
え
る
。]

 

           

七 
前
項
第
七
号
に
該
当
す
る
者 

公
示
対
象
学
部
等
に
在
学
す

る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
（
施
行
令
第
二
条
第
二
項
本
文
に
規
定

す
る
方
法
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
が
五
万
千
三
百
円
以
上
十
五

万
四
千
五
百
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
適
格
認
定
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に
お
け
る
収
入
額
・
資
産
額
等
の
判
定
の
結
果
、
授
業
料
等
減

免
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
維
持
者
に
係
る
直
近
の
減
免
額
算
定

基
準
額
及
び
資
産
の
合
計
額
が
そ
れ
ぞ
れ
第
十
条
第
二
項
第
四

号
に
定
め
る
額
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。 

八 
前
項
第
八
号
に
該
当
す
る
者 

第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
書
類
を
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
提
出
し

た
と
き
。 

九 

前
項
第
九
号
に
該
当
す
る
者 

届
出
事
項
（
第
十
四
条
の
二

に
規
定
す
る
事
項
を
い
う
。
）
を
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等

の
設
置
者
に
届
け
出
た
と
き
。 

十 

前
項
第
十
号
に
該
当
す
る
者 

減
免
認
定
又
は
減
免
変
更
認

定
の
効
力
の
停
止
の
解
除
に
つ
い
て
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者

か
ら
申
出
が
あ
っ
た
と
き
。 

３ 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
次
の
各

号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
及
び
機
構

に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
減
免
認
定
又
は
減
免
変
更
認
定
の
効

力
が
停
止
さ
れ
た
と
き
。 

二 

前
項
の
規
定
に
よ
り
減
免
認
定
又
は
減
免
変
更
認
定
の
効
力

の
停
止
が
解
除
さ
れ
た
と
き
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
減
免
認
定
又
は
減
免
変
更
認
定
の
効
力

が
停
止
さ
れ
、
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
減
免
認
定
又
は
減
免

変
更
認
定
の
効
力
の
停
止
が
解
除
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
停
止
又

は
そ
の
解
除
の
日
の
前
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
、
授
業
料
減

免
を
停
止
又
は
再
開
す
る
も
の
と
す
る
。 

５ 
[

略]
 

 

（
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
等
に
係
る
減
免
額
算
定
基
準
額
の

算
定
） 

第
十
九
条 

施
行
令
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
文
部
科
学
省
令
で

定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

選
考
対
象
者
（
法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
認
定
事
由
に
該

当
す
る
者
と
し
て
減
免
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
限
る
。

第
三
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
授
業
料
等

減
免
対
象
者
又
は
そ
の
生
計
維
持
者
が
施
行
令
第
二
条
第
二
項

に
お
け
る
収
入
額
・
資
産
額
等
の
判
定
の
結
果
、
授
業
料
等
減

免
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
維
持
者
に
係
る
直
近
の
減
免
額
算
定

基
準
額
及
び
資
産
の
合
計
額
が
そ
れ
ぞ
れ
第
十
条
第
二
項
第
三

号
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
額
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。 

八 

前
項
第
八
号
に
該
当
す
る
者 

第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
書
類
を
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
に
提
出
し
た
と
き
。 

 

九 

前
項
第
九
号
に
該
当
す
る
者 

届
出
事
項
（
第
十
四
条
の
二

に
規
定
す
る
事
項
を
い
う
。
）
を
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等

に
届
け
出
た
と
き
。 

十 

前
項
第
十
号
に
該
当
す
る
者 

授
業
料
等
減
免
対
象
者
と
し

て
の
認
定
の
効
力
の
停
止
の
解
除
に
つ
い
て
、
授
業
料
等
減
免

対
象
者
か
ら
申
出
が
あ
っ
た
と
き
。 

３ 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
次
の
各

号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
及
び
機
構
に
対
し
、
そ
の
旨
を

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認

定
の
効
力
が
停
止
さ
れ
た
と
き
。 

二 

前
項
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定

の
効
力
の
停
止
が
解
除
さ
れ
た
と
き
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定

の
効
力
が
停
止
さ
れ
、
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
等
減

免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
の
効
力
の
停
止
が
解
除
さ
れ
た
と
き
は

、
当
該
停
止
又
は
そ
の
解
除
の
日
の
前
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か

ら
、
授
業
料
減
免
を
停
止
又
は
再
開
す
る
も
の
と
す
る
。 

５ 
[

同
上]

 

 

（
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
等
に
係
る
減
免
額
算
定
基
準
額
の

算
定
） 

第
十
九
条 

施
行
令
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
文
部
科
学
省
令
で

定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 
選
考
対
象
者
若
し
く
は
授
業
料
等
減
免
対
象
者
又
は
そ
の
生

計
維
持
者
が
施
行
令
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
市

町
村
民
税
の
所
得
割
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
地
方
税
法
の
施
行

地
に
住
所
を
有
し
な
い
場
合 
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た
だ
し
書
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
賦
課
期
日
に

お
い
て
地
方
税
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
場
合 

二 

生
計
維
持
者
の
死
亡
、
災
害
そ
の
他
の
予
期
し
な
か
っ
た
事

由
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
緊
急
に
授
業
料
等
減
免
を
受
け
る
こ

と
（
既
に
減
免
認
定
又
は
減
免
変
更
認
定
を
受
け
て
い
る
学
生

等
に
あ
っ
て
は
、
授
業
料
減
免
の
額
を
変
更
す
る
こ
と
）
が
必

要
と
な
っ
た
場
合 

三 
[

略]
 
 

四 

選
考
対
象
者
又
は
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
、
公
示
対
象
学

部
等
（
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
又
は
高
等
専
門
学
校
の

学
部
等
に
限
る
。
）
に
在
学
す
る
者
（
通
信
に
よ
る
教
育
を
受

け
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
施
行
令
第
二
条

第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
が
五
万

千
三
百
円
以
上
十
五
万
四
千
五
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
。 

  

２ 
[

略]
 

 

別
表
第
二 

適
格
認
定
に
お
け
る
学
業
成
績
の
基
準
（
第
十
条
、
第

十
二
条
及
び
第
十
五
条
関
係
） 

区
分 

学
業
成
績
の
基
準 

廃
止 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
（
災

害
、
傷
病
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
っ

て
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
。 

一 
[

略]
 

二 

修
得
し
た
単
位
数
（
単
位
制
に
よ
ら
な
い
専

門
学
校
に
あ
っ
て
は
、
履
修
科
目
の
単
位
時
間

数
。
以
下
本
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
数

が
標
準
単
位
数
の
六
割
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

三 

履
修
科
目
の
授
業
へ
の
出
席
率
が
六
割
以
下

で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
学
修
意
欲
が
著
し
く
低

い
状
況
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

四 
[

略]
 

停
止 

[

略]
 

警
告 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
（
災

  

二 

生
計
維
持
者
の
死
亡
、
災
害
そ
の
他
の
予
期
し
な
か
っ
た
事

由
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
緊
急
に
授
業
料
等
減
免
を
受
け
る
こ

と
（
既
に
授
業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
を
受
け
て
い

る
学
生
等
に
あ
っ
て
は
、
授
業
料
減
免
の
額
を
変
更
す
る
こ
と

）
が
必
要
と
な
っ
た
場
合 

三 
[

同
上]

 

四 

選
考
対
象
者
又
は
授
業
料
等
減
免
対
象
者
（
第
十
条
第
五
項

に
規
定
す
る
多
子
世
帯
に
お
け
る
生
計
維
持
者
の
扶
養
親
族
を

除
く
。
）
が
、
公
示
対
象
学
部
等
（
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く

。
）
又
は
高
等
専
門
学
校
の
学
部
等
に
限
る
。
）
に
在
学
す
る

者
（
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合

で
あ
っ
て
、
施
行
令
第
二
条
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
方
法
に

よ
っ
て
算
定
し
た
額
が
五
万
千
三
百
円
以
上
十
五
万
四
千
五
百

円
未
満
で
あ
る
と
き
。 

２ 
[

同
上]

 

 

別
表
第
二 

適
格
認
定
に
お
け
る
学
業
成
績
の
基
準
（
第
十
条
、
第

十
二
条
及
び
第
十
五
条
関
係
） 

区
分 

学
業
成
績
の
基
準 

廃
止 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
（
災

害
、
傷
病
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
っ

て
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
。 

一 
[

同
上]

 

二 

修
得
し
た
単
位
数
（
単
位
制
に
よ
ら
な
い
専

門
学
校
に
あ
っ
て
は
、
履
修
科
目
の
単
位
時
間

数
。
以
下
本
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
数

が
標
準
単
位
数
の
五
割
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

三 

履
修
科
目
の
授
業
へ
の
出
席
率
が
五
割
以
下

で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
学
修
意
欲
が
著
し
く
低

い
状
況
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

四 
[

同
上]

 

停
止 

[
同
上]

 

警
告 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
（
災
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害
、
傷
病
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
っ

て
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
。 

一 

修
得
し
た
単
位
数
の
合
計
数
が
標
準
単
位
数

の
七
割
以
下
で
あ
る
こ
と
（
廃
止
の
項
第
二
号

に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

。 
二
・
三 

[

略]
 

備
考 

一
～
三 

[

略]
 

 

害
、
傷
病
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
っ

て
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
。 

一 

修
得
し
た
単
位
数
の
合
計
数
が
標
準
単
位
数

の
六
割
以
下
で
あ
る
こ
と
（
廃
止
の
項
第
二
号

に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

。 

二
・
三 

[

同
上]

 

備
考 

一
～
三 

[

同
上]

 
 

 

 
 

備
考 

表
中
の[

 
]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 

 
 

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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25 

 



 

26 

 



 

27 

様
式
第
二
号
の
四―

①
別
紙
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 



 

28 

 



 

29 

 



 

30 

 



 

31 

様
式
第
二
号
の
四―

②
別
紙
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

32 

 



 

33 

 



 

34 
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（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
文
部
科
学
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に

こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に

こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 
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改 

正 

後 

改 

正 

前 
第
二
十
三
条
の
二 

学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に

係
る
選
考
（
以
下
単
に
「
選
考
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
選
考
対
象
者
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年

法
律
第
八
号
。
以
下
「
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項

の
確
認
（
以
下
単
に
「
確
認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
大
学
（

学
校
教
育
法
第
百
三
条
に
規
定
す
る
大
学
を
除
き
、
短
期
大
学

の
認
定
専
攻
科
（
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
専

攻
科
を
い
う
。
同
条
を
除
き
、
以
下
「
認
定
専
攻
科
」
と
い
う

。
）
を
含
む
。
）
、
高
等
専
門
学
校
（
第
四
学
年
、
第
五
学
年

及
び
認
定
専
攻
科
に
限
る
。
）
及
び
専
門
学
校
（
専
門
課
程
を

置
く
専
修
学
校
を
い
い
、
専
門
課
程
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）

（
以
下
「
大
学
等
」
と
い
う
。
）
に
入
学
（
高
等
専
門
学
校
の

第
四
学
年
へ
の
進
級
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
し
た
と
き
学
資

支
給
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
高
等
学
校
等
在
学
者
又
は

高
等
学
校
等
卒
業
者
（
高
等
学
校
又
は
高
等
専
門
学
校
（
第
一

学
年
か
ら
第
三
学
年
ま
で
に
限
る
。
）
若
し
く
は
専
修
学
校
の

高
等
課
程
（
以
下
「
高
等
学
校
等
」
と
い
う
。
）
を
初
め
て
卒

業
又
は
修
了
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
か
ら
第
二
十
三
条

の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
（
次
号
に
お
い
て
「
認
定
申

請
」
と
い
う
。
）
の
日
ま
で
の
期
間
が
二
年
を
経
過
し
て
い
な

い
者
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
入
学
し
よ
う
と
す
る
大
学
等
に

お
け
る
学
修
意
欲
を
有
す
る
者
と
し
て
当
該
高
等
学
校
等
の
校

長
の
推
薦
を
受
け
た
も
の 

二 

支
援
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
確
認
大
学
等
（
以
下
単

に
「
確
認
大
学
等
」
と
い
う
。
）
に
入
学
し
た
と
き
学
資
支
給

金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
認
定
試
験
合
格
者
等
（
試
験
規

則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
な
っ
た
年
度
（
次
号
ニ
に
お
い
て
「

認
定
試
験
受
験
資
格
取
得
年
度
」
と
い
う
。
）
の
初
日
か
ら
認

定
試
験
合
格
者
等
と
な
っ
た
日
ま
で
の
期
間
が
五
年
を
経
過
し

て
い
な
い
者
（
五
年
を
経
過
し
た
後
も
引
き
続
き
入
学
し
よ
う

第
二
十
三
条
の
二 

学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に

係
る
選
考
（
以
下
単
に
「
選
考
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
選
考
対
象
者
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年

法
律
第
八
号
。
次
号
に
お
い
て
「
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
七

条
第
一
項
の
確
認
（
以
下
単
に
「
確
認
」
と
い
う
。
）
を
受
け

た
大
学
（
学
校
教
育
法
第
百
三
条
に
規
定
す
る
大
学
を
除
き
、

短
期
大
学
の
認
定
専
攻
科
（
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
要
件
を

満
た
す
専
攻
科
を
い
う
。
同
条
を
除
き
、
以
下
「
認
定
専
攻
科

」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
）
、
高
等
専
門
学
校
（
第
四
学
年
、

第
五
学
年
及
び
認
定
専
攻
科
に
限
る
。
）
及
び
専
門
学
校
（
専

門
課
程
を
置
く
専
修
学
校
を
い
い
、
専
門
課
程
に
限
る
。
以
下

同
じ
。
）
（
以
下
「
大
学
等
」
と
い
う
。
）
に
入
学
（
高
等
専

門
学
校
の
第
四
学
年
へ
の
進
級
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
し
た

と
き
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
高
等
学
校
等
在

学
者
又
は
高
等
学
校
等
卒
業
者
（
高
等
学
校
又
は
高
等
専
門
学

校
（
第
一
学
年
か
ら
第
三
学
年
ま
で
に
限
る
。
）
若
し
く
は
専

修
学
校
の
高
等
課
程
（
以
下
「
高
等
学
校
等
」
と
い
う
。
）
を

初
め
て
卒
業
又
は
修
了
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
か
ら
第

二
十
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
（
次
号
に
お
い
て

「
認
定
申
請
」
と
い
う
。
）
の
日
ま
で
の
期
間
が
二
年
を
経
過

し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
入
学
し
よ
う
と
す
る

大
学
等
に
お
け
る
学
修
意
欲
を
有
す
る
者
と
し
て
当
該
高
等
学

校
等
の
校
長
の
推
薦
を
受
け
た
も
の 

二 

支
援
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
確
認
大
学
等
（
以
下
単

に
「
確
認
大
学
等
」
と
い
う
。
）
に
入
学
し
た
と
き
学
資
支
給

金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
認
定
試
験
合
格
者
等
（
試
験
規

則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
な
っ
た
年
度
（
次
号
ニ
に
お
い
て
「

認
定
試
験
受
験
資
格
取
得
年
度
」
と
い
う
。
）
の
初
日
か
ら
認

定
試
験
合
格
者
等
と
な
っ
た
日
ま
で
の
期
間
が
五
年
を
経
過
し

て
い
な
い
者
（
五
年
を
経
過
し
た
後
も
引
き
続
き
入
学
し
よ
う



 

37 

と
す
る
大
学
等
に
お
け
る
学
修
意
欲
を
有
す
る
者
と
し
て
機
構

が
認
め
る
者
（
以
下
「
機
構
確
認
者
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。

）
で
あ
っ
て
、
認
定
試
験
合
格
者
等
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
年

度
の
末
日
か
ら
認
定
申
請
の
日
ま
で
の
期
間
が
二
年
を
経
過
し

て
い
な
い
者
に
限
る
。
） 

三 
[

略]
 

２ 

選
考
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
及
び
方
法
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。 

一
～
三 

[

略]
 

四 

選
考
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
（
以
下
「
生
計

維
持
者
」
と
い
う
。
）
の
資
産
（
現
金
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も

の
、
預
貯
金
並
び
に
有
価
証
券
を
い
う
。
附
則
第
三
条
を
除
き

、
以
下
同
じ
。
）
の
状
況
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
支
給
額
算

定
基
準
額
（
令
第
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
支
給
額
算
定

基
準
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
方
法
に

よ
り
、
極
め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

イ 

五
万
千
三
百
円
未
満 

次
に
掲
げ
る
選
考
対
象
者
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件 

  

⑴ 

選
考
対
象
者
の
う
ち
、
そ
の
生
計
維
持
者
（
扶
養
親
族

（
令
第
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
支
給

年
度
分
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十

六
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ

る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
生
計
維

持
者
の
扶
養
親
族
（
当
該
生
計
維
持
者
が
、
同
項
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
賦
課
期
日
に
お

い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て

は
、
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
者
）

を
い
い
、
生
計
維
持
者
の
い
ず
れ
か
の
尊
属
で
あ
る
者
及

び
扶
養
す
る
生
計
維
持
者
の
年
長
者
で
あ
る
者
（
生
計
維

持
者
の
い
ず
れ
か
の
子
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
を
除
く
。

以
下
こ
の
号
並
び
に
第
四
十
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
者
の
数
及
び
当
該
者
に
準

と
す
る
大
学
等
に
お
け
る
学
修
意
欲
を
有
す
る
者
と
し
て
機
構

が
認
め
る
者
（
以
下
「
機
構
確
認
者
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。

）
で
あ
っ
て
、
認
定
試
験
合
格
者
等
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
年

度
の
末
日
か
ら
認
定
申
請
の
日
ま
で
の
期
間
が
二
年
を
経
過
し

て
い
な
い
者
に
限
る
。
） 

三 
[

同
上]

 

２ 

選
考
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
及
び
方
法
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。 

一
～
三 

[

同
上]

 
 

四 

選
考
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
（
以
下
「
生
計

維
持
者
」
と
い
う
。
）
の
収
入
及
び
資
産
の
状
況
に
つ
い
て
、

次
に
掲
げ
る
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
に
該
当
す
る
か

ど
う
か
を
判
定
す
る
方
法
に
よ
り
、
極
め
て
修
学
に
困
難
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

   

イ 

支
給
額
算
定
基
準
額
（
令
第
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す

る
支
給
額
算
定
基
準
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

次
の
⑴

か
ら
⑶
ま
で
に
掲
げ
る
選
考
対
象
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
定
め
る
額 

⑴ 

多
子
世
帯
に
お
け
る
生
計
維
持
者
の
扶
養
親
族
（
令
第

八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
支
給
年
度
分

の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別

区
民
税
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
生
計
維
持
者
の

扶
養
親
族
（
当
該
生
計
維
持
者
が
、
同
項
た
だ
し
書
に
規

定
す
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同

法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ

れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
者
）
を
い
い

、
生
計
維
持
者
の
い
ず
れ
か
の
尊
属
で
あ
る
者
及
び
扶
養

す
る
生
計
維
持
者
の
年
長
者
で
あ
る
者
（
生
計
維
持
者
の

い
ず
れ
か
の
子
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
を
除
く
。
以
下
同

じ
。
）
で
あ
る
者 

十
五
万
四
千
五
百
円
未
満 
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ず
る
者
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
数
の
合

計
が
三
人
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
扶
養
親
族
で

あ
る
者
又
は
当
該
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
文
部
科
学
大
臣

が
定
め
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

選
考
対

象
者
及
び
そ
の
生
計
維
持
者
が
有
す
る
資
産
の
合
計
額
が

三
億
円
未
満
で
あ
る
こ
と
。 

⑵ 
⑴
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者 

選
考
対
象
者
及
び
そ
の
生

計
維
持
者
が
有
す
る
資
産
の
合
計
額
が
五
千
万
円
未
満
で

あ
る
こ
と
。 

  [

⑶
を
削
る
。]

 

 

ロ 

五
万
千
三
百
円
以
上
十
五
万
四
千
六
百
円
未
満 

次
に
掲

げ
る
選
考
対
象
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

要
件 

  

⑴ 

イ
⑴
に
掲
げ
る
者 

選
考
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
維
持

者
が
有
す
る
資
産
の
合
計
額
が
三
億
円
未
満
で
あ
る
こ
と

。 

⑵ 

選
考
対
象
者
の
う
ち
、
公
示
対
象
学
部
等
（
大
学
等
に

お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
条
第

二
項
第
三
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
公
示
対
象
学
部
等
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
に
在
学
す
る
も
の
（
⑴
に
掲
げ
る
者
を

除
く
。
） 

選
考
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
維
持
者
が
有
す

る
資
産
の
合
計
額
が
五
千
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

十
五
万
四
千
六
百
円
以
上 

選
考
対
象
者
（
イ
⑴
に
掲
げ

る
者
に
限
る
。
）
及
び
そ
の
生
計
維
持
者
が
有
す
る
資
産
の

合
計
額
が
三
億
円
未
満
で
あ
る
こ
と
。 

３
・
４ 

[

略]
 
 

[

項
を
削
る
。]

 

  

（
給
付
奨
学
生
等
の
収
入
額
及
び
資
産
額
等
の
判
定
等
） 

      ⑵ 

公
示
対
象
学
部
等
（
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
条
第
二
項
第
三
号
イ
⑴
に
規

定
す
る
公
示
対
象
学
部
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
在

学
す
る
者
（
⑴
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
） 

十
五
万
四
千

六
百
円
未
満 

⑶ 

⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者 

五
万
千
三
百
円
未

満 

ロ 

選
考
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
維
持
者
が
有
す
る
資
産
（
現

金
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
、
預
貯
金
並
び
に
有
価
証
券
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
合
計
額 

二
千
万
円
未
満
（
生
計

維
持
者
が
一
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
千
二
百
五
十
万
円

未
満
） 

 
[

⑴
を
加
え
る
。]

 

   
[

⑵
を
加
え
る
。]

 

     [

ハ
を
加
え
る
。]

 

  

３
・
４ 

[

同
上]

 

５ 

第
二
項
第
四
号
イ
⑴
の
「
多
子
世
帯
」
と
は
、
生
計
維
持
者
の

扶
養
親
族
の
数
が
三
以
上
で
あ
る
世
帯
を
い
う
。 

 

（
給
付
奨
学
生
等
の
収
入
額
及
び
資
産
額
等
の
判
定
等
） 
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第
二
十
三
条
の
七 

機
構
は
、
毎
年
、
給
付
奨
学
生
及
び
そ
の
生
計

維
持
者
に
係
る
直
近
の
資
産
の
合
計
額
及
び
支
給
額
算
定
基
準
額

が
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
第
四
号
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る

か
ど
う
か
の
判
定
及
び
当
該
支
給
額
算
定
基
準
額
に
応
じ
た
学
資

支
給
金
の
額
の
判
定
（
以
下
「
適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額
・
資

産
額
等
の
判
定
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

第
四
十
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
行
う
給
付
奨
学
生

及
び
そ
の
生
計
維
持
者
に
係
る
直
近
の
資
産
の
合
計
額
及
び
支
給

額
算
定
基
準
額
が
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
第
四
号
に
定
め
る
要

件
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
及
び
当
該
支
給
額
算
定
基
準
額

に
応
じ
た
学
資
支
給
金
の
額
の
判
定
は
、
事
由
発
生
日
の
属
す
る

年
の
翌
々
年
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額

・
資
産
額
等
の
判
定
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
前
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
三
月
ご
と
（
事
由
発
生
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
月

を
経
過
し
た
後
に
あ
っ
て
は
、
一
年
ご
と
）
に
行
う
も
の
と
す
る

。 

３
～
５ 

[

略]
 

 

（
認
定
の
効
力
の
停
止
等
） 

第
二
十
三
条
の
十
二 

給
付
奨
学
生
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
と
き
は
、
給
付
奨
学
生
認
定
の
効
力
が
停
止
さ
れ
る
も
の

と
す
る
。 

一
～
五 

[

略]
 

六 

適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額
・
資
産
額
等
の
判
定
の
結
果
、

給
付
奨
学
生
及
び
そ
の
生
計
維
持
者
に
係
る
直
近
の
資
産
の
合

計
額
又
は
支
給
額
算
定
基
準
額
が
そ
れ
ぞ
れ
第
二
十
三
条
の
二

第
二
項
第
四
号
に
定
め
る
要
件
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
。 

 

七
～
九 

[

略]
 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
給
付
奨
学
生
認
定
の
効
力
が
停
止
さ
れ
た

給
付
奨
学
生
で
あ
っ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
給
付
奨
学
生
認

定
の
効
力
の
停
止
が
解
除
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
五 

[

略]
 

第
二
十
三
条
の
七 

機
構
は
、
毎
年
、
給
付
奨
学
生
及
び
そ
の
生
計

維
持
者
に
係
る
直
近
の
支
給
額
算
定
基
準
額
及
び
資
産
の
合
計
額

が
そ
れ
ぞ
れ
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
第
四
号
イ
及
び
ロ
に
定
め

る
額
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
並
び
に
当
該
支
給
額
算
定
基

準
額
に
応
じ
た
学
資
支
給
金
の
額
の
判
定
（
以
下
「
適
格
認
定
に

お
け
る
収
入
額
・
資
産
額
等
の
判
定
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の

と
す
る
。 

２ 

第
四
十
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
行
う
給
付
奨
学
生

及
び
そ
の
生
計
維
持
者
に
係
る
直
近
の
支
給
額
算
定
基
準
額
が
第

二
十
三
条
の
二
第
二
項
第
四
号
イ
に
定
め
る
額
に
該
当
す
る
か
ど

う
か
の
判
定
及
び
当
該
支
給
額
算
定
基
準
額
に
応
じ
た
学
資
支
給

金
の
額
の
判
定
は
、
事
由
発
生
日
の
属
す
る
年
の
翌
々
年
に
前
項

の
規
定
に
よ
り
適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額
・
資
産
額
等
の
判
定

が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
月

ご
と
（
事
由
発
生
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
月
を
経
過
し
た
後
に
あ

っ
て
は
、
一
年
ご
と
）
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

３
～
５ 

[

同
上]

 

 

（
認
定
の
効
力
の
停
止
等
） 

第
二
十
三
条
の
十
二 

給
付
奨
学
生
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
と
き
は
、
給
付
奨
学
生
認
定
の
効
力
が
停
止
さ
れ
る
も
の

と
す
る
。 

一
～
五 

[

同
上]

 

六 

適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額
・
資
産
額
等
の
判
定
の
結
果
、

給
付
奨
学
生
及
び
そ
の
生
計
維
持
者
に
係
る
直
近
の
支
給
額
算

定
基
準
額
又
は
資
産
の
合
計
額
が
そ
れ
ぞ
れ
第
二
十
三
条
の
二

第
二
項
第
四
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額
に
該
当
し
な
く
な
っ
た

と
き
。 

七
～
九 

[

同
上]

 

２ 
前
項
の
規
定
に
よ
り
給
付
奨
学
生
認
定
の
効
力
が
停
止
さ
れ
た

給
付
奨
学
生
で
あ
っ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
給
付
奨
学
生
認

定
の
効
力
の
停
止
が
解
除
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
五 

[

同
上]
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六 

前
項
第
六
号
に
該
当
す
る
者 

適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額

・
資
産
額
等
の
判
定
の
結
果
、
給
付
奨
学
生
及
び
そ
の
生
計
維

持
者
に
係
る
直
近
の
資
産
の
合
計
額
又
は
支
給
額
算
定
基
準
額

が
そ
れ
ぞ
れ
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
第
四
号
に
定
め
る
要
件

に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。 

七
～
九 

[

略]
 

３
～
５ 

[
略]

 

 

（
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
等
に
係
る
支
給
額
算
定
基
準
額
の

算
定
） 

第
四
十
条 

令
第
八
条
の
二
第
四
項
た
だ
し
書
の
文
部
科
学
省
令
で

定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一
～
三 

[

略]
 

四 

選
考
対
象
者
又
は
給
付
奨
学
生
（
そ
の
生
計
維
持
者
（
扶
養

親
族
で
あ
る
者
の
数
及
び
当
該
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
文
部
科

学
大
臣
が
定
め
る
者
の
数
の
合
計
が
三
人
以
上
で
あ
る
も
の
に

限
る
。
）
の
扶
養
親
族
で
あ
る
者
又
は
当
該
者
に
準
ず
る
者
と

し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
）
が
、
公
示
対
象
学
部
等
に
在
学
す
る
者
と
し

て
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
る
場
合
で
あ
っ
て
、
令
第
八
条

の
二
第
四
項
本
文
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
が

五
万
千
三
百
円
以
上
で
あ
る
と
き
。 

五 

選
考
対
象
者
又
は
給
付
奨
学
生
（
そ
の
生
計
維
持
者
（
扶
養

親
族
で
あ
る
者
の
数
及
び
当
該
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
文
部
科

学
大
臣
が
定
め
る
者
の
数
の
合
計
が
三
人
以
上
で
あ
る
も
の
に

限
る
。
）
の
扶
養
親
族
で
あ
る
者
又
は
当
該
者
に
準
ず
る
者
と

し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
に
限
る
。
）
及
び
そ
の
生
計
維
持
者
の
有
す
る
資
産
の
合

計
額
が
五
千
万
円
以
上
三
億
円
未
満
で
あ
る
と
き
。 

２ 

令
第
八
条
の
二
第
四
項
た
だ
し
書
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

一
・
二 

[

略]
 

三 

前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
場
合 

十
五
万
四
千
五
百
円 

 

六 

前
項
第
六
号
に
該
当
す
る
者 

適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額

・
資
産
額
等
の
判
定
の
結
果
、
給
付
奨
学
生
及
び
そ
の
生
計
維

持
者
に
係
る
直
近
の
支
給
額
算
定
基
準
額
又
は
資
産
の
合
計
額

が
そ
れ
ぞ
れ
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
第
四
号
イ
又
は
ロ
に
定

め
る
額
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。 

七
～
九 

[

同
上]

 

３
～
５ 

[

同
上]

 

 

（
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
等
に
係
る
支
給
額
算
定
基
準
額
の

算
定
） 

第
四
十
条 

令
第
八
条
の
二
第
四
項
た
だ
し
書
の
文
部
科
学
省
令
で

定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一
～
三 

[

同
上]

 

四 

選
考
対
象
者
又
は
給
付
奨
学
生
（
第
二
十
三
条
の
二
第
五
項

に
規
定
す
る
多
子
世
帯
に
お
け
る
生
計
維
持
者
の
扶
養
親
族
を

除
く
。
）
が
、
公
示
対
象
学
部
等
に
在
学
す
る
者
と
し
て
学
資

支
給
金
の
支
給
を
受
け
る
場
合
で
あ
っ
て
、
令
第
八
条
の
二
第

四
項
本
文
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
が
五
万
千

三
百
円
以
上
で
あ
る
と
き
。 

   [

号
を
加
え
る
。]

 

      ２ 
令
第
八
条
の
二
第
四
項
た
だ
し
書
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

一
・
二 

[
同
上]

 

[

号
を
加
え
る
。]
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別
表 

適
格
認
定
に
お
け
る
学
業
成
績
の
基
準
（
第
二
十
三
条
の
二

、
第
二
十
三
条
の
六
及
び
第
二
十
三
条
の
十
関
係
） 

区
分 

学
業
成
績
の
基
準 

廃
止 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
（
災

害
、
傷
病
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
っ

て
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
。 

一 
[

略]
 

二 
修
得
し
た
単
位
数
（
単
位
制
に
よ
ら
な
い
専

門
学
校
に
あ
っ
て
は
、
履
修
科
目
の
単
位
時
間

数
。
以
下
本
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
数

が
標
準
単
位
数
の
六
割
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

三 

履
修
科
目
の
授
業
へ
の
出
席
率
が
六
割
以
下

で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
学
修
意
欲
が
著
し
く
低

い
状
況
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

四 
[

略]
 

停
止 

[

略]
 

警
告 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
（
災

害
、
傷
病
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
っ

て
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
。 

一 

修
得
し
た
単
位
数
の
合
計
数
が
標
準
単
位
数

の
七
割
以
下
で
あ
る
こ
と
（
廃
止
の
項
第
二
号

に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

。 

二
・
三 

[

略]
 
 

備
考 

一
～
三 

[

略]
 

 

別
表 

適
格
認
定
に
お
け
る
学
業
成
績
の
基
準
（
第
二
十
三
条
の
二

、
第
二
十
三
条
の
六
及
び
第
二
十
三
条
の
十
関
係
） 

区
分 

学
業
成
績
の
基
準 

廃
止 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
（
災

害
、
傷
病
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
っ

て
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
。 

一 
[

同
上]

 

二 

修
得
し
た
単
位
数
（
単
位
制
に
よ
ら
な
い
専

門
学
校
に
あ
っ
て
は
、
履
修
科
目
の
単
位
時
間

数
。
以
下
本
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
数

が
標
準
単
位
数
の
五
割
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

三 

履
修
科
目
の
授
業
へ
の
出
席
率
が
五
割
以
下

で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
学
修
意
欲
が
著
し
く
低

い
状
況
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

四 
[

同
上]

 

停
止 

[

同
上]

 

警
告 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
（
災

害
、
傷
病
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
っ

て
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
。 

一 

修
得
し
た
単
位
数
の
合
計
数
が
標
準
単
位
数

の
六
割
以
下
で
あ
る
こ
と
（
廃
止
の
項
第
二
号

に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

。 

二
・
三 

[

同
上]

 
 

備
考 

一
～
三 

[

同
上]

 
 

 

 
 

 
 

備
考 

表
中
の[

 
]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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附 

則 
（
施
行
期
日
） 

第
一
条 
こ
の
省
令
は
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら

施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

令
和
七
年
度
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
別
表
第
二
」
と

あ
る
の
は
、
「
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構

に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
七
年
文
部
科
学
省
令
第
十
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

別
表
第
二
」
と
す
る
。 

第
三
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
第
十
八
条
第
一
項
（
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
効
力
が
停
止
さ
れ
た
授

業
料
等
減
免
対
象
者
で
あ
っ
て
、
令
和
七
年
度
に
新
規
則
第
十
八
条
第
二
項
（
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の

規
定
に
よ
り
認
定
の
効
力
の
停
止
が
解
除
さ
れ
た
も
の
に
対
す
る
新
規
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
項
中
「
毎
年
十
月
」
と
あ
る
の
は
、
「
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
独
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立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
七
年
文
部
科
学
省
令
第
十
号
）

の
施
行
の
日
の
属
す
る
月
又
は
令
和
七
年
十
月
」
と
す
る
。 

第
四
条 
令
和
七
年
度
に
お
け
る
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
機
構
省
令
」
と
い

う
。
）
第
二
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
別
表
」
と
あ
る
の
は
、
「
大
学
等
に
お

け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
（
令
和
七
年
文
部
科
学
省
令
第
十
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
別
表
」
と
す
る
。 

第
五
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
に
関
す

る
省
令
第
二
十
三
条
の
十
二
第
一
項
（
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
効
力
が
停
止
さ
れ

た
給
付
奨
学
生
で
あ
っ
て
、
令
和
七
年
度
に
同
条
第
二
項
（
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
認
定

の
効
力
の
停
止
が
解
除
さ
れ
た
も
の
に
対
す
る
機
構
省
令
第
二
十
三
条
の
八
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
中
「
毎
年
十
月
」
と
あ
る
の
は
、
「
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
独
立
行
政

法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
七
年
文
部
科
学
省
令
第
十
号
）
の
施
行

の
日
の
属
す
る
月
又
は
令
和
七
年
十
月
」
と
す
る
。 

 



 

大学等における修学の支援に関する法律施行規則第１条の２の規定に基づき 

文部科学大臣が定める件について 

 

令和７年３月 31 日 

文部科学大臣決定 

 

大学等における修学の支援に関する法律施行規則（令和元年文部科学省令第６号。以下「支援法

施行規則」という。）第１条の２の規定に基づき文部科学省令で定めるもの（以下「準ずる者」とい

う。）については、この決定の定めるところによる。 

 

準ずる者は次のいずれにも該当するものとする。 

 １ 支援法施行規則第１条の２に規定する扶養親族に該当しない者であること。 

２ 次のいずれかに該当する者であること。 

(1) 支援法施行規則第 10 条第４項に規定する生計維持者（以下単に「生計維持者」という。）の

実子（大学等における修学の支援に関する法律施行令（令和元年政令第 49 号）第２条第２項

に規定する授業料等減免実施年度分の地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定による市町

村民税（同法の規定による特別区民税を含む。）の所得割の賦課期日 （以下「基準日」という。）

から当該基準日の属する年の８月 31 日（授業料等減免（大学等における修学の支援に関する

法律（令和元年法律第８号）第４条第２項に規定する授業料等減免をいう。）が行われる月が

４月から９月までの月であるときは、基準日が属する年の翌年の３月 31日。）までの間（以下

「追加判定期間」という。）に出生したものに限る。） 

(2) 生計維持者の養子（追加判定期間に成立した民法第 817 条の２の規定する特別養子縁組に

よるものに限る。） 

  (3) 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 27 条第１項第３号の規定により同法第６条の４

に規定する里親に委託された児童（追加判定期間に委託されたものに限る。） 

  (4) (1)から(3)までに掲げる者のほか、追加判定期間において生計維持者と生計を一にしてい

ると認められる者（当該生計維持者の親族（生計維持者の配偶者並びに生計維持者のいずれ

かの尊属及び扶養する生計維持者の年長者（生計維持者のいずれかの子を除く。）を除く。）に

限る。） 

 

   附 則 

この決定の規定は、大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律（令和７年

法律第 17号）の施行の日から適用する。 

文部科学省
テキストボックス
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事 務 連 絡 

令和７年３月 10 日 

 

 

各国立大学法人担当課 

独立行政法人国立高等専門学校機構担当課 

大学又は高等専門学校を設置する各学校法人担当課 

放送大学学園担当課 

大学を設置する各学校設置会社担当課                  御中 

各地方公共団体（各都道府県、各市町村、各組合等）公立大学、高等専門学校及び専門学校担当課 

各地方公共団体（各都道府県）私立学校担当課 

厚生労働省医政局医療経営支援課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

 

文部科学省高等教育局 

学生支援課高等教育修学支援室 

 

令和７年度からの「高等教育の修学支援新制度」における事務手続き等の詳細について⑤ 

 

各位におかれては、日頃より、「高等教育の修学支援新制度」による給付型奨学金及び

授業料等（授業料及び入学金）減免事務の円滑な実施に御協力を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。 

標記の件に関して、令和７年１月 10 日付け事務連絡「令和７年度からの『高等教育の修

学支援新制度』における事務手続き等の詳細について ①」でもお示ししていたとおり、追加

決定事項等につき、別紙のとおり送付いたします。なお、別紙は前回事務連絡（同④、令和

７年 2 月 28 日付け事務連絡）を追記・更新したものであることを申し添えます。 

ついては、各学校設置者においては貴下各大学、高等専門学校及び専門学校に、各都

道府県知事におかれては所轄の専門学校に、厚生労働省におかれては所管の専門学校

に対して周知をお願いします。なお、本件に係る決定事項等については、本事務連絡に引

き続き、今年度末まで定期的にお知らせする予定です。 

なお、本内容は、第 217 回国会に提出中の令和７年度予算案及び「大学等における修学

の支援に関する法律の一部を改正する法律案」が成立した場合、速やかに事業を開始でき

るようにするため、事前にお知らせするものです。 

  
＜本件連絡先＞ 

文部科学省高等教育局学生支援課高等教育修学支援室 

TEL：03-5253-4111（内線 3495、3496） 

E-mail：qafutankeigen@mext.go.jp 

 

【専門学校に関すること】 

文部科学省高等教育局学生支援課高等教育修学支援室 

（専門学校担当） 

（総合教育政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室内） 

TEL：03-5253-4111(内線 3280、3958) 

E-Mail：koto-syugaku-chihou@mext.go.jp 

 

※ 問合せは原則としてメールでお願いします。 

文部科学省
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別紙 

 

 

令和７年度「高等教育の修学支援新制度」における多子世帯支援拡充について 

（令和 6 年度からの変更点等（令和７年３月 10 日更新）） 

 

※以下、前回事務連絡からの変更点を下線にて表示している。 

 

1．本制度の実施について 

令和７年度予算案（令和６年 12 月 27 日閣議決定）において、「高等教育の修学支援新

制度」（以下「本制度」という。）について、令和 6 年度までの支援枠組みに加え、令和７年

度から実施する多子世帯支援拡充（多子世帯の学生等に対し、所得制限なく、一定の額

まで、大学等の授業料及び入学金を無償とする措置）に必要な経費を計上している。 

 

 

2．制度改正等について 

（1）令和７年度に向けた事務手続き等（令和７年３月までに必要な手続き等） 

令和７年度からの多子世帯支援拡充は、令和７年度進学者（令和７年度予約採用候補

者を含む）だけではなく、令和６年度以前からの在学者も対象となる。 

令和７年度進学者及び本制度を利用したことがない在学者は、令和７年４月以降に在

籍する学校において授業料等減免申請が必要である。各学校においては、これらの学生

等に対し申請を行うよう周知すること。 

なお、在学者のうち、本制度を利用したことがある者（※１）については、本年 2 月以降に

独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）において多子世帯に該当するかを、対象者の

在学する各校に確認（※２）している。（詳細は別添を参照。） 
※１ 現在本制度により支援を受けている者及び支援停止中の者をいう。 
※２ 具体的な手続き方法は、JASSO の通知を参照。 

「令和７年度からの多子世帯支援の拡充に係る既採用者への対応について（依頼）」 
（令和７年１月 31 日付け学支貸給総第 485 号、JASSO「学校担当者ページ」掲載） 

https://www2.jasso.go.jp/daigaku/idou/news/1212627_3221.html 

 

（2）支援区分の名称（別添参照） 

令和７年度からの多子世帯支援拡充を踏まえ、支援区分名称を改める。 

①「第Ⅳ区分」までに該当しない世帯年収（年収目安 600 万円以上）のうち多子世帯

である者について、新たに「多子世帯」という区分を設ける。 

②「第Ⅰ区分」「第Ⅱ区分」「第Ⅲ区分」に該当する世帯年収であり、かつ多子世帯で

ある者について、それぞれ新たに「第Ⅰ区分（多子世帯）」「第Ⅱ区分（多子世帯）」

「第Ⅲ区分（多子世帯）」という区分を設ける。 

 

（3）資産要件に係る上限額 

現行制度の対象者について上限額を変更するとともに、多子世帯に該当する者につい

ての上限額を新設する。 

 



令和６年度まで 令和７年度以降 

生計維持者が２人の場合 2,000 万円未満 

生計維持者が１人の場合 1,250 万円未満 

Ⅰ～Ⅳ区分であって、多子世帯ではない

場 合 ： （ 生 計 維 持 者 の 数 に 関 わ ら ず ） 

5,000 万円未満 

多子世帯の場合：３億円未満 
※給付型奨学金における資産要件の上限額は、一律 5,000 万円未満までとなる。例えば、多子世帯かつ資産

額１億円の場合は、授業料等減免のみ対象となり、給付型奨学金は対象とならない。 
※令和６年 10 月の適格認定（家計）結果により支援が停止した者を含め、令和７年４月分から、変更後基準を

適用する。（例えば、令和６年 10 月の適格認定（家計）時に資産が４,000 万円であった者は、令和６年 10 月
～令和７年 9 月の間、支援対象外として判定されているが、令和７年４月～令和７年９月は、給付型奨学金
及び授業料減免による支援を受けることができる。） 

 

（4）認定事由の新設及び変更認定申請の導入（別添参照） 

令和７年度から、本制度における授業料等減免の対象者となるための要件（以下「認定

事由」という。）として、次の２つを設ける。 

① 低所得者世帯としての支援（支援区分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ（理工農）） 

② 多子世帯としての支援（支援区分Ⅰ（多子世帯）、Ⅱ（多子世帯）、Ⅲ（多子世帯）、

Ⅳ（多子世帯）、多子世帯） 

併せて、本制度に初めて申請する場合や、支援期間中に支援区分が変更となる場合

には、学生等から学校へ申請を行う際、上記①（低所得者世帯としての支援）、②（多子

世帯としての支援）のいずれの認定事由による支援を希望するかを明示する取扱いとする。 

※学生等が①②両方の認定事由を同時に申請することも妨げない。 

※令和６年度在学者で、既に本制度の支援を受けており、令和７年４月より多子世帯としての支援を受

ける学生等は、変更認定申請（上記認定事由のうち①から②への変更）が必要となる。 

なお、本項は授業料等減免のみに関するものである。給付型奨学金に関しては従来と

変わらず認定事由は設定しないため、上記のような手続きの変更・追加等もない。 

 

（５）「扶養する子」の範囲の追加（別添参照） 

多子世帯支援における「扶養する子」は、原則として、申請する時点のきょうだい数等で

はなく、確定済みの税情報により確認している。したがって、例えば、令和７年４月に大学

等へ進学し、申請手続きを行う場合、令和５年 12 月 31 日時点の情報により扶養する子の

数を確認することになる。また、令和７年度より、税情報に反映されない時期に出生した生

計維持者の実子等（※１）を追加する取扱いとする。 

具体的には、前期在学採用時等（支援始期が４月～９月）には直前の３月末までに出

生した実子等を、適格認定（家計）・後期在学採用時等（支援始期が 10 月～３月）には８

月末までに出生した生計維持者の実子等を、「扶養する子」に含めることが可能となる。 

なお、令和６年度在学者等に関しても令和 7 年度から支援に反映することになる。この

ため、令和７年３月中をめどに、JASSO より各校に対して必要な手続について連絡する予

定。（※２） 

※１ 生計維持者の実子、児童福祉法に基づき里親に委託された者（いわゆる里子）、養子のうち特別

養子縁組による養子など。 

※２ 令和７年４月入学の予約採用者、同在学採用者について実施。令和６年１月１日～令和７年３月

31 日までの間に実子が出生等した者が対象。 



 

（６）令和７年度支援開始に向けた事前確認（別添参照） 

令和７年度から支援を受けようとする学生等に関し、令和７年４月入学者（予約採用候

補者を含む）及び令和６年度在学者に必要な手続き等は別添のとおり。 

また、令和６年度在学者を対象に２．（1）に記載する多子世帯支援に該当するかの確認

に関して、JASSO より対象者の在籍する各校に対し本年 1 月 31 日に連絡したところ、追

加の確認等を含め調整が必要な場合は引き続き対応願いたい。 

 

 

3．令和７年度以降の事務手続き等について 

（学生等の申請や各学校における事務手続きに係る基本的枠組み維持） 

 

令和７年度から開始する多子世帯支援拡充は、「高等教育の修学支援新制度」の中で

実施するものである。 

学生等の申請手続きについて、給付型奨学金は JASSO に、授業料等減免は各学校に

対して行うことに変わりはない。 

所得要件及び多子世帯の判定（授業料等減免のみ対象となり、給付型奨学金は対象

とならない者を含む。）についても、令和６年度と同様に JASSO において実施する。各学

校がその結果をもとに授業料等減免対象者を認定することも変更はない。 

JASSO の提供する奨学金業務関係各システム（「スカラネット」など）を利用すること、各

学校による学業要件判定結果を JASSO の各システムに登録することについて変更はない。

但し、学生等の申請手続き等に関しては、上記２．（４）に記載する認定事由の新設に係る

事務手続きが新たに必要となる。 

各校の行う授業料等減免に対する補助金申請に関する事務手続きも変更はないが、

国が直接支弁する費用に関しては、5.において後述するとおり、交付時期について大幅

に前倒すこととする。 

なお、JASSO において各システムを改修する予定である。 

これら事務手続き等に係る変更点については、JASSO が２月に開催した奨学業務連絡

協議会（※）等において、当省及び JASSO より案内したところであり、当日の資料も参照さ

れたい。また、協議会後に JASSO において受付した事後質問に対する回答も随時公表

する予定である。 
※令和６年 12 月４日付け学支奨総第 389 号、JASSO「学校担当者ページ」掲載。 
※当日の様子は動画にて配信している。 

https://www2.jasso.go.jp/daigaku/kenshukai/gyoren/2025.html 

 

 

４．授業料等減免事務処理要領（第６版）及び「Q&A」の現時点（案）について 

授業料等減免事務処理要領及び Q&A の現時点における案について、各種様式（いわ

ゆる A 様式など）のひな型の案も含め以下 URL に掲載している。 

https://mext.box.com/s/y2mjw0dltoid3rc92me4hvxtboc87mpt 

なお、後述７．のとおり、関係法令等改正の状況によっては今後の変更等もありうるもの

であることに留意すること。 



 

 

５．支援対象となる大学・高等専門学校の機関要件の見直し 

大学（短大を含む。）及び高等専門学校の機関要件においては、収容定員に関する要

件として、直近３年度いずれかの収容定員充足率が８割以上であることを設けているが、

この要件を満たさない場合でも、直近の年度において収容定員充足率が５割以上であっ

て、かつ直近の卒業生の進学・就職率が９割を超える場合は、確認取消しを猶予すること

としている。 

今般、地域の経済社会にとって不可欠な専門人材の育成に貢献している大学・高等専

門学校や当該学校を目指す学生へ配慮する観点から、令和７年度からの機関要件の確

認審査において、上記を満たさない場合であっても、同一道府県内に、同種・同学位分

野の代替進学先がない場合（首都圏大都市部を除く）については、収容定員に関する要

件を満たすものとして扱い、確認取消しを猶予することとする。 

 

 

６．授業料・入学金等の納付猶予について（別添参照） 

「大学等における修学の支援に関する法律」は、低所得者世帯の学生等を対象として、

修学に係る経済的な負担の軽減を図ることを目的として制定されたものである。 

本制度においては、その目的を達成する手段として授業料等減免を実施している。そ

の趣旨に鑑みれば、授業料等減免費用分は予め徴収しないことが原則であり、本制度の

支援対象者及び対象となり得る者に授業料等を一旦納付させ、その支出に要する資金の

準備を求めることは、同法の趣旨に合致するものとは言えない。 

また、同法改正により令和７年度より多子世帯支援を拡充することとなる場合、本制度

対象者も大幅に増加する見込みであることから、上記の趣旨はますます重要なものとなる。

今後、文部科学省では、納付猶予の実施状況を継続的に調査・公表するほか、授業料等

減免に係る補助金等交付の要件として取り扱うなど、同法の趣旨に基づく納付猶予の着

実な実施に向けた取組を段階的に進める予定である。 

このため、令和７年度においては、本制度による授業料等減免を希望し各校に申請す

る学生等に関し、学生等が申請してから支援対象者としての認定を行うまでの間、各校に

おいて（前期）授業料の納付を猶予することを原則とする。当省が直接支弁する本制度補

助金に関しては、交付要綱等に納付猶予を原則とする旨、新たに規定する予定である。 

※令和 6 年度在学生が対象。令和 7 年 4 月入学者に係る入学金及び授業料に関しては、この限りではない。 

各校においては、このような趣旨を踏まえ、本制度利用者に係る納付猶予について適

切に取り扱われたい。 

なお、本取扱いと併せて、文部科学省が直接支弁する本制度に係る補助（※）に関して

は、各校の年度始における収入への影響を考慮し、各校への１回目の交付時期を現行の

８月～９月頃から大幅に前倒し、年度当初である４月中に、減免費用として十分な額を交

付する予定である。交付に係る所要の手続きは既に案内しているところ、引き続き対応を

お願いしたい。 

※国立大学、私立大学・短期大学・高等専門学校、国立高等専門学校、株式会社設置学校、放送大学が対象。 



また、都道府県等文部科学省以外の支弁者により本制度に係る減免費用を交付等さ

れている学校にあっても、本項の趣旨を踏まえ、同様の取組に努めていただくようお願い

したい。 

 

 

７．上記に係る関係法令等の改正について 

令和７年第 217 回通常国会において、本制度の対象に多子世帯を加える法案を政府

として提出しており、関係政省令等改正を本年度内に予定。 

また、文部科学省ホームページに公表している「令和 7 年度からの多子世帯の学生等

に対する大学等の授業料・入学金の無償化等について」について、上記改正内容も含

めた上で更新しているので、学生等への周知等において活用されたい。 

https://www.mext.go.jp/content/20240426-mxt_gakushi_100001505_2.pdf 

なお、本事務連絡冒頭にも記載したとおり、上記各事項は、現在政府として国会に提

出している法案が成立し、令和 7 年 4 月から本制度を改正した場合に速やかに事業を開

始するために予めお知らせするものであることに留意されたい。 

以上 



⽀援額（イメージ）

約270万円 約300万円 約380万円 約600万円 所得制限無し

全額⽀援
2/3⽀援

1/3⽀援 1/4⽀援等
（私⽴理⼯農系）

年収
⽬安

全額⽀援
（多⼦世帯）

〔令和7年度より拡充〕

給付型奨学⾦ 1,954億円 授業料等減免4,578億円
※公⽴⼤学等及び私⽴専⾨学校に係る 地⽅負担分（493億円）は含まない。

国・地⽅の所要額 7,025億円

【⽀援対象となる学校種】
⼤学・短期⼤学・⾼等専⾨学校(４年、５年)・専⾨学校

【⽀援内容】①給付型奨学⾦の⽀給 ②授業料等の減免
【財源】少⼦化に対処するための施策として、消費税率引

上げによる財源を活⽤

給付型奨学⾦
○ ⽇本学⽣⽀援機構が各学⽣に⽀給
○ 学⽣が学業に専念するため、学⽣⽣活を送るのに必要な学⽣⽣活費

を賄えるよう措置
（給付型奨学⾦の給付額（年額）（住⺠税⾮課税世帯））

⾃宅⽣ 35万円、⾃宅外⽣ 80万円国公⽴ ⼤学・短期⼤学・専⾨学校

⾃宅⽣ 21万円、⾃宅外⽣ 41万円国公⽴ ⾼等専⾨学校

⾃宅⽣ 46万円、⾃宅外⽣ 91万円私⽴ ⼤学・短期⼤学・専⾨学校

⾃宅⽣ 32万円、⾃宅外⽣ 52万円私⽴ ⾼等専⾨学校

⽀援対象者の要件
○ 進学前は成績だけで否定的な判断をせず、レポート等で本⼈の学修意欲を確認
○ ⼤学等への進学後は学修状況に⼀定の要件を設定
⼤学等の要件：国⼜は⾃治体による要件確認を受けた⼤学等が対象
○ 学問追究と実践的教育のバランスが取れた⼤学等
○ 経営に課題のある法⼈の設置する⼤学等は対象外

令和7年度予算額案 6,532億円
⾼等教育の修学⽀援新制度について （令和2年4⽉1⽇より実施）

※⼤学等における修学の⽀援に関する法律（令和元年５⽉10⽇成⽴）

※詳細は、⽂部科学省ホームページ「⾼等教育の修学⽀援新制度」参照（https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm）

授業料等減免
○ 各⼤学等が、以下の上限額まで授業料等の減免を実施。減免に要す

る費⽤を公費から⽀出
（授業料等減免の上限額（年額）（住⺠税⾮課税世帯））

私⽴国公⽴

授業料⼊学⾦授業料⼊学⾦

70万円26万円54万円28万円⼤学

62万円25万円39万円17万円短期⼤学

70万円13万円23万円８万円⾼等専⾨学校

59万円16万円17万円７万円専⾨学校

※給付額及び上限額は単位未満を四捨五入した数値

（参考）「こども未来戦略」（令和５年12月22日閣議決定）抜粋
Ⅲ‐1.「加速化プラン」において実施する具体的な施策
1.ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化や若い世代の所得向上に向けた取組
（４）高等教育費の負担軽減
〇 授業料等減免及び給付型奨学金について、低所得世帯の高校生の大学進学率の向上を図るとともに2024年
度から多子世帯（※１）や理工農系の学生等の中間層（世帯年収約600万円）に拡大する。さらに、高等教育費に
より理想のこども数を持てない状況を払拭するため、2025年度から、多子世帯の学生等については授業料等を

無償（※２）とする措置等を講ずることとし、対象学生に係る学業の要件について必要な見直しを図ることを含め、
早急に具体化する。
※１ 扶養される子供が３人以上の世帯（扶養する子供が３人以上いる間、第１子から支援の対象）。
※２ 現行制度と同様、支援の上限は、大学の場合、授業料は国公立約54万円、私立約70万円、入学金は国
公立約28万円、私立約26万円（大学以外も校種・設置者ごとに設定）とする。

全額⽀援
2/3⽀援

1/3⽀援【給付型奨学⾦】

【授業料等減免】

1/4⽀援（多⼦）

（両親・本⼈・中学⽣の家族４⼈世帯の場合の⽬安。基準を満たす世帯年収は家族構成により異なる）

【別添】



３．減免上限額（年額）

令和７年度からの多子世帯に対する大学等の無償化について

こども未来戦略（令和５年12月閣議決定）に基づき多子世帯の学生等に対して大学等の授業料・入学金を、国が定めた一定額まで減額・免除する。
⇒高等教育費を理由として理想の数の子供を諦めることがない社会の実現に寄与。

※理想の子供数が３人以上の場合において、理想の数を諦める理由として、子育て・教育費を挙げる割合が顕著となっている。

世帯年収（目安）600万円300万円 380万円270万円

無利子奨学金

有利子奨学金

給付型奨学金

※参考 給付型奨学金イメージ
自宅外生自宅生給付型奨学金 支給額

80万円35万円国公立 大学・短大・専門学校

41万円21万円国公立 高等4・５年

91万円46万円私立 大学・短大・専門学校

52万円32万円私立 高専４・５年

２．授業料・入学金減免のイメージ

原則、
家計負担ゼロに

家計負担減少
家計負担

国公立 私立

第１子卒業後第２子が
大学進学

第１子が
大学進学

就職大学院進学

卒業後

大学生

高校生
以下

対象外

私立国公立授業料等減免
上限額 授業料入学金授業料入学金

70万円26万円54万円28万円大学

62万円25万円39万円17万円短期大学

70万円13万円23万円８万円高専４・５年

59万円16万円17万円７万円専門学校

大学等の
要件

教育環境や経営状況に係る要件を満たす
大学等が対象

学生等の
要件

（採用時）学習意欲等が確認できれば対象
（採用後）出席率等に係る要件を満たす必要

対象学校種 大学、短期大学、高等専門学校、専門学校

消費税財源を活用財源

支援対象 ＝扶養する子供 が３人以上 かつ 大学等に通っている 場合

１．対象者の要件等

５．対象となる多子世帯の考え方４．公費による支援 R7予算案：7,025億円（地方負担分493億円を含む）

住民税非課税世帯等

600万円

中間層（R6～）
（多子世帯・理工農系）

300万円 380万円270万円

R7～ 多子世帯（所得制限なし）：＋2,600億円（推計）

世帯年収（目安）

約34万人（R5実績）

約29万人（推計）

約12万人（推計）

こども未来戦略（令和５年12⽉閣議決定）抜粋

⾼等教育費により理想のこども数を持てない状況
を払拭するため、2025 年度から、多⼦世帯の学⽣
等については授業料等を無償とする措置等を講ずる
こととし、対象学⽣に係る学業の要件について必要
な⾒直しを図ることを含め、早急に具体化する。

授
業
料
等
減
免

給
付
型
奨
学
金

※ は扶養する子供

支援
対象

支援
対象

支援
対象

支援
対象



令和7年度「⾼等教育の修学⽀援新制度」多⼦世帯⽀援拡充に向けた⼿続き

○ 令和7年度進学者（令和7年度予約採⽤候補者）も、令
和6年度在学者も対象。

○ 「⾼等教育の修学⽀援新制度」を利⽤したことがない
者は、令和7年4⽉以降に、在籍する学校への授業料等
減免申請が必要。

○ 「⾼等教育の修学⽀援新制度」を利⽤したことがある
在学者(※)は、多⼦世帯に該当するかＪＡＳＳＯが確認。

※現在⽀援を受けている者に加え、⽀援停⽌中の者を含む。



（⽣計維持者の数に関わらず）5,000万円未満
※ 多⼦世帯の授業料等減免は３億円未満

⽣計維持者が2⼈の場合 2,000万円未満
⽣計維持者が1⼈の場合 1,250万円未満

令和7年度制度改正等のポイント（「⾼等教育の修学⽀援新制度」全体に係るもの）

令和6年度まで 令和7年度以降

【資産要件に係る上限額】

※ 令和7年2⽉28⽇時点の決定事項を記載。今年度末まで、随時追加。
【⽀援区分名称変更】

⽀援額
区分（多⼦世帯）

⽀援額
区分(1⼦・2⼦世帯)条件等（年収⽬安）

授業料等減免給付型奨学⾦授業料等減免給付型奨学⾦

（上限額）
70万円／年

（上限額）
90万円／年第Ⅰ区分(多⼦世帯)（上限額）

70万円／年
（上限額）
90万円／年第Ⅰ区分⾮課税世帯(〜270万円)

（上限額）
70万円／年

（2／3）
60万円／年第Ⅱ区分(多⼦世帯)（2／3）

47万円／年
（2／3）
60万円／年第Ⅱ区分準⾮課税世帯(270万円〜

300万円)

（上限額）
70万円／年

（1／3）
30万円／年第Ⅲ区分(多⼦世帯)（1／3）

23万円／年
（1／3）
30万円／年第Ⅲ区分準⾮課税世帯(300万円〜

380万円)

ーーー（1／3or1／4）
23万円／年or18万円/年ー第Ⅳ区分(理⼯農)中間層(380万円〜600万円)

かつ理⼯農学部等

（上限額）
70万円／年

（1／4）
22万円／年第Ⅳ区分(多⼦世帯)ーーー中間層(380万円〜600万円)

かつ多⼦世帯

（上限額）
70万円／年ー多⼦世帯ーーー中間層以上（600万円〜）

かつ多⼦世帯

※⾦額は私⽴⼤学・⾃宅外の場合で例⽰。
※「第Ⅳ区分（理⼯農）」と「第Ⅳ区分（多⼦世帯）」の両⽅に該当する場合は、原則として「第Ⅳ区分（多⼦世帯）」として取り扱う。
※「第Ⅳ区分（対象外）」の区分は廃⽌。
※「⽀援額」欄のうち、⽔⾊の欄は資産要件の上限額5,000万円未満、⻩⾊の欄は3億円未満。（次項参照）

※資産に該当するものの範囲（現⾦、預貯⾦、有価証券、投資信託、貴⾦属等）は変更なし。



令和7年度制度改正等のポイント（授業料等減免に係る認定事由新設）

【授業料等減免⽀援区分変更認定の申請】

【授業料等減免認定申請時】
学⽣等が所属校に認定申請書を提出する際に、いずれの認定事由
による⽀援を希望するかを明⽰することが必要
学⽣等が所属校に認定申請書を提出する際に、いずれの認定事由
による⽀援を希望するかを明⽰することが必要

10⽉適格認定(家計)等により認定事由が変更となる場合、学⽣
等は、いずれの認定事由による⽀援を希望するかを明⽰した変更認
定申請書を所属校に提出することが必要

10⽉適格認定(家計)等により認定事由が変更となる場合、学⽣
等は、いずれの認定事由による⽀援を希望するかを明⽰した変更認
定申請書を所属校に提出することが必要

○令和7年4⽉に⾏う在学採⽤から適⽤。(新⼊⽣、在学⽣いずれも対象)

○認定申請書(A様式1)を改訂し、希望する認定事由を確認する欄を設
ける予定。

○令和7年4⽉以降に⾏う在学採⽤から適⽤。
(10⽉の適格認定(家計)のほか、家計急変等も対象)

○認定事由①と②を跨ぐ場合が対象。
【例】「区分Ⅱ」から「区分Ⅲ(多⼦世帯)」に変更

「多⼦世帯」 から「区分Ⅳ(理⼯農)」に変更

○変更認定のための様式を追加し、希望を確認する欄を設ける予定。

【授業料等減免に係る認定事由（新設）】
授業料等減免について、⽀援対象者としての認定事由を新たに設定。 ※給付型奨学⾦については認定事由は設定しない（従来に同じ）。

（認定事由）
①授業料等の負担を求めることが極めて困難（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ（理⼯農））
②多⼦世帯（Ⅰ(多⼦世帯)、Ⅱ(多⼦世帯)、Ⅲ(多⼦世帯)、Ⅳ(多⼦世帯)、及び「多⼦世帯」）

授業料等減免について、⽀援対象者としての認定事由を新たに設定。 ※給付型奨学⾦については認定事由は設定しない（従来に同じ）。

（認定事由）
①授業料等の負担を求めることが極めて困難（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ（理⼯農））
②多⼦世帯（Ⅰ(多⼦世帯)、Ⅱ(多⼦世帯)、Ⅲ(多⼦世帯)、Ⅳ(多⼦世帯)、及び「多⼦世帯」）

認定申請書（A様式1、改訂イメージ）

２つの認定事由に
同時に申請可能令和6年度に既に⽀援を受

けている学⽣等が令和7年4
⽉から多⼦世帯⽀援を利⽤
する場合、変更認定が必要



令和7年度制度改正等のポイント（「扶養する⼦」の範囲）
○ 多⼦世帯⽀援における「扶養する⼦」は、原則として、申請時点における実際のきょうだい数等ではなく、確定済みの前年

以前の税情報により確認。

○ 令和7年度より、申請等の直前（課税情報に反映されない時期）に出⽣した⽣計維持者の実⼦などを追加する。

○ 多⼦世帯⽀援における「扶養する⼦」は、原則として、申請時点における実際のきょうだい数等ではなく、確定済みの前年
以前の税情報により確認。

○ 令和7年度より、申請等の直前（課税情報に反映されない時期）に出⽣した⽣計維持者の実⼦などを追加する。

令和7年度〜〜令和6年度
（多⼦世帯の要件）
⽣計維持者（⽗⺟等）の扶養する⼦等が3⼈以上

（扶養する⼦の範囲）
税情報により確認できる⽣計維持者の被扶養者のうち、
以下に該当する者

・⽣計維持者の⼦（実⼦・養⼦）
（課税情報に反映されていない「新たに出⽣した実
⼦」などを含む）

・⽣計維持者の年下の親族（弟妹など） など

（多⼦世帯の要件）
⽣計維持者（⽗⺟等）の扶養する⼦等が3⼈以上

（扶養する⼦の範囲）
税情報により確認できる⽣計維持者の被扶養者のうち、
以下に該当する者

・⽣計維持者の⼦（実⼦・養⼦）

・⽣計維持者の年下の親族（弟妹など） など

【「扶養する⼦」の範囲の変更（令和7年度〜）】

【⼿続き等】
○基本的には、該当する学⽣から申し出てもらうことが必要。（（マイナンバーを通じて取得する）税情報では確認できない情報であるため）
○採⽤時（例年4⽉・10⽉）・適格認定（家計）判定（主として例年10⽉）において反映する。
「扶養する⼦」に含める実⼦等の出⽣の時期は、例えば以下のとおり。

・予約採⽤者、前期在学採⽤時（⽀援始期が４⽉〜９⽉）︓判定する前年の1⽉1⽇〜判定する年の3⽉31⽇
・後期在学採⽤時、10⽉適格認定（家計）（⽀援始期が10⽉〜３⽉）︓判定する年の1⽉1⽇〜8⽉31⽇

○各学校では学⽣等に対して周知の上、該当する学⽣から学校に対して個別に申し出た上で、各校がとりまとめてJASSOに報告。JASSOにお
ける適格認定（家計）に反映する。

○令和7年度予約採⽤者、令和6年度在学者も該当。（令和7年4⽉以降の⽀援に反映する。）
これらの者に関しては、令和7年3⽉中を⽬途に、JASSOより各校に対して必要な⼿続きについて連絡する予定。

※⽣計維持者の実⼦、⾥⼦、養⼦のうち特別
養⼦縁組による者など

令和7年4⽉に⼊学する予約採⽤者、令和7年前期在
学採⽤者の場合、令和6年1⽉1⽇〜令和7年3⽉31
⽇に出⽣した実⼦等が対象



令和7年度⽀援開始に向けた⼿続き（⼊学者/在学者別、令和7年2⽉〜4⽉頃まで）

学校における授業料等減免認定(※1)学⽣等の⼿続き区分

学⽣等の希望する認定事由及びJASSO
から提供される⽀援区分情報に基づき
認定（※2）

【授業料等減免】申請（→学校）
→認定申請書に認定事由の表⽰が必要

【給付型奨学⾦】「進学届」提出（→JASSO）

・⾼等学校等在学時に予約採⽤を
申し込み、給付型奨学⾦の「採
⽤候補者」となっている

⼊
学
者

学⽣等の希望する認定事由及びJASSO
から提供される⽀援区分情報に基づき
認定

【授業料等減免】申請（→学校）
→認定申請書に認定事由の表⽰が必要

【給付型奨学⾦】在学採⽤申請（→JASSO）

・予約採⽤を申し込んでいない
・予約採⽤を申し込んだが、給付
型奨学⾦の「採⽤候補者」と
なっていない

学⽣等の希望する認定事由及びJASSO
による多⼦世帯に該当するかの確認結
果に基づき認定JASSOが多⼦世帯に該当するか確認

→多⼦世帯の場合、変更認定申請が必要

・授業料等減免・給付型奨学⾦を
両⽅利⽤している（※3）

在
学
者

学⽣等の希望する認定事由及びJASSO
による多⼦世帯に該当するかの確認結
果に基づき認定

・給付型奨学⾦のみ利⽤している
（※3）

学⽣等の変更認定申請及びJASSOによ
る多⼦世帯に該当するかの確認結果に
基づき認定

【給付型奨学⾦】在学採⽤申請（→JASSO）
→多⼦世帯の場合、変更認定申請が必要・授業料等減免のみ利⽤している

学⽣等の変更認定申請及びJASSOから
提供される⽀援区分情報に基づき認定

【授業料等減免】申請（→学校）
→多⼦世帯の場合、（変更）認定申請が必要

【給付型奨学⾦】在学採⽤申請（→JASSO）
・給付型奨学⾦も授業料等減免も
利⽤していない

※1 JASSOによる⼿続きを経由しない学⽣等は、JASSOによる要件判定（マイナンバーによる住⺠税情報取得とそれに基づく世帯収⼊・扶養する⼦の数の確認など）ができない。
そのような学⽣等については、⼤学等において学⽣等に証明書等（⾃治体が発⾏する課税証明書など）を提出させたうえで、⼤学等において要件判定を⾏うこととなる。

※2 JASSO「採⽤候補者決定通知」記載の⽀援区分により⽀援。（例︓採⽤候補者決定通知で第Ⅱ区分【多⼦世帯○】→第Ⅱ区分（多⼦世帯）として⽀援。授業料等減免は上限額、
給付型奨学⾦は3分の2）

※3 適格認定（家計）の結果等により給付型奨学⾦の⽀援が停⽌している者を含む。本制度の⽀援が廃⽌となった者は含まない。

⼿続きを⾏うのは令和7年4⽉以降



内容事項

授業料及び⼊学⾦につき、国の定めた上限額まで⽀援
※給付型奨学⾦⽀援額は現⾏⽀援区分に従う

⽀援額⽀援内容

なし所得制限学⽣の要
件

3億円未満資産要件

実⼦、⾥⼦、養⼦、⽣計維持者より年下の扶養親族（申請時点のきょうだい数等ではなく、確定済みの地⽅税の課税情報に
より確認）
課税情報に反映されていない新たに出⽣した⼦等（該当する学⽣より個別に申し出）

扶養する⼦等の範囲

原則として、独⽴⾏政法⼈⽇本学⽣⽀援機構（以下「JASSO」という。）の給付型奨学⾦への申込みによりJASSOにおい
て判定

※令和7年度進者及び本制度を利⽤したことがない在学者は令和7年4⽉以降の授業料等減免申請が必要。
※在学者のうち、本制度を利⽤したことがある者に関して、本年2⽉以降にJASSOにおいて多⼦世帯に該当するかを確認。
※JASSOへの給付型奨学⾦の申し込みを以って、各校において授業料等減免の申請があったとみなすことについては、従来と同様差し⽀えない。
但し、認定事由（次項）はスカラネットほかJASSOシステムでは管理しない情報であり、各校において取り扱う必要がある。

採⽤時の多⼦世帯の要件に該
当するかの確認⽅法

申請関係
認定関係

学校の⾏う授業料等減免の認定事由として、下記を新設
・授業料等の負担を求めることが極めて困難な者（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ（理⼯農））
・多⼦世帯である者（Ⅰ（多⼦世帯）、Ⅱ（多⼦世帯）、Ⅲ（多⼦世帯）、Ⅳ（多⼦世帯）、及び「多⼦世帯」）

認定申請時及び適格認定（家計）等により認定事由が変更する際、学⽣等はいずれかの認定事由による認定を希望して申請
※令和６年度に既に⽀援を受けている学⽣等が令和７年４⽉から多⼦世帯⽀援を利⽤する場合、変更認定が必要

認定事由(授業料等減免のみ)

現⾏⽀援区分Ⅰ〜Ⅲに「多⼦世帯」区分を追加（表記は「第Ⅱ区分（多⼦世帯）」など）
⽀援区分Ⅰ〜Ⅳに該当しない世帯年収（⽬安600万円以上）かつ多⼦世帯である区分として「多⼦世帯」を新設

⽀援区分その他

令和7年度からの多⼦世帯⽀援拡充について（まとめ①）
※⿊字は「令和７年度からの多⼦世帯に対する⼤学等の授業料等無償化に係る情報提供及び⾼等教育の修学⽀援新制度に係る授業料等減免事務処理要領（第５版）等の⼀部改訂につい
て」（令和6年10⽉31⽇事務連絡）1．（1）の内容と同じ。

※今回の追加事項等は下線部。



（参考）現⾏制度から取扱いの変更がないもの

内容事項

⽣計維持者の扶養する⼦供が３⼈以上いる世帯多⼦世帯の要件学⽣の要
件

⼀定以上の成績があること、あるいは⾯談やレポート等により学修意欲が確認されれば対象採⽤となる者の学業成績の要
件

令和6年7⽉5⽇付け事務連絡「令和7年度以降における多⼦世帯の⼤学等授業料等無償化及び⾼等教育の修学⽀援新制度の
学業要件について」に記載の要件を適⽤（令和7年度より各要件の⽔準が変更されていることに留意）

適格認定(学業)の⽅法(⽀援継
続となる学業成績の要件)

令和7年度に⼊ってから所属する⼤学等において申請申込⽅法申請関係

原則として、申請時点で確定している前年以前の年末（12⽉31⽇）時点の住⺠税の課税情報扶養状況の確認に⽤いる情報認定関係

原則としてJASSOに申請し、JASSOにおいて判定適格認定(家計)の⽅法(多⼦世
帯の要件に引き続き該当する
か否かの確認)

急変事由に該当することを確認した上で、家計要件判定※において対象であることが確認できた場合に採⽤
※多⼦世帯⽀援の場合、⽣計維持者の扶養する⼦供が３⼈以上等の要件に該当することを確認。

家計急変採⽤の取扱い家計急変

JASSOの提供する奨学⾦業務関係各システム（「スカラネット」など）を利⽤学⽣等の⼿続き、⽀援状況照
会や適格認定情報登録等に利
⽤するシステム

その他

令和7年度からの多⼦世帯⽀援拡充について（まとめ②）



１．法人の決算に関する要件
・直近３年度いずれかの収支計算書の「経常収支差額」
・直近年度の貸借対照表の「運用資産ー外部負債」

２．収容定員充足率に関する要件
＜大学・短期大学・高等専門学校＞
・直近３年度いずれかの在籍学生数が収容定員の８割以上であること。
＜専門学校＞
・直近３年度いずれかの在籍学生数が収容定員の５割以上であること。

の少なくとも一方がプラスであること。

１．実務経験のある教員等による授業科目が、標準単位数の１割相当以上配置されていること。
２．大学等の設置者たる法人の「役員」に外部人材が２人以上含まれること。
３．授業計画書（シラバス）の作成やGPAなどの成績成績評価の客観的指標の設定、

卒業の認定に関する方針の策定などにより、厳格かつ適正な成績管理を実施・公表していること。
４．財務諸表等や定員充足状況、進学・就職の状況などの教育活動に係る情報を公表していること。

教育要件 （すべての設置者に共通の要件）

経営要件 （私立学校のみの要件）

★ 以下の２つの要件をすべて満たしていること。 ※ R5までは、以下の２つの要件のいずれかを満たしていることとしていた。

★ 以下の４つの要件をすべて満たしていること。

○ 以下の要件を満たす場合に、対象校としての確認を受けることができる。

地方における学校の役割の重要性を踏まえたもの （経営要件２．以外の要件を満たす場合）
＜大学・短期大学・高等専門学校＞

直近年度の在籍学生数が収容定員の５割以上であり、かつ直近年度の進学・就職率が９割を超える場合
（上記を満たさない場合）同一道府県内に、同種・同学位分野の代替進学先がない場合（首都圏大都市部を除く）

＜専門学校＞
重要な専門人材の育成に貢献していると都道府県知事が認める場合

○ 上記の要件を満たさなくなった場合、対象校としての確認を取り消すことになる（毎年度確認）が、以下の場合は取消しを猶予する。

高等教育の修学支援新制度 機関要件について（令和７年度以降） （案）

※赤字部分が令和７年度からの見直し内容

○ 大学・短期大学・高等専門学校において、過去に確認取消しとなり、再度、対象校として申請を行う場合、経営要件の２．に加え、
直近３年度全ての在籍学生数が収容定員の６割以上、かつ、進学・就職率が９割超の場合も申請可とする。



授業料の納付猶予
○ 「⼤学等における修学の⽀援に関する法律」は、低所得者世帯の学⽣等を対象として、修学に係
る経済的な負担の軽減を図ることを⽬的として制定されたものである。

○ 本制度では、その⼿段として授業料等減免を実施しており、その趣旨に鑑みれば、減免費⽤分は
予め徴収しないことが原則であり、本制度の⽀援対象者あるいは対象となり得る者に授業料等を
⼀旦納付させ、その⽀出に要する資⾦の準備を求めることは、同法の趣旨に合致するものとは⾔
えない。

○ 同法の改正により、令和7年度より多⼦世帯⽀援を拡充し、本制度対象者も⼤幅に増加する⾒込
みであることも踏まえれば、上記の趣旨は更に重要なものとなることから、⽂部科学省において、
各校における納付猶予の実施状況を継続的に調査・公表するほか、授業料等減免に係る補助⾦等
交付の要件として取り扱うなど、同法の趣旨に基づく納付猶予の着実な実施に向けた取組を段階
的に進める予定。

○ このため、令和7年度においては、本制度による授業料等減免を希望し各校に申請する学⽣等に
関し、学⽣等が申請してから⽀援対象者としての認定を⾏うまでの間、各校において授業料の納
付を猶予することを原則とする。（本制度の補助⾦実施要綱等において、納付猶予を原則とする
旨、新たに規定する予定。）
⽂部科学省が直接費⽤を⽀弁する各校においては、このような趣旨を踏まえ、適切に取り扱われ

たい。都道府県等⽂部科学省以外の⽀弁者により本制度に係る減免費⽤を交付等されている学校
にあっても、本項の趣旨を踏まえ、同様の取組に努めていただくようお願いしたい。

（留意事項）
・令和7年度より拡充する多⼦世帯⽀援のみでなく、従来の低所得者⽀援も対象とする。
・予約採⽤者・在学採⽤者・前年度から⽀援を継続する者のいずれも対象とする。なお、令和7年度進学者に係る⼊学⾦、既納付授業料については上記の限りで
はない。

・授業料額全額の納付を猶予する、あるいは⼀部を納付猶予するなど、納付猶予対象額は各校において設定することで差し⽀えない。
・各校の設定する授業料納付や納付猶予申請の期限によっては、新規採⽤者など⽀援区分が決定していない場合も多いと思われる。これらの者に関しては、本制度によ
る⽀援額満額を納付猶予の対象とするなど、学⽣等が少なくとも各校の定める授業料額と本制度⽀援額の差額以上の（⼀時的）⽀出をすることがないよう取り扱う。

・国が直接⽀弁する費⽤に関しては、各校の年度始における収⼊への影響に配慮し、令和７年４⽉中に減免費⽤として⼗分な額を交付する予定。
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